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は
じ
め
に

❶「
外
交
文
書
」
の
定
義
と
様
式

❷
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書

❸
官
文
書

❹
皇
帝
・
天
皇
へ
の
上
行
文
書

❺
書
簡

お
わ
り
に

本
稿
は
、
中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
の
事
例
を
集
積
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
そ
の
様
式
論
を

構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、日
本
古
文
書
学
に
お
い
て
は
研
究
が
手
薄
で
あ
っ
た
が
、

様
式
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
日
本
古
文
書
学
、
そ
し
て
「
東
ア
ジ
ア
古
文
書
学
」
の
な
か
に
中
世

日
本
の
往
復
外
交
文
書
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
往
復
外
交
文
書
を
「
皇
帝
文
書
」「
官
文
書
」「
皇
帝
・

天
皇
へ
の
上
行
文
書
」「
書
簡
」
の
四
種
に
大
別
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
事
例
を
集
積

し
、
文
書
様
式
の
共
時
性
と
通
時
性
、
あ
る
い
は
特
定
の
文
書
様
式
が
ど
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で

選
択
・
使
用
さ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
検
討
し
た
。

と
り
わ
け
、
中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
を
特
徴
づ
け
る
書
簡
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
見

通
し
を
得
た
。
明
は
周
辺
諸
国
と
の
間
で
、
皇
帝
と
の
上
行
・
下
行
文
書
の
往
復
、
お
よ
び
官
庁
間

で
の
平
行
文
書
の
往
復
を
原
則
と
し
、
国
内
文
書
と
外
交
文
書
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一

方
、
周
辺
諸
国
間
で
は
、
む
し
ろ
私
文
書
様
式
の
「
書
簡
」
で
外
交
文
書
を
往
復
す
る
ほ
う
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
た
と
き
、
中
世
日
本
の
武
家
外
交
は
、
基
本
的
に
書
簡
様
式
の
外
交

文
書
の
往
復
に
も
と
づ
き
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
明
と
の
往
復
外
交
文
書
は
む
し
ろ
例
外
的

な
も
の
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
武
家
外
交
に
お
け
る
書
簡
様
式
の
使
用
と
い
う
現
象
は
、
武
家
社
会
に
お
け
る
書
札
様

文
書
の
公
文
書
化
と
い
う
現
象
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
国
際
交
流
の
範
囲
が
地
球

規
模
に
拡
大
す
る
な
か
で
、
非
漢
字
文
化
圏
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
関
係

構
築
に
あ
た
り
、
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
は
二
者
間
の
摩
擦
を
低
減
さ
せ
る
作
用
を
発
揮
し
た
と
い

え
よ
う
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
外
交
文
書
、
東
ア
ジ
ア
古
文
書
学
、
皇
帝
文
書
、
官
文
書
、
書
簡
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は
じ
め
に

日
本
古
文
書
学
に
お
い
て
、
外
交
文
書
を
論
じ
た
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
勝
峯

月
渓
氏
の
『
古
文
書
学
概
論
』〔
勝
峯 

一
九
三
〇
〕
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
章
「
様

式
解
説
」
に
第
二
部
「
国
際
文
書
」
を
設
定
し
、「
第
一
類
東
洋
諸
国
」（
第
一
節
上

古
、
第
二
節
中
世
、
第
三
節
近
世
）、「
第
二
類
西
洋
諸
国
」（
第
一
節
中
世
末
期
、

第
二
節
近
世
前
期
、
第
三
節
近
世
後
期
）
に
分
類
す
る
。「
国
際
文
書
」
を
広
い
時

間
軸
と
空
間
軸
の
な
か
で
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
未
だ
な
お
参
照
す
べ
き
と
こ
ろ

が
多
い
。
た
だ
し
、「
国
際
文
書
」
を
国
別
・
時
代
別
に
整
理
す
る
に
と
ど
ま
り
、「
様

式
」
論
に
ま
で
到
達
し
た
も
の
で
は
な
い
。

一
九
七
八
〜
八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
を
み
る
と
、
第
五

巻
・
中
世
編
一
に
お
い
て
、
川
添
昭
二
氏
が
「
外
交
文
書
」
の
項
を
分
担
執
筆
し
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
外
交
文
書
の
変
遷
を
概
説
し
て
い
る
〔
川
添 

一
九
九
六

再
録
〕。
ま
た
、
同
書
第
六
巻
・
近
世
編
一
（
一
九
七
九
年
）
は
「
対
外
関
係
文
書
」

の
項
を
設
け
、
森
岡
美
子
氏
の
「
外
交
・
貿
易
」、
高
瀬
弘
一
郎
氏
の
「
キ
リ
シ
タ

ン
関
係
文
書
」、
中
村
質
氏
の
「
鎖
国
下
の
外
交
・
貿
易
文
書
」
を
収
録
す
る
。

従
前
の
研
究
は
、
外
交
文
書
と
い
う
〈
特
殊
〉
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
書
に
つ
い
て
、

実
例
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
内
容
と
背
景
を
説
明
す
る
と
い
う
色
合
い
が
濃

く
、
様
式
論
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
日
本
古
文
書
学
の
手
法
と
は
異
な
っ

て
い
る
。

一
方
、古
文
書
学
の
代
表
的
な
研
究
書
で
あ
る
相
田
二
郎
氏
の
『
日
本
の
古
文
書
』

〔
相
田 

一
九
四
九
・
一
九
五
一
〕、
な
ら
び
に
佐
藤
進
一
氏
の
『
新
版
古
文
書
学
入
門
』

〔
佐
藤 

一
九
九
六
〕
を
み
る
と
、「
外
交
文
書
」
と
い
う
項
目
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
「
外
交
文
書
」
は
二
国
間
の
外
交
関
係
に
お
い
て
往
復
す
る
文
書
を
総
称

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
様
式
に
も
と
づ
く
分
類
で
な
い
た
め
、
古
文
書
学
に
お
い
て

十
分
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
外
交
文
書
の
領
域
に
お
け
る
様
式
論
の
構
築
が
遅
れ
て
き
た
な
か
に

あ
っ
て
、
高
橋
公
明
氏
の
研
究
は
画
期
的
で
あ
る
。
十
五
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
外
交
文

書
の
主
要
な
様
式
で
あ
る
「
書
」
と
「
咨
」
を
分
析
対
象
と
し
、
こ
れ
を
「
書
式
外

交
文
書
」（
中
国
式
書
簡
文
）
と
「
咨
式
外
交
文
書
」
と
規
定
す
る
と
と
も
に
〔
高

橋 

一
九
八
二
〕、
中
世
日
本
で
「
牒
状
」
と
呼
称
さ
れ
た
外
交
文
書
が
必
ず
し
も
文

書
様
式
と
し
て
の
牒
（
牒
状
）
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
〔
高

橋 

二
〇
〇
五
〕。
こ
れ
ら
三
種
の
文
書
様
式
は
、
官
文
書
様
式
の
「
牒
」（
牒
状
）
と

「
咨
」（
咨
文
）、
私
文
書
様
式
の
「
書
」（
書
簡
）
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
1
（

。

こ
の
う
ち
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
に
つ
い
て
は
、
十
六
〜
十
七
世
紀
の
日
本
と
朝

鮮
を
往
復
し
た
「
書
契
」
の
現
存
例
に
も
と
づ
き
、
そ
の
様
式
的
・
形
態
的
特
徴
が

明
瞭
と
な
っ
た
〔
伊
藤 

二
〇
〇
二
〕〔
米
谷 

二
〇
〇
二
〕。
ま
た
、古
代
の
「
東
部
ユ
ー

ラ
シ
ア
」
で
往
復
し
た
「
致
書
形
式
」
の
外
交
文
書
に
関
し
て
は
、
廣
瀬
憲
雄
氏
が

精
力
的
に
研
究
を
進
め
て
い
る
〔
廣
瀬 

二
〇
一
一
・
二
〇
一
八
〕。
書
簡
様
式
の
外
交

文
書
に
つ
い
て
は
、
時
代
・
地
域
を
超
え
た
比
較
検
討
が
可
能
な
段
階
に
達
し
て
い

る
と
い
え
る
。

一
方
、
官
文
書
様
式
の
外
交
文
書
に
つ
い
て
も
、
十
五
〜
十
六
世
紀
の
事
例
に
も

と
づ
く
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
咨
文
・
箚
付
の
現
存
例
に
も
と
づ
く
様
式
的
・
形
態

的
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
お
り
〔
須
田 

二
〇
一
三
・ 

二
〇
一
七
〕、
日
明
勘

合
に
は
進
貢
品
・
使
節
名
・
船
隻
数
・
貿
易
品
の
リ
ス
ト
を
含
む
咨
文
が
記
入
さ
れ

た
と
い
う
重
要
な
見
解
も
呈
さ
れ
て
い
る
〔
橋
本 

二
〇
〇
八
・
二
〇
一
五
〕。
そ
れ
に

対
し
て
、
十
三
世
紀
以
前
の
牒
に
関
し
て
は
、
現
存
例
が
確
認
さ
れ
ず
、
録
文
が
知

ら
れ
る
事
例
も
乏
し
い
た
め
、
あ
ま
り
研
究
の
進
展
が
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
古

代
日
本
と
新
羅
・
渤
海
を
往
復
し
た
牒
の
集
成
・
検
討
が
進
ん
で
お
り
〔
鈴
木
・
金

子
・
石
見
・
浜
田 

二
〇
一
四
〕、
こ
れ
に
つ
い
て
も
時
代
・
地
域
を
超
え
た
比
較
検

討
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
に
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書
で
あ
る
。

中
世
日
本
の
武
家
外
交
に
お
い
て
、
天
皇
文
書
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
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け
で
あ
る
が
、
中
国
王
朝
の
皇
帝
文
書
、
あ
る
い
は
周
辺
諸
国
の
国
王
文
書
は
日
本

に
む
け
て
発
信
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
外
交
文
書
で
は
あ
る
が
、
国
内
文
書
の
様

式
を
適
用
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
勅
命
下
達
文
書
に
つ
い
て
は
、
坂
上
康
俊

氏
が
漢
代
か
ら
清
代
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
時
間
軸
の
な
か
で
文
書
様
式
の
変
遷
を

あ
と
づ
け
、
外
交
文
書
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
い
る
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕。
勅
命
下

達
文
書
の
う
ち
勅
書
（
勅
諭
）・
誥
命
に
関
し
て
は
、
現
存
例
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、

そ
の
様
式
的
・
形
態
的
特
徴
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
〔
大
庭 

一
九
九
六
〕〔
橋

本 

二
〇
一
八
〕。
一
方
、
明
皇
帝
宛
の
上
行
文
書
（
表
文
）
に
関
す
る
様
式
論
的
な

研
究
は
進
ん
で
お
ら
ず
、古
代
の
天
皇
宛
の
上
行
文
書
と
の
比
較
も
必
要
と
な
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
を
め
ぐ
る
様
式
論
的
研
究
の
状
況
を
概
観

し
て
き
た
。
こ
う
し
た
様
式
論
研
究
と
両
輪
を
な
す
の
が
文
書
の
集
成
で
あ
る
が
、

古
代
・
中
世
往
復
外
交
文
書
集
で
あ
る
『
善
隣
国
宝
記
』『
続
善
隣
国
宝
記
』
の
訳

注
〔
田
中 

一
九
九
五
〕
を
皮
切
り
と
し
て
、
元
・
高
麗
―
日
本
往
復
外
交
文
書

〔
張 

二
〇
〇
四
〕、
日
本
―
朝
鮮
往
復
外
交
文
書
〔
伊
藤 

二
〇
〇
二
〕、
薩
摩
―
琉
球

往
復
外
交
文
書
〔
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所 
一
九
八
八
〕〔
東
京
大
学
史
料
編
纂

所 

二
〇
一
七
〕、
日
本
宛
て
安
南
外
交
文
書
〔
藤
田 

二
〇
一
三
〕
の
集
成
が
進
ん
で

い
る
。

今
後
、
外
交
文
書
を
古
文
書
学
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
く
た
め
に
は
、
様
式
を

腑
分
け
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
文
書
体
系
に
お
け
る
通
時
性
と

共
時
性
の
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
に
も
視
野
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
。
外
交
文
書
の
様
式
を
理
解
す
る
た

め
に
は
、
日
本
古
文
書
学
の
範
疇
を
超
え
た
「
東
ア
ジ
ア
古
文
書
学
」〔
小
島  

二
〇
一
八
〕
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
逆
に
い
え
ば
、
外
交

文
書
の
様
式
を
比
較
研
究
す
る
こ
と
が
「
東
ア
ジ
ア
古
文
書
学
」
の
構
築
に
寄
与
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

幸
い
な
こ
と
に
中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
は
、
現
存
例
が
あ
る
程
度
存
在
す

る
。
筆
者
は
前
稿
〔
荒
木 

二
〇
二
〇
〕
に
お
い
て
、
現
存
例
に
も
と
づ
き
外
交
文
書

様
式
論
の
構
築
を
試
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
現
存
例
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で

は
な
く
、
録
文
を
含
め
て
展
開
す
べ
き
で
あ
る
し
、
あ
る
い
は
録
文
が
な
く
と
も
文

書
様
式
が
特
定
さ
れ
る
事
例
を
も
加
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
往
復
外
交
文
書
（
一
部
近
世
に

及
ぶ
）
を
「
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書
」「
官
文
書
」「
皇
帝
・
天
皇
へ
の
上
行
文
書
」

「
書
簡
」
に
大
別
し
た
う
え
で
）
2
（

、
事
例
の
集
積
を
試
み
、
文
書
様
式
の
通
時
性
と
共

時
性
、
あ
る
い
は
特
定
の
文
書
様
式
が
ど
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
選
択
・
使
用
さ

れ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
ま
で
「
様
式
」
と
い
う
概
念
を
特
段
の
断
り
も
な
く
使
用
し
て
き
た
が
、
本

稿
で
は
書
式
（
文
章
構
造
、
冒
頭
・
結
尾
の
定
型
句
な
ど
）
と
文
体
（
詩
体
・
韻
文
・

散
文
、
公
用
文
・
日
用
文
な
ど
）
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
も
の
を
「
様
式
」（
表
文
・

詔
書
・
牒
状
・
咨
文
・
書
簡
な
ど
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
録
文
だ
け
で
も
「
様

式
」
の
識
別
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
が
、
現
存
例
に
接
す
れ
ば
、
基
盤
材
（
料
紙
・

染
織
）、
書
体
（
楷
書
・
行
書
・
草
書
）、
筆
法
（
書
風
、
文
字
の
大
小
・
肥
痩
）、

用
字
（
正
字
・
異
体
字
）、
敬
意
表
現
（
闕
字
・
平
出
・
擡
頭
）、
記
号
（
圏
点
・
声

点
）、
印
影
（
印
形
、
大
小
、
位
置
）、
封
式
（
折
・
巻
、
糊
封
・
封
紙
・
封
筒
な
ど
）、

包
装
（
袱
紗
・
袋
、
内
箱
・
外
箱
）
な
ど
の
「
形
態
」（
な
い
し
は
視
覚
的
情
報
）

も
「
様
式
」
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
て
広
義
の
「
様
式
」

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
狭
義
の
「
様
式
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
す

る
）
3
（

。な
お
、
本
稿
で
引
用
・
言
及
す
る
事
例
は
、
基
本
的
に
末
尾
に
付
し
た
表
（【
表

１
〜
表
７
】）
に
拠
る
も
の
と
す
る
。
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
先
行
研
究
の
成

果
に
拠
り
つ
つ
、
な
る
べ
く
網
羅
的
と
な
る
よ
う
努
め
た
が
、
時
代
・
地
域
に
よ
っ

て
は
史
料
の
残
存
状
況
が
異
な
る
た
め
、
現
存
例
を
中
心
と
し
て
作
成
し
た
も
の
も

あ
れ
ば
、
逆
に
録
文
が
な
い
事
例
ま
で
を
含
め
て
作
成
し
た
も
の
も
あ
る
。
統
一
基

準
に
も
と
づ
く
事
例
の
集
成
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
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❶「
外
交
文
書
」
の
定
義
と
様
式

そ
も
そ
も
「
外
交
文
書
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
近

代
の
「
外
交
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
す
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
山
崎
覚
士
氏
が
、

外
交
と
は
、
君
主
あ
る
い
は
王
者
間
の
一
元
的
な
交
渉
に
限
ら
ず
、
朝
廷
や
地

方
官
府
、
あ
る
い
は
個
人
な
ど
の
様
々
な
層
次
内
で
、
あ
る
い
は
層
次
を
ま
た

が
っ
て
交
わ
さ
れ
る
交
渉
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
交
渉
に
よ
っ
て
国
際
関

係
が
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
そ
う
し
た
交
渉
が
執
り
行
わ
れ
る
際

に
用
い
ら
れ
る
越
境
的
文
書
群
を
外
交
文
書
と
呼
ぶ
。
し
か
し
な
が
ら
人
的
交

際
の
折
に
用
い
ら
れ
る
文
書
す
べ
て
を
外
交
文
書
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い
。
そ
れ

ら
の
文
書
を
介
し
て
交
渉
が
交
わ
さ
れ
、
国
際
関
係
が
処
理
さ
れ
る
場
合
に
外

交
文
書
と
呼
ぶ
。

と
述
べ
て
い
る
〔
山
崎 

二
〇
一
三
〕。
こ
の
指
摘
を
参
考
と
す
る
な
ら
ば
、
中
世
日

本
の
往
復
外
交
文
書
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
整
理

で
き
よ
う
。

①
君
主
（
君
長
）
間
往
復
文
書

②
官
庁
（
官
人
）
間
往
復
文
書

③
君
主
（
君
長
）・
官
庁
（
官
人
）
―
寺
院
・
領
主
・
個
人
間
往
復
文
書

④
使
節
・
商
人
関
係
文
書
（
陳
情
文
書
、
通
達
文
書
、
公
験
・
過
所
、
文
引
・

渡
海
朱
印
状
、
船
旗
な
ど
）

①
は
儀
礼
的
文
書
、
②
は
実
務
文
書
で
あ
り
、
①
と
②
が
セ
ッ
ト
で
発
給
さ
れ
る
場

合
が
多
い
。
こ
れ
は
「
外
交
文
書
」
と
し
て
最
も
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
③

は
中
世
日
本
の
外
交
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

各
地
の
寺
院
・
武
家
領
主
・
商
人
な
ど
が
自
律
的
に
外
交
を
行
う
に
あ
た
っ
て
往
復

し
た
も
の
で
、こ
れ
も
「
外
交
文
書
」
に
含
ま
れ
る
。
④
は
外
交
使
節
や
商
人
の
身
分
・

渡
航
証
明
、
移
動
、
陳
情
・
通
達
な
ど
、
外
交
・
貿
易
に
か
か
る
一
連
の
行
為
に
付

随
し
て
生
成
・
授
受
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
外
交
文
書
」
に
含
み
う
る
が
、

使
節
が
現
地
で
取
り
交
わ
す
詩
文
な
ど
は
除
外
し
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
な
お
、

本
稿
で
は
①
〜
③
を
検
討
の
対
象
と
す
る
が
、
④
に
つ
い
て
も
、
①
〜
③
と
同
一
の

文
書
様
式
が
含
ま
れ
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ら
は
外
交
文
書
を
往
復
す
る
人
と
組
織
に
着
目
し
た
定
義
・
分
類
案
で
あ
る

が
、
そ
の
往
復
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
文
書
様
式
が
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
ず
、
参
考
と
す
べ
き
は
、
中
国
諸
王
朝
の
「
外
交
文
書
」
で
あ
る
。
高
橋
公

明
氏
は
、
中
国
諸
王
朝
に
「
外
交
」
概
念
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

皇
帝
が
世
界
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
―
に
よ
っ
て
、
中
国
の

諸
王
朝
は
と
く
に
外
交
文
書
と
い
う
範
疇
は
必
要
と
は
せ
ず
、
皇
帝
で
あ
ろ
う

と
、
官
庁
で
あ
ろ
う
と
、
基
本
的
に
は
国
内
文
書
の
延
長
と
し
て
外
交
上
の
文

書
を
位
置
づ
け
て
い
た
。

と
指
摘
す
る
〔
高
橋 

一
九
八
二
〕。
ま
た
、
廣
瀬
憲
雄
氏
も
、

そ
も
そ
も
中
国
の
皇
帝
は
、（
中
略
）
理
念
的
に
は
世
界
の
全
て
を
統
治
す
る

存
在
で
あ
る
た
め
、
外
交
専
用
の
文
書
は
本
来
必
要
な
い
。（
中
略
）
皇
帝
と

周
辺
諸
勢
力
君
主
と
の
関
係
は
、
中
国
側
の
理
念
に
基
づ
く
限
り
で
は
、
国
内

の
臣
下
と
の
関
係
と
同
様
の
君
臣
関
係
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
は
、
中
国
王
朝
の
「
外
交
」
は
内
政
の
延
長
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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と
指
摘
す
る〔
廣
瀬 

二
〇
一
七
〕。
中
国
諸
王
朝
が
も
つ
華
夷
の
世
界
観
に
お
い
て
、

「
外
交
文
書
」
は
国
内
文
書
と
同
一
の
次
元
で
処
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
華
夷
の
入
れ
子
構
造
を
も
つ
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
に
お

い
て
も
、
当
該
国
の
国
内
文
書
の
様
式
が
「
外
交
文
書
」
に
適
用
さ
れ
る
場
合
が

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書
様
式
、
お
よ
び
官
文

書
様
式
の
「
外
交
文
書
」
の
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
を
切
り
取
っ
た
「
外
交
文
書
様
式

論
」
は
成
立
し
な
い
。
あ
く
ま
で
そ
れ
は
当
該
国
の
国
内
文
書
の
体
系
の
な
か
で
論

じ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
準
と
し
つ
つ
、
あ
る
様
式
が
ど
の
よ
う
な
事
情

で
既
存
の
様
式
の
な
か
か
ら
選
択
さ
れ
、「
外
交
文
書
」
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ

し
て
実
際
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
レ
ン
ジ
が
加
え
ら
れ
る
の
か
、

と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
分
析
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

一
方
、「
外
交
文
書
」
は
決
し
て
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書
様
式
や
官
文
書
様
式

だ
け
で
往
復
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
橋
公
明
氏
〔
高
橋 

一
九
八
二
〕
が
提
唱

し
た
「
書
式
外
交
文
書
」（
書
簡
）
は
私
文
書
様
式
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

れ
が
十
五
〜
十
六
世
紀
の
日
本
の
往
復
外
交
文
書
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
七
世
紀
以
降
の
「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
に
お
い
て
、「
致
書
形

式
」
の
外
交
文
書
が
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
た
実
態
が
徐
々
に
解
明
さ
れ
て
き
て
い

る
〔
中
西 

二
〇
〇
五
〕〔
廣
瀬 

二
〇
一
一
・ 

二
〇
一
八
〕〔
河
上 

二
〇
一
九
〕。「
外
交
文

書
様
式
論
」
が
自
立
的
に
成
り
立
ち
う
る
と
す
れ
ば
、
公
式
令
な
ど
の
文
書
規
定
に

縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
柔
軟
性
を
帯
び
て
い
た
私
文
書
様
式
の
外
交
文
書
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
視
点
に
も
と
づ
き
、
筆
者
は
前
稿
〔
荒
木 

二
〇
二
〇
〕
に
お
い
て
、
明

は
周
辺
諸
国
と
の
間
で
、
皇
帝
と
の
上
行
・
下
行
文
書
（
表
文
・
詔
書
な
ど
）
の
往

復
、
お
よ
び
官
庁
間
で
の
平
行
文
書
（
咨
文
な
ど
）
の
往
復
を
原
則
と
し
、
国
内
文

書
と
外
交
文
書
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
周
辺
諸
国
間
で
は
、
む
し
ろ
私

文
書
様
式
の
「
書
簡
」
で
外
交
文
書
を
往
復
す
る
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
り
、
日
本
と

東
南
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
外
交
文
書
も
「
書
簡
」（
レ
タ
ー
）
様
式
で

往
復
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書
様
式
と
官

文
書
様
式
の
外
交
文
書
は
、
中
国
王
朝
の
中
華
の
論
理
、
お
よ
び
そ
れ
を
模
倣
す
る

周
辺
諸
国
の
「
中
華
」
の
論
理
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
中
華
と
い
う
フ
ィ

ル
タ
ー
を
外
せ
ば
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
も
私
文
書
様
式
で
あ
る
「
書
簡
」

が
広
汎
に
使
用
さ
れ
て
い
た
実
態
が
浮
か
び
あ
が
る
わ
け
で
あ
る
。

❷
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書

１
詔
勅
類

古
代
・
中
世
日
本
の
往
復
文
書
に
み
え
る
皇
帝
・
天
皇
文
書
の
う
ち
詔
勅
類
を
中

心
に
整
理
し
た
の
が
【
表
1
】
で
あ
る
。
そ
の
様
式
の
傾
向
を
み
る
と
、
古
代
に
お

い
て
は
「
慰
労
詔
書
」
が
大
部
分
を
占
め
る
が
、「
詔
書
」「
勅
書
」「
論
事
勅
書
」

も
確
認
さ
れ
る
。
慰
労
詔
書
は
隋
・
唐
―
倭
国
間
が
四
例
、
日
本
―
新
羅
間
が
二

例
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
―
渤
海
間
は
一
九
例
を
数
え
る
。

一
方
、
中
世
に
お
い
て
は
、
元
―
日
本
間
の
「
詔
書
」
一
例
、
明
―
日
本
間
の

「
詔
書
」
一
例
、「
詔
諭
」
六
例
、「
勅
書
」
五
例
、「
勅
諭
」
一
六
例
が
確
認
さ
れ

る
（
本
文
未
詳
の
事
例
を
含
む
）。
元
の
成
祖
（
ク
ビ
ラ
イ
）
が
「
日
本
国
王
」
に

宛
て
た
詔
書
を
除
け
ば
、す
べ
て
明
の
皇
帝
が
「
日
本
国
王
」（
足
利
氏
・
豊
臣
秀
吉
）

に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

慰
労
詔
書　

推
古
天
皇
と
隋
の
煬
帝
が
往
復
し
た
外
交
文
書
は
慰
労
詔
書
の
様
式

で
取
り
交
わ
さ
れ
た
〔
鈴
木
ほ
か 

二
〇
一
四
〕。
唐
代
の
皇
帝
文
書
に
つ
い
て
は
、

『
大
唐
六
典
』
中
書
令
に
「
凡
王
言
之
制
有
七
」
と
あ
り
、
冊
書
・
制
書
・
慰
労
詔

書
・
発
日
勅
・
勅
旨
・
論
事
勅
書
・
勅
牒
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
冊
書
が
最
も
厚
礼

の
様
式
で
あ
り
、
制
書
以
下
は
順
を
追
っ
て
薄
礼
と
な
る
。『
善
隣
国
宝
記
』
巻
上
・
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鳥
羽
院
元
永
元
年
条
に
よ
る
と
、
六
七
一
年
に
唐
の
高
宗
か
ら
「
大
唐
皇
帝
敬
問
日

本
国
天
皇
」
で
始
ま
る
「
書
」
を
接
受
し
て
い
る
。
ま
た
、
六
七
二
年
に
高
宗
か
ら

接
受
し
た
「
書
」
を
収
納
す
る
「
函
」
の
「
題
」
に
は
「
大
唐
皇
帝
敬
問
倭
王
書
」

と
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
大
唐
皇
帝
敬
問
倭
王
」
を
冒
頭
句
と
す
る
慰
労

詔
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
〔
石
井 

二
〇
〇
一
〕。
こ
れ
ら
の
事
例
を
含
め
れ
ば
、

隋
・
唐
の
皇
帝
が
発
し
た
慰
労
詔
書
は
三
例
と
な
る
。

唐
の
慰
労
詔
書
の
様
式
は
、
養
老
公
式
令
に
継
受
さ
れ
な
か
っ
た
〔
坂
上

二
〇
〇
四
〕。
し
か
し
、
現
実
に
は
天
皇
が
新
羅
国
王
・
渤
海
国
王
宛
に
発
信
す
る

さ
い
の
様
式
と
し
て
使
用
さ
れ
〔
石
井 

二
〇
〇
一
〕、『
延
喜
式
』
慰
労
詔
書
式
に
お

い
て
、「
大
蕃
国
」
に
は
「
敬
問
」
の
冒
頭
句
を
使
用
し
、「
小
蕃
国
」
に
は
「
問
」

の
冒
頭
句
を
使
用
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
〔
中
野 

一
九
八
四
〕。
一
方
、

慰
労
詔
書
は
国
内
文
書
と
し
て
の
使
用
例
も
あ
る
こ
と
、
天
皇
の
臣
下
個
人
に
対
す

る
慰
労
・
褒
賞
の
た
め
の
私
信
（
書
状
）
と
し
て
の
性
格
が
強
い
こ
と
、
令
・
式
の

よ
う
な
強
い
規
定
で
は
な
く
、「
王
言
の
書
儀
」
と
も
い
う
べ
き
「
例
」「
様
」
レ
ベ

ル
の
規
定
に
も
と
づ
き
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
丸
山

一
九
九
五
〕。

慰
労
詔
書
は
録
文
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
情
報
は
限
定
さ
れ
る
が
、
先
行
研
究
に

拠
り
つ
つ
、
そ
の
様
式
・
形
態
の
特
徴
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
慰
労
詔
書
の

冒
頭
句
は
、
先
述
の
と
お
り
、「
敬
問
」
ま
た
は
「
問
」
で
あ
る
。
結
尾
句
は
一
定

し
な
い
が
、「
指
宣
往
意
」
文
言
が
「
遣
書
」
文
言
に
変
化
す
る
の
は
天
平
宝
字
年

間
の
こ
と
で
〔
中
野 

一
九
八
五
〕、
藤
原
仲
麻
呂
政
権
に
よ
る
唐
風
化
の
一
環
で
あ

る
と
さ
れ
る
〔
丸
山 

一
九
九
五
〕。
本
文
の
書
体
は
楷
書
体
で
〔
中
野 

一
九
八
四
〕、

文
体
は
四
六
駢

体
と
み
ら
れ
る
。
押
印
は
日
付
に
重
ね
て
加
え
ら
れ
た
が
（「
日

月
上
一
踏
」）〔
中
野 

一
九
八
四
〕、
こ
れ
は
八
二
四
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
〔
山

田 

一
九
八
七
〕。「
璽
書
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
天
皇
御
璽
」（
内
印
）

が
押
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
〔
鈴
木
ほ
か 

二
〇
一
四
〕。
日
付
に
重
ね
て
押
印
す
る

と
い
う
作
法
は
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
皇
帝
・
国
王
文
書
や
官
文
書
の
様
式
と
一
致
す

る
も
の
で
あ
り
）
4
（

、
嵯
峨
朝
（
八
〇
九
〜
八
二
三
）
に
お
い
て
進
行
し
た
唐
風
化
の
影

響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
結
尾
句
ま
た
は
文
末
付
近
で
使
用
さ
れ
る
「
送
物
如
別
」
「
寄
王
物
如

別
」「
賜
物
如
別
」「
其
数
如
別
」「
色
目
如
別
」
の
文
言
か
ら
、天
皇
か
ら
の
「
賜
物
」

の
品
目
・
数
量
を
記
し
た
目
録
が
別
紙
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
代

の
呼
称
で
あ
る
が
、「
別
幅
」（
別
紙
の
贈
品
目
録
）
の
様
式
〔
橋
本 

二
〇
一
九
〕
に

類
す
る
も
の
と
い
え
る
。

唐
の
論
事
勅
書　

古
代
に
お
い
て
は
、
七
三
五
年
に
唐
の
玄
宗
が
聖
武
天
皇
に
宛

て
た
論
事
勅
書
が
あ
る
。
論
事
勅
書
は
疎
遠
な
い
し
格
下
の
蕃
国
王
・
臣
下
個
人
に

皇
帝
の
意
思
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕、
慰
労
詔
書
よ
り
も
薄
礼
・

尊
大
な
様
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
白
村
江
の
戦
い
か
ら
ま
も
な
い
六
七
二
年
、
唐

の
高
宗
か
ら
慰
労
詔
書
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
後
に
日
本
の
位

置
づ
け
が
低
下
し
た
こ
と
に
な
る
。
唐
の
論
事
勅
書
の
様
式
は
、
冒
頭
句
を
「
皇
帝

勅
〇
〇
（
相
手
名
）」
と
し
、
結
尾
句
を
「
故
勅
」
と
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
〔
坂

上 

二
〇
〇
四
〕、
七
三
五
年
の
玄
宗
の
論
事
勅
書
は
「
遣
書
指
不
多
及
」
を
結
尾
句

と
す
る
。

古
代
日
本
に
お
い
て
、
論
事
勅
書
の
様
式
は
、
慰
労
詔
書
と
同
じ
く
養
老
公
式
令

に
は
継
受
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
藤
原
仲
麻
呂
政
権
に
よ
る
唐
風
化
の
一
環
と
し
て

国
内
文
書
の
様
式
と
し
て
導
入
さ
れ
、
臣
下
を
戒
約
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
〔
丸

山 

一
九
九
五
〕。
一
方
、
天
皇
が
外
交
文
書
と
し
て
発
信
し
た
論
事
勅
書
の
事
例
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
九
世
紀
半
ば
以
降
に
な
る
と
、
外
交
文
書
と
し
て
の
慰
労
詔
書

と
、
国
内
文
書
と
し
て
の
論
事
勅
書
と
が
分
化
し
、
前
者
の
み
が
『
延
喜
式
』
に
規

定
さ
れ
る
に
至
っ
た
〔
廣
瀬 

二
〇
一
八
〕。

元
・
明
代
の
詔
書
・
詔
諭　

元
の
成
祖（
ク
ビ
ラ
イ
）は
、
第
二
次
日
本
遠
征
（
弘

安
の
役
）
の
二
年
後
に
あ
た
る
一
二
八
三
年
、「
日
本
国
王
」
に
詔
諭
を
発
し
、
服



［中世日本往復外交文書をめぐる様式論的検討］……荒木和憲

219

て
詔
書
は
「
龍
亭
」
に
乗
せ
ら
れ
て
伝
達
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
頒
詔
儀
礼

は
時
代
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
詔
書
が
「
公
告
性
」
を
帯
び
る
と

い
う
の
は
、
こ
う
し
た
儀
礼
と
文
書
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
も

意
味
し
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
詔
書
が
外
交
文
書
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
対
外
的
な

意
味
だ
け
で
な
く
、
対
内
的
な
意
味
を
多
分
に
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
逆
に
一
二
七
五
年
に
は
成
祖
が
「
日
本
国
王
」
に
書
簡
（
冒
頭
句
は
「
致
書
」）

を
発
し
、
一
二
九
九
年
に
も
成
宗
（
テ
ム
ル
）
が
書
簡
（「
致
書
」）
を
発
し
て
い
る

が
〔
植
松 

二
〇
一
五
〕（【
表
5
】）、
書
簡
の
場
合
は
、
詔
書
の
よ
う
な
儀
礼
を
と

も
な
っ
て
発
出
・
伝
達
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
そ
の
事
実
を
知
り
う
る
者
も
限

定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
対
比
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
外
交
文
書

に
お
い
て
詔
書
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
皇
帝
の
外
交
に
対
す
る
姿
勢
な
り

意
思
な
り
を
国
内
に
む
け
て
宣
言
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
外
国
へ
の
服
属
・
入
貢
要

求
を
詔
書
で
行
う
こ
と
は
、
皇
帝
権
威
の
浮
揚
に
つ
な
が
ろ
う
。
し
か
し
、
一
向
に

要
求
に
応
じ
よ
う
と
し
な
い
相
手
国
に
対
し
、
何
度
も
詔
書
を
発
す
れ
ば
、
か
え
っ

て
皇
帝
権
威
を
損
ね
か
ね
な
い
。
元
・
明
代
の
外
交
文
書
に
お
け
る
詔
書
様
式
と
そ

れ
以
外
の
様
式
と
の
使
い
わ
け
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

さ
て
、
日
明
関
係
に
お
け
る
詔
書
は
一
例
、
詔
諭
は
六
例
が
確
認
さ
れ
る
。
前
者

は
豊
臣
秀
吉
宛
の
も
の
で
、
後
者
は
い
ず
れ
も
初
期
の
日
明
関
係
に
お
い
て
発
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
三
六
九
〜
七
〇
年
の
太
祖
（
洪
武
帝
、
在
位
一
三
六
八
〜
九
八
）
の
詔
諭
二
通

の
う
ち
一
通
は
「
以
即
位
詔
諭
」
と
あ
る
よ
う
に
、即
位
の
事
実
を
告
げ
る
も
の
で
、

も
う
一
通
が
入
貢
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
四
〇
二
年
二
月
の
建
文
帝
（
在
位

一
三
九
八
〜
一
四
〇
二
）
の
詔
諭
は
、
帝
位
を
め
ぐ
る
「
靖
難
の
変
」（
一
三
九
九

〜
一
四
〇
二
）
の
終
盤
で
発
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
年
の
成
祖
（
永

楽
帝
、
在
位
一
四
〇
二
〜
二
四
）
の
詔
諭
は
、
ま
さ
に
帝
位
を
奪
取
し
て
ま
も
な
く

属
・
入
貢
を
要
求
し
て
い
る
。
第
一
次
遠
征
（
文
永
の
役
）
前
の
一
二
六
六
年
に
成

祖
が
「
日
本
国
王
」
に
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
を
送
っ
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
れ
ば

（
第
五
章
参
照
）、
強
硬
な
姿
勢
に
転
じ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
の
変
化
に

つ
い
て
は
、
一
二
六
六
年
段
階
で
は
文
書
行
政
シ
ス
テ
ム
が
整
備
途
上
で
あ
っ
た
こ

と
、
一
二
八
三
年
段
階
で
は
南
宋
が
滅
亡
し
て
成
祖
が
天
下
唯
一
の
皇
帝
と
な
っ
た

こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
い
う
〔
舩
田 

二
〇
〇
九
〕。

元
代
皇
帝
文
書
の
様
式
と
し
て
は
、
詔
書
・
聖
旨
（
璽
書
）・
冊
文
・
宣
勅
（
制

勅
）
が
存
在
し
た
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕。『
善
隣
国
宝
記
』
は
成
祖
の
詔
書
を
「
宣
諭

日
本
国
詔
文
」
と
名
づ
け
て
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
句
は
「
上
天
眷
命
皇
帝
、

聖
旨
諭
日
本
国
王
」
で
、
結
尾
句
は
「
詔
示
、
想
宜
知
悉
」
で
あ
る
。

降
っ
て
明
代
皇
帝
文
書
の
う
ち
詔
令
類
は
、
詔
・
誥
・
制
・
勅
・
冊
・
諭
・
書
・

令
・
符
・
檄
の
一
〇
種
が
基
本
で
あ
り
〔
小
島 

二
〇
一
五
〕、
詔
書
・
誥
書
を
「
公

告
性
文
書
」、冊
書
・
鉄
券
文
書
・
誥
勅
文
書
を
「
封
贈
性
文
書
」、勅
諭
・
旨
を
「
日

常
政
務
性
文
書
」
と
す
る
分
類
も
あ
る
〔
李 
二
〇
一
四
〕。
こ
の
う
ち
詔
書
様
式
は
、

宋
代
ま
で
は
日
常
政
務
に
関
す
る
案
件
に
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
元
代
に
お
い
て
重

要
案
件
に
の
み
使
用
さ
れ
て
「
公
告
性
」
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
た
用
法

が
明
代
に
継
承
さ
れ
、
①
重
大
儀
式
や
皇
帝
の
重
大
行
動
、
②
重
大
事
件
の
宣
告
、

③
皇
帝
権
の
行
使
に
お
け
る
重
大
な
決
定
・
指
示
、
④
皇
帝
名
に
よ
る
法
律
・
法
令

の
頒
布
・
公
告
、
⑤
訓
戒
、
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
〔
李 

二
〇
一
四
〕。

唐
代
か
ら
清
代
に
い
た
る
ま
で
、
詔
書
は
朝
廷
・
地
方
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕。
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
た

の
が
『
唐
土
名
勝
図
会
』（
一
八
〇
六
年
刊
）
巻
二
・
京
師
・
皇
城
・
天
安
門
の
「
天

安
門
頒
詔
」
の
図
で
あ
る
。
清
代
の
頒
詔
儀
礼
を
描
い
た
も
の
で
、
仔
細
に
み
る

と
、
天
安
門
上
で
皇
帝
・
礼
部
尚
書
ら
の
臨
席
の
も
と
、
宣
読
官
が
「
宣
詔
台
」
に

登
り
、
門
下
に
立
ち
な
ら
ぶ
臣
民
に
む
か
っ
て
詔
書
を
宣
読
し
た
こ
と
、
宣
読
後
は

詔
書
を
「
金
鳳
」
の
嘴
に
と
り
つ
け
、
門
下
で
待
つ
礼
部
官
の
も
と
へ
吊
り
下
ろ
し

た
こ
と
、
礼
部
官
は
両
手
で
抱
え
る
「
朶
雲
」
で
詔
書
を
受
け
取
っ
た
こ
と
、
そ
し
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譜
を
引
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕。「
故
勅
」
の
結
尾
句
で

本
文
を
締
め
く
く
っ
た
の
ち
、
細
字
で
下
賜
品
の
目
録
を
記
す
場
合
も
あ
る
〔
橋

本 

二
〇
一
九
〕。
古
代
の
天
皇
の
慰
労
詔
書
に
「
別
幅
」（
別
紙
贈
品
目
録
）
が
添

付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
の
対
比
で
考
え
る
な
ら

ば
、
厚
礼
の
慰
労
詔
書
の
場
合
は
「
別
幅
」
を
添
え
る
こ
と
が
多
く
、
薄
礼
の
論
事

勅
書
の
系
譜
を
ひ
く
勅
諭
の
場
合
は
、「
別
幅
」
を
添
え
ず
に
簡
素
化
す
る
こ
と
が

多
い
と
理
解
で
き
よ
う
（
第
五
章
参
照
）。

外
交
文
書
と
し
て
の
勅
諭
の
用
途
は
、
中
華
皇
帝
が
四
夷
を
戒
諭
す
る
た
め
の

も
の
で
、
日
本
国
王
と
琉
球
国
王
を
対
象
と
し
て
多
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
〔
小

島 

二
〇
一
五
〕。
と
り
わ
け
、
一
五
九
五
年
の
神
宗
勅
諭
は
、
豊
臣
秀
吉
に
対
し
て

日
本
国
王
に
冊
封
す
る
旨
を
伝
達
す
る
と
と
も
に
、
朝
鮮
を
再
び
攻
め
る
こ
と
の
な

い
よ
う
戒
諭
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
勅
書
・
勅
諭
の
時
期
的
分
布
を
み
て
み
よ
う
。
詔
諭
の
事
例
が
太
祖
・
建

文
帝
・
成
祖
の
三
代
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
成
祖
は
即
位
直

後
の
一
四
〇
三
年
、「
制
書
」（
誥
命
）
を
発
し
、
足
利
義
満
を
日
本
国
王
に
冊
封
し

た
わ
け
で
あ
る
が
〔
村
井 

二
〇
一
八
〕、
そ
れ
以
後
に
勅
書
（
四
例
）
と
勅
諭
（
五

例
）
を
発
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
足
利
義
持
の
対
明
断
交
を
経

て
、
宣
宗
（
宣
徳
帝
）
代
以
降
に
な
る
と
、
事
例
が
乏
し
い
と
は
い
え
、
勅
諭
し
か

確
認
さ
れ
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
代
に
お
け
る
「
日
本
国
王
」
宛
の
詔
勅
類
は
、
時
代
が
下
る
に

し
た
が
っ
て
、
詔
諭
↓
勅
書
・
勅
諭
↓
勅
諭
と
い
う
変
遷
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
冊
封
前
に
は
「
公
告
性
文
書
」
で
あ
る
詔
諭
が
使
用
さ
れ
た
が
、
冊
封
関

係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
日
常
政
務
性
文
書
」
と
し
て
の

勅
書
・
勅
諭
が
使
用
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
壬
辰
戦
争
期
に
神
宗
（
万
暦

帝
）
が
豊
臣
秀
吉
に
発
し
た
誥
命
・
詔
書
・
勅
諭
が
、
中
国
歴
代
王
朝
の
皇
帝
が
日

本
の
君
長
に
発
し
た
命
令
文
書
の
最
後
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

に
「
以
即
位
詔
諭
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
遡
っ
て
一
三
八
〇
年
十
二
月

の
太
祖
の
詔
諭
は
、「
胡
惟
庸
の
獄
」
の
発
生
か
ら
ま
も
な
く
発
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
通
謀
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
日
本
か
ら
、
同
年
五
月
に
「
日
本
国
王
良
懐
」

の
使
僧
が
入
貢
し
て
き
た
が
、
太
祖
は
こ
れ
を
無
表
・
不
誠
で
あ
る
と
し
て
却
け
る

と
い
う
一
幕
が
あ
り
、日
本
国
王
を
叱
責
す
る
た
め
に
発
出
さ
れ
た
詔
諭
で
あ
る〔
檀

上 
二
〇
一
三
〕。

こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
詔
諭
が
皇
帝
の
権
力
・
権
威
に
か
か
わ
る
重
大
な
局

面
で
発
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
一
三
六
九
〜
一
四
〇
二
年
に
お
い
て
、
中
書

省
の
咨
文
（【
表
３
】）
や
礼
部
の
書
簡
（【
表
５
】）
が
対
日
外
交
で
使
用
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
外
交
文
書
（
外
交
手
法
）
の
オ
プ
シ
ョ
ン
は
い
く
つ
か
存
在
し
た
わ
け

で
あ
る
が
、
皇
帝
を
と
り
ま
く
権
力
闘
争
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
な
か
で
、
詔
諭
の

様
式
が
戦
略
的
に
選
択
・
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
詔
諭
の
様
式
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
太
祖
詔
諭
（
一
三
八
〇
年
）
の

冒
頭
句
は
録
文
の
た
め
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
結
尾
句
は
「
茲
詔
諭
、
想
宜
知
悉
」

で
あ
る
。
建
文
帝
詔
諭
の
冒
頭
句
は
「
奉
天
承
運
皇
帝
、
詔
曰
」、
結
尾
句
は
「
故

茲
詔
諭
、
宜
体
眷
懐
」
で
あ
る
。「
奉
天
承
運
皇
帝
」
は
明
代
詔
書
で
多
用
さ
れ

る
冒
頭
句
で
、
太
祖
が
元
代
詔
書
の
「
上
天
眷
命
皇
帝
」
を
改
め
た
も
の
で
あ
る

〔
李 

二
〇
一
四
〕。
結
尾
句
に
は
、
一
般
に
「
布
告
天
下
、
咸
使
周
知
」「
敷
告
中
外
、

咸
使
聞
知
」
が
多
用
さ
れ
た
が
、「
故
茲
詔
示
、
想
宜
知
悉
」「
故
茲
詔
諭
」
の
使
用

例
も
あ
る
〔
李 

二
〇
一
四
〕。「
詔
諭
」
を
詔
書
様
式
で
発
出
さ
れ
た
諭
告
と
み
る
見

解
〔
小
島 

二
〇
一
五
〕
に
も
と
づ
け
ば
、「
日
本
国
王
」
に
諭
告
す
る
意
味
合
い
を

強
調
す
る
た
め
、
太
祖
と
建
文
帝
は
「
詔
示
」
で
は
な
く
「
詔
諭
」
の
語
を
選
択
・

使
用
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

明
代
の
勅
書
・
勅
諭  

日
明
関
係
に
お
い
て
最
も
多
く
使
用
さ
れ
た
皇
帝
文
書

の
様
式
は
勅
書
・
勅
諭
で
あ
る
。
勅
諭
の
冒
頭
句
が
「
皇
帝
勅
〇
〇
（
受
信
者

名
）」
で
あ
り
、
結
尾
句
が
「
故
勅
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
唐
代
の
論
事
勅
書
の
系
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２
官
職
・
身
分
授
与
文
書

　

東
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
外
交
に
お
い
て
、
相
手
国
側
の
人
物
に
自
国
の
官
職
・
身
分

な
ど
を
授
与
す
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
冊
封
・
羈
縻
に
よ
っ
て
、
外
地
の
人

物
を
内
地
の
官
職
体
系
に
編
成
し
懐
柔
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
あ
た
り
、
内
地

向
け
の
文
書
様
式
で
あ
る
「
誥
命
」「
告
身
」「
箚
付
」
な
ど
を
、
外
地
に
対
し
て
も

ス
ト
レ
ー
ト
に
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
整
理
し
た
の
が【
表
2
】で
あ
る
。

　
告
身
・
位
記
・
誥
命
（
制
書
）　

古
代
に
お
い
て
は
、
八
〇
六
年
に
唐
の
憲
宗
が

遣
唐
使
の
高
階
遠
成
に
「
中
大
夫
」
の
散
官
と
「
試
太
子
中
允
」
の
官
職
を
授
け
た

勅
授
告
身
〔
川
添 

一
九
九
六
〕、
お
よ
び
九
二
〇
年
に
醍
醐
天
皇
が
渤
海
使
の
裴
璆

に
正
三
位
の
官
位
を
授
け
た
位
記
が
知
ら
れ
る
。
日
本
で
は
官
人
の
身
分
は
位
記
で

授
与
さ
れ
、
官
職
に
任
じ
る
辞
令
書
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
唐
で
は
告

身
が
辞
令
書
と
し
て
機
能
し
た
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕。

　

中
世
に
お
い
て
は
、
足
利
義
満
と
豊
臣
秀
吉
が
日
本
国
王
に
冊
封
さ
れ
る
に
あ
た

り
、
誥
命
を
受
け
た
事
実
が
知
ら
れ
る
が
、
最
近
、
冊
封
に
関
わ
る
皇
帝
文
書
の
理

解
を
め
ぐ
っ
て
、
村
井
章
介
氏
が
重
要
な
見
解
を
示
し
て
い
る
〔
村
井 

二
〇
一
八
〕。

す
な
わ
ち
、
蕃
王
の
冊
封
に
は
、
①
「
誥
命
」（
制
書
）
に
よ
る
「
誥
封
」、
②
詔
書

に
よ
る
「
詔
封
」、
③
勅
書
・
勅
諭
に
よ
る
「
勅
封
」、
と
い
う
序
列
が
存
在
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
①
の
誥
命
が
冊
封
に
か
か
る
辞
令
書
で
あ
る
の
に
対
し
、
②
・

③
の
詔
書
・
勅
書
・
勅
諭
は
冊
封
の
意
思
を
伝
え
る
手
続
文
書
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、
足
利
義
満
と
豊
臣
秀
吉
が
「
誥
封
」
を
受
け
た
の
に
対
し
、
足
利
義

持
は
略
式
の
「
詔
封
」
を
受
け
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　

誥
命
の
現
存
例
と
し
て
は
、
一
五
九
五
年
に
神
宗
（
万
暦
帝
）
が
豊
臣
秀
吉
に
発

し
た
誥
命
が
あ
る
。
冒
頭
句
を
「
皇
帝
制
曰
」（「
奉
天
承
運
皇
帝
制
曰
」）、
結
尾
句

を
「
欽
哉
」
と
し
、
相
手
を
「
爾
」
と
呼
び
、
間
投
詞
の
「
咨あ
あ

」
を
使
用
す
る
こ
と
、

お
よ
び
官
人
の
副
署
が
な
い
こ
と
か
ら
、
漢
代
の
策
書
（
諸
侯
王
・
三
公
の
任
命
）

勅
書
・
勅
諭
の
形
態
的
特
徴　

明
代
の
勅
書
・
勅
諭
は
現
存
例
が
確
認
さ
れ
る
た

め
、
そ
の
形
態
的
特
徴
を
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

品
質
形
状
は
紙
本
墨
書
で
あ
る
。
料
紙
は
蝋
牋
（
ま
た
は
黄
色
蝋
紙
）
で
あ
り
、

雲
龍
文
を
あ
ら
わ
す
〔
小
島 

二
〇
一
五
〕。
紙
質
は
三
椏
紙
も
し
く
は
三
椏
・
楮
混

合
紙
で
あ
る
と
い
う
〔
高
島 

二
〇
一
八
〕。
龍
文
は
皇
帝
の
象
徴
で
あ
る
五
爪
龍
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
は
各
行
の
字
数
を
ほ
ぼ
一
定
と
し
、
楷
書
体
（
一
部

行
書
体
）
の
大
字
で
整
然
と
書
す
。
文
体
は
散
文
と
み
ら
れ
る
。「
天
」「
皇
帝
」
な

ど
の
文
言
に
は
、
徹
底
し
て
一
字
擡
頭
（
単
擡
）
も
し
く
は
二
字
擡
頭
（
双
擡
）
を

施
す
。
勅
書
・
勅
諭
に
は
「
廣
運
之
寶
」「
勅
命
之
寳
」（
単
廓
朱
文
方
印
）
を
押
し
、

年
号
の
第
一
字
（
た
と
え
ば
永
楽
の
「
永
」）
に
重
ね
て
押
す
。
こ
れ
は
明
代
の
皇

帝
文
書
の
特
徴
で
あ
り
、
時
間
（
暦
）
を
支
配
す
る
皇
帝
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
年
号
第

一
字
に
重
ね
て
押
印
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
5
（

〔
荒
木 

二
〇
二
〇
〕。「
廣
運
之
寶
」

は
臣
下
の
奨
励
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
〔
小
島 

二
〇
一
五
〕。
制
書
（
誥
命
）・
詔

諭
の
冒
頭
句
に
「
奉
天
承
運
皇
帝
制
曰
（
詔
曰
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
す
れ
ば
、

「
天
」
を
奉
じ
て
「
運
」
を
承
け
た
皇
帝
（
天
子
）
が
、
そ
の
「
運
」
を
臣
下
に
広

め
る
と
い
う
意
味
を
込
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

勅
書
・
勅
諭
の
特
徴
と
し
て
、
本
文
の
随
所
に
小
さ
な
朱
丸
印
が
ス
タ
ン
プ
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
。
こ
れ
は
句
読
点
を
示
す
圏
点
、
な
ら
び
に
漢
語
の

声
調
を
示
す
声
点
で
あ
る
〔
荒
木 

二
〇
二
〇
〕。
唐
代
以
降
、
皇
帝
の
命
令
（
言
葉
）

で
あ
る
詔
・
勅
を
文
字
で
記
し
た
詔
書
（
制
書
）・
勅
書
は
、
宣
読
官
に
よ
っ
て
読

み
上
げ
ら
れ
た
の
ち
に
受
給
者
側
へ
交
付
さ
れ
た
こ
と
か
ら
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕、

声
点
は
文
書
と
口
頭
伝
達
（
儀
礼
）
と
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を

示
す
痕
跡
と
い
え
る
。
ま
た
、
詳
し
く
は
第
四
章
で
述
べ
る
が
、
太
祖
は
皇
帝
宛
の

表
・
箋
・
奏
・
疏
の
文
体
を
散
文
と
し
、
か
つ
「

筆
圏
点
句
読
」
を
付
す
べ
き
こ

と
を
定
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
皇
帝
と
臣
下
と
が
率
直
な
言
葉
を
正
確
に
往
復
す
る

こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



国立歴史民俗博物館研究報告
第224集 2021年 3月

222

朝
鮮
の
告
身（
官
教
）　
『
経
国
大
典
』（
一
四
六
九
年
序
）は
、
品
階
に
応
じ
て
、「
四

品
以
上
告
身
」
と
「
五
品
以
下
告
身
」
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
国
王
が
発
す
る

官
教
、
後
者
は
吏
曹
・
兵
曹
が
発
す
る
奉
教
告
身
で
あ
る
〔
川
西 

二
〇
一
四
〕。

　

官
教
は
、
官
人
の
副
署
が
な
く
、
国
王
が
直
接
任
命
す
る
形
式
を
と
り
、
冒
頭
に

国
王
の
命
令
を
意
味
す
る
「
教
旨
」（
当
初
は
「
王
旨
」）
の
二
字
を
書
し
た
も
の
で

あ
る
〔
川
西 

二
〇
一
四
〕。
事
元
前
の
高
麗
が
唐
代
の
制
授
告
身
・
勅
授
告
身
の
様

式
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
〔
川
西 

二
〇
一
四
〕、「
告
身
」
と
い
う
様
式

名
は
そ
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
副
署
が
な
い
と
い
う
点
で
は
、
漢

代
・
唐
代
の
策
書
・
冊
書
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
い
え
る
。

朝
鮮
は
階
官
（
散
階
）
を
付
与
す
る
と
き
に
は
告
身
（
官
教
・
奉
教
告
身
）
を
使

用
し
、
付
与
し
な
い
と
き
に
は
箚
付
・
差
帖
を
使
用
し
て
お
り
、
後
者
は
女
真
・
済

州
に
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
一
四
七
二
年
以
降
は
、
女
真
に
も
官
教
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
〔
川
西 

二
〇
一
四
〕。

そ
の
一
方
で
、
朝
鮮
は
日
本
の
小
領
主
・
商
人
た
ち
に
対
し
て
も
、
羈
縻
の
一
環

と
し
て
、
名
目
的
に
西
班
（
武
官
）
の
官
職
・
散
階
を
授
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
散
階
の
授
与
を
と
も
な
う
こ
と
か
ら
、
告
身
（
官
教
・
奉
教
告
身
）
の

様
式
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
別
な
功
績
を
認
め
る
場
合
は
、
最
初
か
ら
四

品
以
上
の
官
職
・
散
階
を
授
与
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
最
初
は
五
品
以
下
の
授
職

で
あ
っ
て
も
、
積
年
の
功
績
を
認
め
て
四
品
以
上
の
官
職
・
散
階
に
昇
進
さ
せ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
場
合
に
官
教
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

一
五
五
五
年
に
明
宗
は
平
長
親
に
対
し
て
官
教
を
発
し
、
僉
知
中
枢
府
事
の
武
官

職
、
な
ら
び
に
折
衝
将
軍
（
正
三
品
堂
上
）
の
武
散
階
を
授
け
て
い
る
。

日
本
向
け
の
告
身
の
品
質
形
状
は
紙
本
墨
書
で
あ
る
。
料
紙
は
縦
一
〇
〇
㎝
×
横

八
〇
㎝
程
度
の
大
型
か
つ
厚
手
の
楮
紙
（
素
紙
）
を
使
用
す
る
。
冒
頭
句
は
「
教
旨
」

で
あ
る
。
被
任
命
者
名
・
官
職
名
・
散
階
名
を
記
し
、「
施
命
之
寶
」（
当
初
は
「
朝

鮮
国
王
之
印
」）
を
押
す
〔
川
西 

二
〇
一
四
〕。
な
お
、
印
影
は
明
年
号
の
第
二
字
に

重
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
の
国
王
文
書
・
官
文
書
全
体
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る

や
唐
代
の
冊
書
（
立
后
・
立
太
子
、
三
品
以
上
の
高
官
の
任
命
）
の
系
譜
上
に
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕。
明
代
の
誥
命
は
五
品
以
上
の
散
階

を
授
け
る
場
合
に
使
用
さ
れ
た
様
式
で
あ
り
〔
大
野 

二
〇
一
九
〕、
五
品
以
上
に
適

用
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
唐
代
の
制
授
告
身
お
よ
び
元
代
の
宣
授
告
身
の
用

法
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
〔
坂
上 

二
〇
〇
四
〕。
唐
代
の
冊
書
の
様
式
を
ベ
ー
ス

と
し
つ
つ
、
そ
の
適
用
範
囲
を
制
授
告
身
（
宣
授
告
身
）
と
同
じ
五
位
以
上
に
ま
で

広
げ
た
の
が
明
代
の
誥
命
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

  

冒
頭
句
を
「
奉
天
承
運
皇
帝
制
曰
」
と
す
る
事
例
と
し
て
は
、
一
四
〇
三
年
に
成

祖
が
足
利
義
満
に
発
し
た
も
の
（【
表
2
】）、
お
よ
び
一
四
〇
八
年
に
成
祖
が
足
利

義
持
に
発
し
た
も
の
が
あ
る
（【
表
1
】）。
前
者
は
義
満
を
日
本
国
王
に
冊
封
す
る

内
容
で
あ
る
か
ら
、
誥
命
で
あ
る
が
、
後
者
は
故
義
満
に
弔
意
を
表
す
と
と
も
に
義

持
を
慰
問
す
る
内
容
で
あ
る
か
ら
、
制
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
誥
命
は
制
書
の

一
類
型
と
い
う
こ
と
な
る
）
6
（

。

  

さ
て
、
神
宗
誥
命
の
形
態
面
を
み
る
と
、
品
質
形
状
は
綾
本
墨
書
で
あ
る
。
五
色

の
綾
に
文
官
一
品
が
使
用
で
き
る
双
龍
雲
鶴
文
を
織
り
出
し
、
か
つ
見
返
し
に
「
奉

天
誥
命
」
の
四
字
と
双
龍
文
（
昇
龍
・
降
龍
）
を
織
り
出
す
〔
大
庭 

一
九
九
六
〕〔
河

上 

二
〇
一
八
）
7
（

〕。
龍
は
皇
帝
の
象
徴
で
あ
る
五
爪
龍
を
表
現
し
て
い
る
。
本
文
は
各

行
の
基
本
字
数
を
四
字
と
定
め
、
楷
書
体
の
大
字
で
威
風
堂
々
と
書
す
。
文
体
は
散

文
と
み
ら
れ
る
。「
天
」「
皇
帝
」
な
ど
の
文
言
は
徹
底
し
て
一
字
擡
頭
（
単
擡
）
す

る
。
皇
帝
印
は
「
制
誥
之
寳
」
で
あ
り
、
万
暦
年
号
の
第
一
字
（「
萬
」）
に
重
ね
て

押
す
。
さ
ら
に
、
末
尾
上
部
に
割
書
・
割
印
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
勘
合
原
簿
と
重
ね

て
「
禮
字
壹
百
肆
拾
號
」
の
文
書
番
号
を
割
書
し
、
か
つ
「
廣
運
之
寳
」
を
押
し
た

も
の
で
あ
る
〔
大
庭 

一
九
九
六
〕。
勅
書
・
勅
諭
に
み
ら
れ
る
圏
点
・
声
点
は
確
認

さ
れ
な
い
も
の
の
、
本
文
中
の
「
咨あ
あ

爾な
ん
じ･･･

於あ

戯あ

」
と
い
う
皇
帝
か
ら
受
封
者
へ

の
呼
び
か
け
文
言
は
、
誥
命
を
読
み
上
げ
る
た
め
の
「
音
声
的
ア
イ
テ
ム
」
で
あ
る

と
す
る
指
摘
が
あ
る
〔
村
井 

二
〇
一
八
〕 

。
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北
宋
は
高
麗
・
日
本
と
の
間
で
も
外
交
文
書
と
し
て
の
牒
を
往
復
し
た
。
こ
れ
は

明
州
が
自
立
的
に
高
麗
礼
賓
省
・
日
本
大
宰
府
と
通
牒
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
重
事

の
場
合
は
朝
廷
の
意
を
受
け
て
牒
を
発
信
し
た
。
宋
代
に
は
「
中
華
」
が
相
対
化
さ

れ
、
地
方
官
庁
に
よ
る
「
外
交
の
時
代
」
が
到
来
し
、
従
来
の
君
主
・
君
長
間
の
硬

直
的
な
「
外
交
」
か
ら
地
方
官
同
士
の
柔
軟
な
外
交
へ
の
転
換
が
進
ん
だ
の
で
あ
る

〔
山
崎 

二
〇
一
九
〕。

こ
の
よ
う
に
十
一
世
紀
初
頭
以
降
、
北
宋
で
は
琢
州
を
窓
口
と
し
た
契
丹
と
の
通

牒
と
明
州
を
窓
口
と
し
た
高
麗
・
日
本
と
の
通
牒
が
パ
ラ
レ
ル
に
行
わ
れ
て
い
た
。

日
本
と
高
麗
と
の
間
で
は
既
に
十
世
紀
前
半
か
ら
牒
が
往
復
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ

に
い
た
っ
て
日
本
・
北
宋
・
高
麗
の
三
者
間
で
牒
が
往
復
す
る
状
況
が
生
ま
れ
た
わ

け
で
あ
る
。

皇
帝
・
中
央
官
司
が
外
交
の
前
面
に
立
つ
こ
と
な
く
、
重
事
を
除
い
て
、
地
方
官

衙
に
委
任
す
る
と
い
う
北
宋
の
手
法
は
、
天
皇
・
太
政
官
が
大
宰
府
を
前
面
に
立
て

る
日
本
の
外
交
手
法
と
表
面
上
は
類
似
す
る
。
こ
の
結
果
、
国
家
（
中
央
政
権
）
間

の
外
交
関
係
が
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
後
半
（
北

宋
・
南
宋
代
）
の
明
州
―
大
宰
府
間
で
は
牒
の
往
復
事
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

た
だ
し
、
録
文
が
伝
わ
る
事
例
は
乏
し
く
、
一
〇
八
一
年
に
明
州
が
大
宰
府
で
は
な

く
「
日
本
国
」
に
宛
て
た
牒
の
結
尾
句
が
「
謹
牒
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
程
度

で
あ
る
。『
慶
元
条
法
事
類
』（
十
三
世
紀
初
頭
成
立
）
巻
十
六
・
文
書
門
文
書
式
は
、

統
属
関
係
に
な
い
官
司
間
で
往
復
す
る
牒
の
結
尾
句
を
「
謹
牒
」
と
し
、
個
人
間
で

往
復
す
る
「
補
牒
」
の
結
尾
句
を
「
故
牒
」
と
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
明
州
は
統
属
関
係
に
な
い
「
日
本
国
」
に
対
し
て
「
謹
牒
」
を
使
用
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
日
本
―
高
麗
間
を
往
復
し
た
牒
の
様
式
も
不
明
の
部
分
が
多
い
が
、

一
〇
七
九
年
の
大
宰
府
宛
の
礼
賓
省
牒
は
結
尾
句
を
「
謹
牒
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ

も
宋
代
の
牒
の
用
法
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
し
、
養
老
公
式

令
・
牒
式
条
は
結
尾
句
を
「
謹
牒
」
と
す
る
も
の
を
「
申
牒
」（
上
行
文
書
）
と
規

が
、
明
年
号
の
第
一
字
目
に
重
ね
て
押
印
で
き
る
の
は
明
皇
帝
だ
け
で
あ
り
、
国
王

以
下
は
名
分
上
の
理
由
で
第
二
字
目
に
重
ね
て
押
印
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

❸
官
文
書

1
牒官

文
書
の
一
種
で
あ
る
牒
は
、
八
〜
九
世
紀
に
お
い
て
、
古
代
日
本
と
新
羅
・
渤

海
と
の
外
交
文
書
の
様
式
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
（【
表
３
】）。
日
本
は
太
政
官
、

新
羅
は
執
事
省
、
渤
海
は
中
台
省
が
発
受
信
の
主
体
で
あ
る
。
日
本
側
は
新
羅
・
渤

海
に
対
し
て
結
尾
句
に
「
故
牒
」
を
使
用
し
、
渤
海
側
は
結
尾
句
に
「
謹
録
牒
上
／

謹
牒
」
と
い
う
丁
重
な
文
言
を
使
用
し
た
。
天
皇
が
慰
労
詔
書
を
発
し
、
渤
海
国
王

が
啓
を
発
す
る
と
い
う
非
対
称
性
は
、
太
政
官
―
中
台
省
間
で
往
復
し
た
牒
に
お

い
て
は
、
結
尾
句
の
薄
礼
・
厚
礼
の
相
違
と
し
て
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
側
の
太
政
官
牒
は
牒
式
特
有
の
常
套
句
を
使
用
し
、
実
務
的
な
内
容
を
含
む

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
文
体
は
純
然
た
る
公
用
文
・
散
文
で
は
な
く
、
四
六

駢

体
が
入
り
混
じ
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
外
交
文
書
と
し
て
の
牒
は
、
文
章

家
の
起
草
を
経
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
儀
礼
的
要
素
を
兼
ね
そ
な
え
た
も
の
と
な

る
の
で
あ
る
。

一
方
、
中
国
王
朝
に
お
い
て
牒
が
外
交
文
書
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
北
宋
代
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
唐
代
後
半
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
は
、
二
国
間
に
君
臣
関
係

が
な
い
場
合
に
は
「
致
書
」（
書
簡
）
が
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
北
宋
と
契
丹
と
の

間
で
は
、「
澶
淵
の
盟
」
が
結
ば
れ
た
一
〇
〇
四
年
か
ら
一
〇
〇
七
年
頃
に
か
け
て
、

官
人
個
人
名
義
の
書
と
牒
が
使
用
さ
れ
、
さ
ら
に
一
〇
〇
七
年
頃
か
ら
は
官
司
名

義
の
牒
に
一
本
化
さ
れ
た
。
両
国
の
辺
境
出
先
機
関
同
士
（
琢
州
と
雄
州
）
の
牒
の

往
復
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
、
重
事
の
場
合
は
朝
廷
の
意
を
受
け
て
牒
を
発
信
し
た

〔
古
松 

二
〇
一
〇
〕。



国立歴史民俗博物館研究報告
第224集 2021年 3月

224

こ
れ
以
後
、
一
二
七
一
年
か
ら
一
二
九
二
年
に
か
け
て
元
・
高
麗
か
ら
発
出
さ
れ

た
「
牒
状
」
な
る
外
交
文
書
が
散
見
さ
れ
る
が
、
一
二
七
一
年
の
元
の
「
牒
状
」
が

「
書
簡
」「
書
翰
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
書
様
式
と
し
て
の
牒
状
を
意
味

す
る
の
か
否
か
は
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
二
八
〇
年
頃
か
ら
、
元
―
高
麗
間

の
往
復
文
書
様
式
が
牒
か
ら
咨
文
に
変
化
し
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も

一
二
九
二
年
の
「
牒
状
」
は
様
式
と
し
て
の
牒
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

元
の
成
宗
（
テ
ム
ル
）
が
対
日
遠
征
策
を
断
念
し
た
た
め
、
一
二
九
〇
年
代
以

降
は
元
・
高
麗
―
日
本
間
の
往
復
外
交
文
書
の
事
例
は
減
少
す
る
。
こ
こ
に
八
〜

十
三
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
を
往
復
し
た
外
交
文
書
と
し
て
の
牒
は
消
滅
し
、
咨

文
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
と
い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
咨
文

十
四
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
牒
状
に
か
わ
っ
て
咨
文
が
頻
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
日
本
と
元
・
明
・
高
麗
を
往
復
し
た
咨
文
に
つ
い
て
検
討
す
る
（【
表
3
】）。

元
・
高
麗
の
咨
文　

一
二
八
〇
年
頃
か
ら
、
元
の
中
書
省
と
高
麗
国
王
と
の

間
に
お
い
て
、
往
復
文
書
の
様
式
が
牒
か
ら
咨
（
咨
文
）
へ
と
移
行
し
た
〔
森

平 

二
〇
一
三
〕。
こ
う
し
た
文
書
様
式
の
変
化
を
う
け
、高
麗
は
一
三
六
六
年
に
「
征

東
行
中
書
省
」
名
で
「
日
本
国
」
に
咨
文
を
発
し
て
お
り
、
そ
の
結
尾
句
は
「
須
至

咨
者
、
右
□〔
咨
〕、

日
本
国
、
伏
請
照
験
、
謹
咨
」
で
あ
る
。

　

高
麗
国
王
は
国
王
の
立
場
で
書
（
書
簡
）、
征
東
行
省
丞
相
の
立
場
で
咨
（
咨
文
）

を
使
用
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
〔
森
平 

二
〇
一
三
〕。
一
二
八
〇
年
代
以
降

の
対
日
外
交
文
書
の
様
式
を
確
認
す
る
と
、
一
二
九
二
年
に
忠
烈
王
が

馬
高
麗
国

王
と
し
て
の
立
場
で
書
簡
を
発
し
（【
表
５
】）、
一
三
六
六
年
に
は
先
述
の
征
東
行

省
名
の
咨
文
を
発
し
て
い
る
。
一
三
七
五
年
と
一
三
七
七
年
に
高
麗
が
日
本
に
発
し

た
の
も
咨
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
征
東
行
省
名
の
咨
文
で
は
な
く
、
高
麗
国
王
名
の

定
し
て
い
る
。
翌
一
〇
八
〇
年
、
日
本
の
朝
廷
が
作
成
し
た
礼
賓
省
宛
の
大
宰
府
牒

は
、「
今
以
状
牒
、
牒
到
准
状
、
故
牒
」
を
結
尾
句
と
す
る
。
こ
の
結
尾
句
は
古
代

の
渤
海
中
台
省
宛
の
太
政
官
牒
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
大
宰
府
牒
は
下

行
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
側
は
、
高
麗
の
中
央
官
衙
で
あ
る
礼
賓
省
を
地
方
官
衙
で
あ
る

大
宰
府
よ
り
も
下
位
に
位
置
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
が
、
高
麗
（
宋
）
と
日
本
と
の
あ

い
だ
で
は
、
牒
の
結
尾
句
（「
謹
牒
」「
故
牒
」）
を
め
ぐ
る
理
解
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
存

在
し
た
た
め
、
そ
れ
が
外
交
上
の
軋
轢
を
軽
減
す
る
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
二
〇
六
年
の
対
馬
島
宛
の
金
州
防
禦
使
牒
の
結
尾
句

が
「
須
牒
」
で
あ
る
か
ら
、「
謹
牒
」
は
相
対
的
に
厚
礼
の
結
尾
句
で
あ
る
と
は
い

え
よ
う
。

北
宋
―
高
麗
間
に
み
ら
れ
た
牒
の
往
復
は
、
元
（
蒙
古
）―
高
麗
間
で
も
当
初
は

行
わ
れ
て
い
た
。
一
二
七
〇
年
か
ら
一
二
八
〇
年
に
か
け
て
、
元
の
中
書
省
と
高
麗

国
王
と
の
間
で
牒
が
往
復
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
高
麗
国
王
が
一
二
八
〇
年
に
征
東

行
中
書
省
丞
相
（「
国
王
丞
相
」）
に
就
任
し
、
か
つ
一
二
八
一
年
に

馬
（
モ
ン
ゴ

ル
王
室
の
女
婿
）
と
な
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
中
書
省
―
高
麗
国
王
間
で
は

咨
文
が
往
復
す
る
よ
う
に
な
っ
た
〔
森
平 

二
〇
一
三
〕。

元
・
高
麗
の
対
日
外
交
文
書
と
し
て
の
牒
に
注
目
す
る
と
、
一
二
六
九
年
に
「
日

本
国
王
」
宛
の
元
（
蒙
古
）
中
書
省
牒
、
お
よ
び
大
宰
府
宛
の
高
麗
慶
尚
晋
安
東
道

按
察
使
牒
が
発
出
さ
れ
た
。
翌
一
二
七
〇
年
に
は
中
書
省
宛
の
太
政
官
牒
と
按
察
使

宛
の
大
宰
府
守
護
所
牒
の
案
が
用
意
さ
れ
た
が
、
結
局
、
発
信
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
結
尾
句
は
中
書
省
牒
が
「
謹
牒
」（
封
に
は
「
牒
奉
」）、
按
察
使
牒
が
「
須

謹
牒
」、
太
政
官
牒
二
通
は
「
故
牒
」で
あ
る
。
ま
た
、
中
書
省
牒
の
冒
頭
句
は
「
大

蒙
古
国
皇
帝
洪
福
裏
中
書
省
牒
」
で
、「
日
本
国
王
殿
下
」
よ
り
も
一
字
擡
頭
し
て

い
た
が
、
太
政
官
牒
の
宛
先
は
「
蒙
古
国
中
書
省
」
と
な
っ
て
お
り
、
意
識
的
に

「
大
」
字
を
削
除
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
側
（
朝
廷
）
は
中

書
省
を
太
政
官
の
下
位
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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わ
っ
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
権
威
・
儀
礼
に
直
結
す
る
詔
諭
を
同
一
案
件
で
頻
発
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
（
第
二
章
参
照
）、
官
文
書
で
あ
る
咨
文
が
選
択
・
使

用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

中
書
省
咨
文
の
結
尾
句
は
「
令〔
合
〕行
移
咨
、
請
照
験
施
行
」
と
し
た
の
ち
、「
右
咨

／
日
本
国
王
」
で
締
め
る
。『
洪
武
礼
制
』『
礼
部
志
稿
』『
大
明
会
典
』
に
よ
る
と
、

洪
武
年
間
に
「
咨
呈
式
」
と
「
平
咨
式
」
の
署
押
方
法
が
規
定
化
さ
れ
て
い
る
。
前

者
は
上
行
文
書
、
後
者
は
平
行
文
書
で
あ
る
〔
高
橋 

一
九
八
二
〕。
中
書
省
咨
文
の

結
尾
句
は
「
平
咨
式
」
の
そ
れ
と
一
致
す
る
た
め
、
明
代
の
ご
く
初
期
に
お
い
て
中

書
省
（
正
一
品
衙
門
）
と
「
日
本
国
王
」
と
が
同
格
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
）
8
（

。

な
お
、
一
三
七
四
年
に
島
津
氏
久
が
遣
使
し
た
さ
い
、
こ
れ
を
陪
臣
の
入
貢
は
認

め
ら
れ
な
い
と
し
て
拒
絶
す
る
に
あ
た
り
、
太
祖
は
礼
部
に
命
じ
て
「
符
下
」
さ
せ

て
い
る
。
中
書
省
と
「
日
本
国
王
」
が
同
格
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
陪
臣
の

島
津
氏
久
に
対
し
て
は
、
礼
部
（
正
二
品
衙
門
）
か
ら
下
行
文
書
と
し
て
の
「
符
」

を
発
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

一
三
八
〇
年
、
中
書
省
の
丞
相
で
あ
る
胡
惟
庸
の
疑
獄
事
件
に
と
も
な
い
、
中
書

省
が
廃
止
さ
れ
、
六
部
は
皇
帝
に
直
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
礼
部
が

「
日
本
国
王
」
と
咨
文
を
往
復
す
る
よ
う
に
な
る
。
現
存
例
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い

が
、
礼
部
宛
の
日
本
国
王
咨
文
（
七
例
）
と
「
日
本
国
」
宛
の
礼
部
咨
文
（
一
例
）

が
録
文
で
確
認
さ
れ
る
。

　

日
本
国
王
咨
文
に
つ
い
て
は
、
最
近
、「
勘
合
咨
文
」
と
い
う
呼
称
が
提
起
さ
れ

て
い
る
。
日
本
側
に
交
付
さ
れ
た
本
字
勘
合
一
〇
〇
道
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
面
を
印

刷
し
て
か
ら
割
印
を
押
し
た
大
型
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
余
白
に
咨
の
本
文
を
書
き

つ
け
た
と
の
見
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
〔
橋
本 

二
〇
〇
八
・
二
〇
一
五
〕。

一
四
三
四
年
の
咨
文
の
冒
頭
に
「
日
本
国
、
今
填
本
字
壱
号
勘
合
壱
道
、
為
恩
事
」

と
あ
る
こ
と
は
、
勘
合
と
咨
文
と
の
一
体
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
。「
為
恩
事
」
は

件
名
（
事
書
）
で
あ
り
、
同
年
の
明
使
（
正
使
雷
春
）
の
来
日
に
対
す
る
謝
恩
を
意

味
す
る
。
通
常
の
朝
貢
で
あ
れ
ば
「
為
朝
貢
事
」
と
な
る
。
件
名
を
表
示
し
、
咨
文

咨
文
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
〔
岡
本 

二
〇
〇
七
〕。
そ
し
て
、
一
三
七
八
年
以
降

は
も
っ
ぱ
ら
書
簡
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
〔
岡
本 

二
〇
〇
七
〕。

こ
の
よ
う
に
、
一
二
九
二
年
か
ら
十
四
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
高
麗
の
対
日
外
交

文
書
の
様
式
に
は
咨
文
と
書
簡
が
存
在
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
征
東
行
省
名
の
咨
文

は
元
へ
の
従
属
、
書
簡
は
元
か
ら
の
自
立
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
と
も
な
う
も
の
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
一
三
七
五
年
と
一
三
七
七
年
の
咨

文
の
発
信
名
義
で
あ
る
。
当
該
期
は
元
明
交
替
後
に
あ
た
る
が
、
高
麗
政
府
内
は
親

北
元
派
と
親
明
派
と
に
分
裂
し
て
い
た
。
一
三
七
三
年
以
降
、
高
麗
と
明
は
絶
え
ず

緊
張
関
係
に
あ
り
〔
末
松 
一
九
九
六
〕、

王
は
明
の
冊
封
を
受
け
ず
、
一
三
七
七

年
に
北
元
か
ら
開
府
儀
同
三
司
・
征
東
行
省
左
丞
相
・
高
麗
国
王
に
冊
封
さ
れ
て
い

る
〔
沈 

二
〇
〇
一
〕。
こ
う
し
た
状
況
下
で
日
本
に
発
せ
ら
れ
た
二
通
の
咨
文
が
征

東
行
省
名
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
三
七
八
年
に
高
麗
は
洪
武
年
号
に
復
し
〔
末
松 

一
九
九
六
〕、
一
三
八
五
年
に
は

王
が
明
か
ら
高
麗
国
王
に
冊
封
さ
れ
る
〔
沈 
二
〇
〇
一
〕。
一
三
七
八
年
以
降
の

高
麗
の
対
日
外
交
文
書
の
様
式
が
咨
文
か
ら
書
簡
に
変
化
す
る
背
景
と
し
て
、
高
麗

と
北
元
・
明
と
の
関
係
の
変
化
も
想
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
加
え
て
、
対
日
外
交
の
相
手
が
室
町
幕
府
か
ら
今
川
了
俊
・
大
内
義
弘
と

い
う
地
域
権
力
に
移
行
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
う
。
咨
文
の
発
信
は
、
征
東
行

省
と
「
日
本
国
」
と
の
対
等
関
係
を
措
定
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
室
町
幕
府

の
一
機
関
と
し
て
の
九
州
探
題
（
今
川
了
俊
）・
守
護
（
大
内
義
弘
）
に
咨
文
を
発

す
る
の
は
、
名
分
上
の
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
対
日
外
交
文
書
の
様

式
か
ら
咨
文
が
消
滅
し
、
も
っ
ぱ
ら
書
簡
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
第
五
章
参
照
）。

明
代
の
咨
文　

明
代
の
対
日
外
交
文
書
と
し
て
の
咨
文
は
、
一
三
七
〇
年
に
「
日

本
国
王
」
に
宛
て
た
中
書
省
咨
文
が
初
見
で
あ
る
。
前
年
の
太
祖
詔
諭
に
よ
る
入
貢

要
求
が
失
敗
に
帰
し
た
こ
と
を
う
け
、
中
書
省
咨
文
に
よ
る
入
貢
要
求
へ
と
切
り
替
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部
勘
合
の
事
例
〔
橋
本
二
〇
〇
八
〕
を
参
照
す
る
と
、「
順
治　

年　

月　
　

日
対

同
」
の
文
字
は
印
刷
に
よ
る
も
の
で
、
年
数
・
月
数
・
日
数
、
お
よ
び
都
吏
名
の

部
分
は
墨
書
で
あ
る
。
礼
部
の
下
級
官
人
で
あ
る
対
同
都
吏
は
公
文
書
の
文
字
の
対

照
・
校
合
を
担
当
す
る
役
人
の
こ
と
で
あ
る
〔
田
中
一
九
九
五
〕。
都
吏
名
に
か
か

る
「L

」
字
状
の
線
が
割
印
の
一
部
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
咨
文
と
底
簿

（
文
書
発
行
台
帳
）
を
引
き
合
わ
せ
て
割
印
を
加
え
る
手
続
き
を
意
味
す
る
こ
と

と
な
ろ
う
。
左
端
上
部
（
奥
上
）
に
は
「
咨
」
字
を
表
し
、
そ
の
下
部
に
二
名
が

「
―
」（
横
線
）
と
押
字
を
加
え
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、『
洪
武
礼
制
』（『
皇
明
制
書
』）
の
「
署
押
体
式
」（【
図

２
】）
が
よ
り
詳
し
い
。「
咨
」
字
は
大
字
で
あ
ら
わ
し
、
押
字
は
尚
書
が
上
段
に
、

侍
郎
二
名
が
下
段
に
加
え
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
四
五
四
年
の
礼
部
咨
文
の
場

を
発
信
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
由
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
本
文
を
つ
づ
け
、
結
尾

句
は
「
須
到
咨
者
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
右
咨
／
礼
部
」
と
記
し
て
、
最
後
に
左

端
上
部
（
奥
上
）
に
「
咨
」
字
を
大
書
し
た
。
押
印
の
位
置
に
つ
い
て
は
、

一
四
七
五
年
の
咨
文
は
年
号
第
一
字
に
重
ね
て
印
影
の
輪
郭
線
が
写
さ
れ
て
い
る

が
、
一
四
八
三
年
の
咨
文
で
は
「
咨
」
字
の
直
下
に
印
影
の
輪
郭
線
が
写
さ
れ
、
か

つ
「
日
本
国
王
之
印
／
御
印
或
在
咨
字
上
」
と
の
注
記
が
あ
り
（『
蔭
凉
軒
日
録
』

延
徳
四
年
七
月
二
日
条
）、
一
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
一
四
五
四
年
の
礼
部
咨
文
は
冒
頭
を
「
為
公
務
事
」
と
し
、
結
尾
句
を

「
須
到
咨
者
」
と
し
て
「
右
咨
／
日
本
国
」
と
書
す
。『
異
国
出
契
』
の
図
示
（【
図

１
】）
に
よ
る
と
、
印
影
（
長
方
印
）
は
明
年
号
の
第
二
字
に
重
ね
て
い
る
。
月
日

に
は
大
き
な
余
白
が
あ
り
、
そ
の
下
方
に
対
同
都
吏
李
恭
の
名
が
あ
る
。
清
代
の
戸

【図２】 『洪武礼制』（『皇明制書』）巻七・署押体式・平咨式
（部分，古典研究会編『皇明制書』下（1966 年）より転載）

【図１】『異国出契』所収・景泰五年二月十八日礼部咨文写
（部分，国立公文書館蔵）
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合
は
、
尚
書
と
侍
郎
一
名
が
押
字
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
ほ
か
、
現
存
例
と
し
て
、
大
明
副
使
蒋
洲
が
「
日
本
国
対
馬
島
」
に
宛
て

た
咨
文
が
一
例
（
現
存
）、
④
壬
辰
戦
争
期
に
経
理
楊
鎬
が
豊
臣
秀
吉
に
宛
て
た
咨

文
に
類
す
る
文
書
が
一
例
（
現
存
）
あ
る
。

　

蒋
洲
咨
文
は
、
蒋
洲
が
欽
差
督
察
総
制
提
督
浙
江
等
処
軍
務
衙
門
の
命
令
を
う
け

て
来
日
し
、
密
貿
易
商
人
（
後
期
倭
寇
）
の
取
締
り
を
九
州
・
山
口
の
諸
大
名
に
要

請
す
る
な
か
で
、
一
五
五
六
年
に
「
対
馬
島
」（
対
馬
守
護
宗
義
調
）
に
宛
て
た
も

の
で
あ
る
〔
須
田 
二
〇
一
三
〕。
本
文
は
楷
書
体
の
細
字
で
記
し
、
皇
帝
の
命
令
を

あ
ら
わ
す
「
旨
」、
お
よ
び
皇
帝
の
行
為
を
敬
う
「
欽
」
を
二
字
擡
頭
（
双
擡
）、「
大

明
」「
中
国
」「
表
」
を
一
字
擡
頭
（
単
擡
）、「
貴
国
」「
日
本
国
」「
大
友
氏
」
を
平

出
と
す
る
。
明
人
が
「
中
国
」
の
語
を
擡
頭
す
る
の
は
、
辺
境
問
題
や
対
外
問
題
の

文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
〔
岸
本 
二
〇
〇
九
〕。
結
尾
句
を
「
須
至
咨
者
」
と

し
、
か
つ
「
右
咨
／
日
本
国
／
対
馬
島
」
で
締
め
る
。
官
印
は
年
号
第
二
字

（「
靖
」）
に
か
け
て
押
す
。
こ
れ
は
臨
時
官
が
使
用
す
る
関
防
印
（
朱
長
方
印
）
で

あ
る
。
日
付
は
草
書
体
で
墨
書
す
る
。
月
日
に
は
大
き
な
余
白
が
あ
る
。
左
端
上
部

に
「
咨
」
字
を
大
書
し
（
現
状
で
は
残
画
の
み
）、
そ
の
下
方
に
蒋
洲
が
押
字
を
加

え
る
。

  

楊
鎬
咨
文
は
、
一
五
九
七
年
に
明
の
欽
差
経
理
朝
鮮
軍
務
都
察
院
右
僉
都
御
使

（
略
称
「
経
理
」）
の
楊
鎬
が
豊
臣
秀
吉
に
発
し
た
も
の
で
、
朝
鮮
半
島
で
の
軍
事
行

動
の
再
開
（「
慶
長
の
役
」「
丁
酉
再
乱
」）
を
非
難
す
る
内
容
で
あ
る
。
冒
頭
句
に

「
欽
差
経
理
朝
鮮
軍
務
都
察
院
右
僉
都
御
使
楊　

咨
爾
平
秀
吉
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ

け
が
咨
文
の
一
種
と
み
な
し
う
る
根
拠
で
あ
る
）
9
（

。
関
防
印
（
朱
長
方
印
）
の
「
経
理

朝
鮮
軍
務
之
印
」
を
紙
継
目
二
か
所
に
斜
め
向
き
に
押
し
、
か
つ
年
号
の
二
字
目
に

重
ね
て
押
し
、
日
付
は
草
書
体
で
朱
書
す
る
。
こ
れ
は
官
文
書
の
様
式
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
咨
文
特
有
の
書
式
で
は
な
く
、
受
信
者
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
を
「
爾
平
秀

吉
」
と
呼
び
、
本
文
は
楷
書
体
で
堂
々
と
大
書
す
る
（
一
文
字
の
縦
横
は
約
五
〜
六

セ
ン
チ
）
10
（

）。
そ
れ
に
加
え
て
文
体
は
公
用
文
で
は
な
く
、
圏
点
（
句
読
点
）
を
朱
丸

印
で
ス
タ
ン
プ
し
、
結
尾
句
を
「
爾
其
慎
思
之
」
と
す
る
な
ど
、
あ
た
か
も
皇
帝
文

書
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
楊
鎬
が
皇
帝
神
宗
の
怒
り
を
代
弁
し
、
こ
れ
を

秀
吉
と
い
う
個
人
に
投
げ
か
け
て
威
圧
し
た
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
経
理
楊
鎬

の
名
で
発
せ
ら
れ
た
た
め
、
部
分
的
に
官
文
書
様
式
を
と
り
い
れ
た
の
で
あ
る
。
な

お
、「
天
」「
天
朝
」「
朝
廷
」、「
大
明
皇
帝
」「
皇
帝
」、「
皇
恩
」、「
欽
」「
勅
」「
奏
」

の
文
字
を
一
字
擡
頭
し
て
い
る
。

楊
鎬
咨
文
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
明
初
の
一
三
八
一
年
に
礼
部
尚
書
が
発
し

た
「
日
本
国
王
」（
良
懐
）
宛
、
お
よ
び
「
日
本
征
夷
将
軍
」（
足
利
義
満
）
宛
の
文

書
が
参
考
に
な
る
（【
表
５
】）。『
太
祖
実
録
』
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
も
太
祖
が
礼
部

尚
書
に
「
移
書
」
さ
せ
た
と
あ
る
が
、「
書
」
が
指
す
文
書
様
式
は
定
か
で
な
い
。

冒
頭
句
は
「
大
明
礼
部
尚
書
致
意
専
答
日
本
国
王
」「
礼
部
尚
書
致
意
日
本
征
夷〔
大
〕将

軍
」
で
あ
る
。「
致
意
」
は
問
安
を
意
味
す
る
言
葉
で
（『
漢
語
大
詞
典
』）、『
異
国

出
契
』
の
表
題
は
「
設
礼
部
問
日
本
国
王
」「
設
礼
部
問
日
本
征
夷
大
将
軍
」
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
問
安
と
い
う
よ
う
な
穏
便
な
も
の
で
は
な
く
、
日
本
を

叱
責
し
、
征
討
を
も
辞
さ
な
い
太
祖
の
強
硬
な
意
思
を
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
文

体
は
公
用
文
と
は
異
な
り
、
間
投
詞
の
「
嗚あ

呼あ

」
を
使
用
し
、
結
尾
句
を
「
王
其
審

之
」「
将
軍
審
之
」
と
す
る
な
ど
、
皇
帝
の
言
葉
を
代
弁
し
た
も
の
と
い
え
る
。
礼

部
尚
書
発
信
文
書
が
「
致
意
」（
問
安
）
の
た
め
の
書
簡
の
よ
う
な
体
裁
を
と
っ
た

の
に
対
し
、
楊
鎬
咨
文
は
「
咨
」
を
使
用
す
る
こ
と
で
官
文
書
と
し
て
の
体
裁
を
と

ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

豊
臣
秀
吉
冊
封
の
失
敗
に
よ
っ
て
日
明
関
係
は
断
絶
し
、
日
清
間
に
お
い
て
も

外
交
関
係
が
樹
立
さ
れ
な
い
ま
ま
、
通
商
関
係
の
み
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

一
七
五
二
年
に
福
建
泉
州
府
厦
門
海
防
庁
が
「
日
本
国
王
」
宛
に
咨
文
を
発
し
、
翌

年
、「
長
崎
鎮
府
」（
長
崎
奉
行
）
が
返
信
の
咨
文
を
発
す
る
と
い
う
局
面
が
み
ら
れ

る
。
咨
文
の
往
復
と
い
う
日
明
関
係
の
遺
産
は
、
日
清
間
で
偶
発
的
に
行
わ
れ
る
外

交
交
渉
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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程
度
の
大
型
か
つ
厚
手
の
楮
紙
（
素
紙
）
を
使
用
す
る
。
冒
頭
句
は
「
兵
曹
奉

教
」
で
あ
る
。
被
任
命
者
名
・
官
職
名
・
散
階
名
を
記
し
、「
兵
曹
之
印
」
を
押

し
、
か
つ
兵
曹
官
人
が
序
列
に
従
い
上
か
ら
下
へ
と
副
署
・
押
字
を
加
え
る
〔
川

西
二
〇
一
四
〕。
な
お
、
印
影
は
明
年
号
の
第
二
字
目
に
重
な
っ
て
い
る
。

4　

明
の
箚
付

明
も
壬
辰
戦
争
の
最
中
に
日
本
向
け
に
箚
付
を
使
用
し
た
。
一
五
九
五
年
、
神
宗

（
万
暦
帝
）
が
豊
臣
秀
吉
を
日
本
国
王
に
冊
封
し
よ
う
と
し
た
さ
い
、
徳
川
家
康
以

下
の
諸
将
に
右
都
督
（
正
一
品
相
当
）
以
下
の
武
職
を
授
け
た
〔
米
谷
二
〇
一
四
〕。

そ
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
文
書
様
式
が
兵
部
の
箚
付
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
官
職
の

み
を
授
与
す
る
も
の
で
、
散
階
の
授
与
は
と
も
な
わ
な
い
〔
大
野
二
〇
一
九
〕。
こ

れ
は
元
代
に
お
け
る
箚
付
の
用
法
〔
川
西
二
〇
一
四
〕
を
継
承
し
た
も
の
と
位
置
づ

3
高
麗
の
箚
付
と
朝
鮮
の
告
身

高
麗
・
朝
鮮
は
国
王
文
書
と
し
て
の
告
身
（
官
教
）
だ
け
で
な
く
、
官
文
書
と
し

て
の
箚
付
・
告
身
（
奉
教
告
身
）
を
対
日
外
交
上
で
使
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
（【
表

２
】）。

一
三
六
六
年
、
高
麗
は
万
戸
金
乙
貴
・
千
戸
金
龍
を
日
本
に
派
遣
す
る
に
あ
た

り
、
両
名
宛
の
箚
付
を
発
給
し
て
い
る
。
倭
寇
禁
圧
を
日
本
の
「
国
主
」
に
要
請

し
、「
日
本
国
回
文
」
を
受
け
取
っ
て
帰
る
よ
う
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第

一
義
的
に
は
国
内
文
書
と
し
て
発
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
側
に
提
出
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
金
乙
貴
・
金
龍
の
外
交
使
節
と
し
て
の
身
分
を
保
障
す
る
機
能
も
帯

び
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
石
井
二
〇
一
〇
〕〔
近
藤
二
〇
一
九
〕。
広
義

の
外
交
文
書
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

事
元
期
高
麗
の
辞
令
書
に
は
、
官
教
（
四
品
以
上
）・
朝
謝
文
書
（
五
品
以
下
）

と
箚
付
の
二
系
統
が
存
在
し
た
。
こ
の
う
ち
箚
付
は
、
皇
帝
以
外
の
主
体
が
階
官

（
散
階
）
の
付
与
を
と
も
な
わ
な
い
か
た
ち
で
官
人
を
任
命
す
る
さ
い
に
使
用
す

る
と
い
う
元
の
様
式
・
用
法
を
受
容
し
、
下
級
軍
官
の
辞
令
書
と
し
て
使
用
し
た

も
の
で
あ
る
〔
川
西
二
〇
一
四
〕。
も
と
も
と
は
北
宋
代
に
登
場
し
た
文
書
様
式

で
、
南
宋
代
・
金
代
に
辞
令
書
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
〔
赤

木
二
〇
一
七
〕。
中
国
王
朝
で
発
生
・
展
開
し
た
文
書
様
式
が
、
朝
鮮
半
島
の
王
朝

へ
伝
播
し
た
こ
と
を
示
す
好
例
と
い
え
る
。

朝
鮮
は
高
麗
の
官
教
・
朝
謝
文
書
を
継
承
し
、
前
者
は
官
教
（
四
位
以
上
告
身
）、

後
者
は
奉
教
告
身
（
五
位
以
下
告
身
）
と
し
て
確
立
を
み
た
。
奉
教
告
身
は
、
吏

曹
ま
た
は
兵
曹
が
国
王
の
「
教
」（
王
命
）
を
奉
じ
て
発
出
し
た
も
の
で
あ
る
〔
川

西
二
〇
一
四
〕。
朝
鮮
は
日
本
人
通
交
者
に
対
し
て
は
、
西
班
（
武
官
）
の
官
職
・

散
階
の
み
を
授
け
た
た
め
、
兵
曹
が
発
出
し
た
告
身
だ
け
が
日
本
に
伝
存
す
る
わ
け

で
あ
る
。

告
身
の
品
質
形
状
は
紙
本
墨
書
で
あ
る
。
料
紙
に
は
縦
一
〇
〇
㎝
×
横
八
〇
㎝

【図３】 『洪武礼制』（『皇明制書』）巻七・署押体式・箚付式
（部分，古典研究会編『皇明制書』下（1966 年）より転載）
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と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
表
・
啓
お
よ
び
牒
で
あ
る
が
、
牒
は
同
格
の
官
庁
間
で

の
外
交
文
書
の
往
復
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
（
第
三
章
）、
こ
こ
で
は
表
・
啓
を

皇
帝
・
天
皇
に
対
す
る
上
行
文
書
の
様
式
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま

た
、「
奏
」
も
天
皇
へ
の
上
行
文
書
の
様
式
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
を
整

理
し
た
の
が
【
表
４
】
で
あ
る
。

1
古
代
の
表
・
奏

日
本
の
君
長
が
中
国
王
朝
の
皇
帝
に
上
行
文
書
を
捧
げ
た
最
古
の
事
例
と
し
て

は
、
四
七
八
年
に
倭
王
武
が
南
朝
宋
の
順
帝
に
「
上
表
」
し
た
こ
と
に
ま
で
遡
る
。

そ
の
後
、
六
〇
八
年
に
推
古
天
皇
が
隋
の
煬
帝
に
対
し
て
「
致
書
」
し
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
儀
礼
的
・
形
式
的
な
文
書
と
し
て
の
「
書
」（
書
状
）
だ
け

で
な
く
、
具
体
的
な
請
求
内
容
を
記
載
し
た
「
上
表
文
」
を
捧
げ
て
い
た
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
河
上 

二
〇
一
九
〕。

逆
に
日
本
の
天
皇
が
新
羅
か
ら
「
奏
」
を
受
け
た
こ
と
が
『
続
日
本
紀
』
に
み
え

る
。
七
五
二
年
、
新
羅
使
金
泰
廉
が
「
日
本
照
臨
天
皇
」（
孝
謙
天
皇
）
に
対
し
、

景
徳
王
の
「
言
」
を
口
頭
で
「
奏
」
し
て
い
る
〔
鈴
木
ほ
か 

二
〇
一
四
〕。
厳
密
に

い
え
ば
、
外
交
文
書
の
事
例
で
は
な
く
、
ま
た
日
本
側
が
金
泰
廉
の
発
言
を
「
奏
」

に
仕
立
て
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
七
八
〇
年
の
慰
労
詔
書
は
、

こ
れ
ま
で
新
羅
国
王
が
「
表
奏
」
を
捧
げ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
譴
責
す
る
内
容

で
あ
り
、
日
本
側
が
「
表
」
と
「
奏
」
を
新
羅
国
王
が
天
皇
に
捧
げ
る
べ
き
外
交

文
書
の
様
式
と
し
て
指
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
〔
山
田 

一
九
八
七
〕〔
石

井 

二
〇
〇
一
〕。
七
七
二
年
に
は
渤
海
使
が
持
参
し
た
表
文
に
違
例
が
あ
り
、
改
作

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
〔
山
田 

一
九
八
七
〕。

倭
王
武
の
「
上
表
」
の
様
式
は
不
明
で
あ
る
が
、
新
羅
使
金
泰
廉
の
「
奏
」
の
冒

頭
句
が
「
言
」（
言も
う

す
）、
結
尾
句
が
「
謹
以
申
聞
」（
謹
み
て
以
て
申
し
聞
す
）
で
あ

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
養
老
公
式
令
・
第
二
一
・
論
奏
式
条
と
奏
事
式
条

に
規
定
さ
れ
る
奏
文
の
結
尾
句
「
謹
以
申
聞
、
謹
奏
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

け
ら
れ
よ
う
。

先
行
研
究
〔
須
田 

二
〇
一
七
〕
の
成
果
に
拠
り
つ
つ
、
そ
の
形
態
的
特
徴
を
概
観

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
現
存
例
は
三
例
あ
る
。
い
ず
れ
も
縦
一
一
一
セ
ン
チ
×
横

八
五
セ
ン
チ
程
度
の
大
型
の
料
紙
（
竹
紙
）
を
使
用
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
廓
・
唐

草
文
お
よ
び
「
箚
付
」
の
大
字
を
青
色
染
料
で
摺
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
箚
付

の
専
用
紙
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
本
文
の
書
式
は
箚
付
特
有
の
も

の
で
、
文
体
も
公
用
文
で
あ
る
。「
天
朝
」
（
中
国
）、「
皇
上
」（
皇
帝
）、「
聖
諭
」

「
命
」（
皇
帝
の
戒
諭
・
命
令
）
の
文
言
は
徹
底
し
て
擡
頭
し
、「
王
」（
秀
吉
）
は

平
出
し
て
「
兵
部
」
よ
り
も
や
や
高
め
に
書
す
。
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
平
出
・

擡
頭
す
べ
き
文
言
が
来
な
い
か
ぎ
り
は
同
一
行
に
書
き
つ
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
必

然
的
に
文
字
数
の
多
い
行
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
縦
長
か
つ
大

型
の
専
用
紙
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
本
文
は
楷
書
体
の
大
字
で
書
し
、
結
尾
句

は
「
須
至
箚
付
者
」
と
し
、「
右
箚
付
○
○
○
○
（
受
信
者
名
）
准
此
」
で
締
め
る
。

官
印
（
朱
方
印
）
を
年
号
で
は
な
く
年
数
に
重
ね
て
押
し
、
日
付
は
草
書
体
で
朱

書
す
る
。「
箚
付
」
の
大
字
の
下
方
に
兵
部
尚
書
の
石
星
が
押
字
を
加
え
る
。『
洪

武
礼
制
』
署
押
体
式
・
箚
付
式
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
が
（【
図
３
】）、
尚
書
一

名
の
み
の
署
押
と
な
っ
て
い
る
。

箚
付
に
限
ら
ず
、
明
代
の
官
文
書
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
押
印
の
位
置
が
注
目

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
印
は
年
号
第
二
字
に
重
ね
て
押
す
か
、
も
し
く
は
年
数
に

重
ね
て
押
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
皇
帝
文
書
に
お
い
て
皇
帝
印
を
年
号
第
一

字
に
重
ね
て
押
す
こ
と
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
官
文
書
の
場
合
、
臣
下
が
皇
帝
に

憚
っ
て
年
号
第
二
字
以
下
に
押
印
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

❹
皇
帝
・
天
皇
へ
の
上
行
文
書

『
大
唐
六
典
』
は
、
上
行
文
書
の
様
式
と
し
て
「
表
」
「
状
」「
牋
」「
啓
」「
牒
」

「
辞
」
の
六
種
を
挙
げ
る
。
こ
の
う
ち
古
代
・
中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
の
様
式
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を
携
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
三
七
四
年
に
は
島
津
氏
久
が
表
文
を
捧
げ

て
入
貢
を
試
み
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
九
州
に
割
拠
す
る
勢
力
は
南
朝
・
北
朝
に
か
か
わ
り
な
く
、
表
文

を
捧
げ
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
の
抵
抗
は
な
く
、
逆
に
足
利
義
満
は
そ
れ
を
回
避
す
る
姿

勢
を
示
し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
一
四
〇
一
年
の
遣
明
使
が
携
行
し
た
の
も
書

簡
で
あ
っ
た
（【
表
５
】）。
と
こ
ろ
が
、
一
四
〇
二
年
、
義
満
は
「
日
本
国
臣
源
―
（
道
義
）」

と
名
乗
り
、
成
祖
（
永
楽
帝
）
に
表
文
を
捧
げ
、
一
四
〇
四
年
に
は
日
本
国
王
に
封

じ
ら
れ
た
。
や
が
て
遣
明
船
の
経
営
形
態
は
幕
府
の
直
営
か
ら
大
名
・
寺
社
の
請
負

へ
と
移
行
し
て
い
く
が
〔
関 

一
九
九
七
〕、「
日
本
国
王
」
名
義
の
表
文
は
作
成
さ
れ

つ
づ
け
た
。
事
例
と
し
て
は
、
義
満
四
例
・
義
持
二
例
・
義
教
二
例
・
義
政
五
例
・

義
澄
一
例
・
義
晴
二
例
が
確
認
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
様
式
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
『
大
明
令
』（『
皇
明
制
書
』）
を

確
認
し
て
お
く
と
、
巻
一
・
吏
令
に
「
表
箋
文
詞
、
皆
須
雅
端
・
楷
細
書
・
僉
名
・

用
印
」
と
あ
る
。
表
・
箋
の
本
文
は
、
雅
端
な
表
現
を
用
い
、
楷
書
の
細
字
で
書
し
、

姓
名
を
明
ら
か
に
し
て
押
印
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
礼
部
志
稿
』

巻
一
「
表
箋
之
訓
」
に
よ
る
と
、
一
三
七
四
年
、
太
祖
は
表
・
箋
・
奏
・
疏
の
文
体

に
つ
い
て
、
晋
・
宋
（
南
朝
）
以
来
の
「
四
六
文
」（「
四
六
対
偶
」）、
す
な
わ
ち

四
六
駢

体
の
使
用
を
禁
じ
、
唐
虞
三
代
〜
漢
・
魏
の
時
代
に
盛
行
し
た
「
簡
古
」 

（「
典
雅
」）
と
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、『
洪
武
礼
制
』（『
皇
明
制
書
』）
巻

七
・
進
賀
礼
儀
は
、
表
・
箋
の
文
体
は
「
散
文
」
の
み
と
し
、「
四
六
旧
体
」
の
使

用
を
禁
じ
る
こ
と
、「
言
詞
」
は
「
典
雅
」
な
る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
、「
凶
悪
字

様
」
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、「

筆
圏
点
句
読
」（
朱
丸
印
に
よ
る
圏
点
）

を
施
す
こ
と
、「
函
」（
封
筒
）
は
表
文
で
あ
れ
ば
「
黄
紙
」、
箋
で
あ
れ
ば
「
紅
紙
」

を
使
用
す
る
こ
と
、「
函
」
は
「
夾
板
」
を
も
ち
い
て
カ
バ
ー
す
る
こ
と
、
を
規
定

し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
圏
点
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
圏
点
は
皇
帝
の
詔
勅
類
に
み
ら
れ
る

特
徴
で
も
あ
る
（
第
二
章
）。
皇
帝
と
臣
下
が
詔
勅
類
と
表
箋
類
を
往
復
す
る
に
あ

奏
事
式
条
の
穴
記
に
「
問
、
表
・
奏
造
様
何
、
表
・
奏
・
上
表
・
上
啓
等
式
、
宜

放
書
儀
之
体
耳
」
と
あ
り
、
表
文
・
奏
文
等
の
様
式
は
書
儀
の
規
定
を
参
照
し
て
作

成
さ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
た
〔
廣
瀬 

二
〇
一
八
〕。
公
式
令
に
お
い
て
、
奏

文
は
論
奏
式
・
奏
事
式
に
規
定
が
あ
る
が
、
表
文
の
規
定
は
な
い
。
表
文
が
国
内
文

書
と
し
て
使
用
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
聖
武
天
皇
の
治
世
以
降
の
こ
と
で
、
冒
頭
句
は

「
臣
○
○
言
」、
結
尾
句
は
「
謹
奉
表
以
聞
」
で
あ
っ
た
〔
廣
瀬 

二
〇
一
八
〕。

後
代
の
表
文
が
冒
頭
句
を
「
表
」（
表
す
）
ま
た
は
「
言
」（
言
す
）
と
し
、
結
尾

句
を
「
謹
具
表
聞
」（
謹
み
て
表
を
具
し
て
聞
す
）
ま
た
は
「
謹
表
以
聞
」（
謹
み
て

表
し
以
て
聞
す
）
と
す
る
こ
と
と
類
似
す
る
。
皇
帝
・
天
皇
へ
の
上
言
を
意
味
す
る

「
聞
」
を
含
む
定
型
句
を
使
用
す
る
の
が
表
文
・
奏
文
に
共
通
す
る
特
徴
と
い
え
よ

う
。

2
中
世
の
表
文　

古
代
・
中
世
日
本
が
中
国
王
朝
に
遣
使
し
、
表
文
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
拒
絶

さ
れ
た
遣
使
の
事
例
と
し
て
は
、
一
〇
二
六
年
の
大
宰
府
に
よ
る
北
宋
へ
の
遣
使
、

一
三
七
四
年
の
足
利
義
満
の
明
へ
の
遣
使
、
一
三
八
〇
年
の
「
日
本
国
王
良
懐
」
と

義
満
の
遣
使
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
良
懐
」
の
外
交
文
書
は
、
冒
頭
句
を
「
臣
聞
」
と

す
る
も
の
で
、
称
臣
し
て
は
い
る
も
の
の
、「
聞
」
は
「
聞
く
な
ら
く
」
で
あ
っ
て
、

皇
帝
へ
の
上
言
を
意
味
す
る
「
聞
す
」
で
は
な
い
。
奉
表
文
言
も
な
く
、
表
文
の
様

式
を
回
避
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
初
期
の
日
明
関
係
に
お
い
て
入
貢
が
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
は
、

一
三
七
一
年
の
「
良
懐
」
の
遣
使
が
初
例
で
あ
り
、
こ
れ
は
征
西
将
軍
宮
懐
良
親

王
に
よ
る
も
の
で
あ
る
〔
村
井 

一
九
八
八
〕〔
橋
本 

二
〇
〇
五
〕。
つ
い
で
一
三
七
五

年
・
一
三
七
六
年
・
一
三
七
九
年
の
「
日
本
国
王
良
懐
」
の
遣
使
も
入
貢
が
許
さ
れ

た
が
、
い
ず
れ
も
偽
使
で
あ
り
、
と
り
わ
け
一
三
七
六
年
の
遣
使
は
九
州
探
題
今
川

了
俊
の
主
導
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
〔
橋
本 

二
〇
〇
五
・
二
〇
一
五
〕。
真
使
・
偽

使
の
区
別
は
措
く
と
し
て
、「
良
懐
」
名
義
の
使
節
は
、
概
ね
表
文
（
な
い
し
表
箋
）
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で
あ
る
。
一
方
、
書
簡
様
式
に
お
い
て
は
、
発
信
者
の
諱
に
重
ね
て
押
印
す
る
の
が

通
例
で
あ
り
、
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
の
代
表
例
と
し
て
は
、
日
朝
往
復
書
契
が

挙
げ
ら
れ
る
（
第
五
章
）。
遣
明
表
が
ど
ち
ら
の
押
印
方
法
を
と
っ
た
の
か
を
伝
え

る
事
例
と
し
て
、『
善
隣
国
宝
記
』
収
録
の
一
四
七
五
年
の
足
利
義
政
表
文
が
あ
る

（【
図
４
】）。
こ
れ
に
よ
る
と
「
日
本
国
王
ノ
印
」
は
諱
の
「
義
政
」
に
重
ね
て
押
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
清
代
の
事
例
と
な
る
が
、
現
存
す
る
朝
鮮
国
王
・
琉
球
国
王
の

表
文
の
押
印
は
年
号
第
二
字
に
重
ね
て
押
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
足
利
氏
の
遣
明
表
全
般
に

あ
て
は
ま
る
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
義
政
期
に
は
官
文
書
様
式

の
押
印
方
法
で
は
な
く
、
書
簡
様
式
、
さ
ら
に
い
え
ば
遣
朝
鮮
国
書
（
朝
鮮
国
王
宛

書
契
）
の
押
印
方
法
を
採
り
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
古
代
日
本
に
お
い
て
表
文
は
書
儀
の
規
定
に
も
と
づ
き
作
成
さ
れ
た

も
の
で
〔
廣
瀬 

二
〇
一
八
〕、
様
式
が
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

中
世
日
本
に
お
い
て
明
代
の
表
箋
規
定
が
逐
一
遵
守
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。

ま
た
、
外
交
業
務
を
管
掌
す
る
禅
僧
た
ち
に
と
っ
て
、
外
交
文
書
の
基
準
と
な
っ
た

の
は
日
朝
往
復
文
書
（
書
契
）
で
あ
り
、
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
日
明
往
復
文
書
も

理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
〔
橋
本 

二
〇
一
九
〕。
こ
う
し
た
条
件
が
重
な
る

こ
と
で
、
遣
朝
鮮
国
書
（
書
契
）
の
押
印
方
法
が
遣
明
表
に
も
採
用
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

表
文
と
書
簡
と
の
近
し
さ
に
つ
い
て
は
、
明
代
の
呉
訥
が
著
し
た
『
文
章
弁
体
』

に
、

按
、
昔
臣
僚
敷
奏
、
朋
旧
往
復
、
皆
総
曰
書
、
近
世
臣
僚
上
言
、
名
為
表
・
奏
、

惟
朋
旧
之
間
、
則
曰
書
而
已
、

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
昔
」
は
臣
僚
が
皇
帝
に
敷
奏
す
る
文
書
も
、
朋
旧
（
友
人
・

知
人
）
と
往
復
す
る
文
書
も
す
べ
て
「
書
」
と
称
し
た
が
、「
近
世
」
は
臣
僚
の
上

言
を
「
表
」「
奏
」
と
称
し
、
朋
旧
間
の
往
復
文
書
を
「
書
」
と
称
し
て
い
る
と
い

た
っ
て
は
、
圏
点
（
あ
る
い
は
声
点
も
）
を
付
し
た
こ
と
と
な
り
、
文
書
の
授
受
が

口
頭
で
の
読
み
上
げ
と
不
可
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
詔
勅
類
の
文
体
も
散

文
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝
と
臣
下
と
が
余
計
な
修
辞
を
排
し
た
率
直
な
言
葉

を
正
確
に
往
復
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
日
本
国
王
表
文
の
実
際
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
冒
頭
句
を
「
日
本

国
王
臣
源
○
○
表
（
上
表
・
言
）」
と
し
た
の
ち
、「
臣
聞
」
の
文
言
に
つ
づ
け
て
本

文
を
書
す
。
結
尾
句
は
「
謹
具
表
聞
」（
義
満
）
↓
「
謹
具
表
・・・
齎
奉
以
聞
」（
義

教
）
↓
「
謹
奉
表
以
聞
」（
義
政
）
↓
「
謹
（
具
）
表
以
聞
」（
義
政
・
義
澄
・
義
晴
）

と
時
間
軸
に
沿
っ
て
変
化
す
る
。
こ
う
し
た
奉
表
文
言
に
つ
づ
け
て
、結
尾
句
を「
臣

源
○
○
誠
惶
誠
恐
頓
首
謹
言
」
な
ど
と
す
る
。
そ
し
て
、
年
月
日
（
明
年
号
）
を
記

し
、
そ
の
下
方
に
「
日
本
国
王
臣
源
○
○
」
と
書
し
た
。
表
文
の
現
存
例
が
な
い
た

め
、
表
箋
規
定
と
の
一
致
・
不
一
致
を
詳
細
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る

が
、
文
体
に
つ
い
て
は
四
六
駢

体
で
あ
る
か
ら
〔
西
尾 

二
〇
一
五
〕、
こ
の
点
に

お
い
て
は
「
表
箋
之
訓
」
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
押
印
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
皇
帝
・
国
王
文
書
様
式
と

官
文
書
様
式
に
お
い
て
は
、
印
影
の
上
端
を
年
号
ま
た
は
年
数
に
重
ね
る
の
が
通
例

【図４】『善隣国宝記』所収足利義政表文写
（部分，国文学研究資料館蔵）
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唐
代
の
啓
は
冒
頭
句
を
「
〇
〇
啓
」、
結
尾
句
を
「
謹
啓
」
と
す
る
の
が
通
例
で

あ
る
が
、
廣
瀬
憲
雄
氏
は
、
八
七
七
年
の
大
玄
錫
啓
の
結
尾
句
は
「
謹
状
」
と
み
る

べ
き
こ
と
、
こ
れ
は
啓
と
状
の
混
用
と
い
う
べ
き
現
象
で
あ
る
こ
と
、
八
一
五
年
の

渤
海
使
が
持
参
す
る
も
「
改
啓
作
状
」
と
し
て
受
取
を
拒
否
し
た
外
交
文
書
は
、
結

尾
句
を
「
謹
状
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
あ
わ

せ
て
、
書
状
と
し
て
の
状
は
冒
頭
句
が
な
く
結
尾
句
を
「
謹
状
」
と
す
る
こ
と
、
公

文
書
と
し
て
の
状
は
事
書
を
付
し
た
う
え
で
本
文
を
「
右
、・
・
・
謹
状
」
と
す
る

こ
と
も
指
摘
す
る
〔
廣
瀬 

二
〇
一
八
〕。

し
た
が
っ
て
、
官
文
書
様
式
の
上
行
文
書
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
啓
が
、
次
第

に
私
文
書
様
式
（
書
簡
）
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
を
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
一
般
的
な
現
象
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
渤
海
側

の
啓
は
自
国
の
政
治
的
立
場
を
主
張
し
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
渤
海
は
表
文
・
奏
文
を
捧
げ
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
も
、
天
皇
宛
の
上
行
文
書
と
し

て
は
不
適
格
と
さ
れ
る
啓
の
様
式
を
選
択
・
使
用
し
つ
づ
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
啓
の
本
文
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
「
旧
好
」「
土
物
」「
伏
惟
」
な
ど
の
文
言
は
、

対
等
な
関
係
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
〔
山
田 

一
九
八
七
〕、
結
尾
句
の

「
荒
迷
不
次
」「
頓
首
」「
不
宣
」は
書
簡
文
の
常
套
句
で
あ
る
。
渤
海
側
と
し
て
は
、

官
文
書
・
上
行
文
書
と
し
て
の
啓
を
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
文
書
・
平
行

文
書
と
し
て
の
啓
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
の
立
場
を
貫
き
、
日
本
と
の
対
等

性
を
主
張
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
主
張
を
強
く
お
し
だ
す

と
き
に
、「
啓
」
の
文
言
を
避
け
、「
状
」
を
使
用
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。

4
中
世
の
啓

一
二
六
七
年
、
高
麗
国
王
の
元
宗
が
「
日
本
国
王
」
宛
の
啓
を
発
し
て
い
る
。
渤

海
は
日
本
に
対
し
て
啓
を
使
用
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
高
麗
が
啓
を
使
用
し
た

事
情
と
し
て
は
、
そ
れ
と
同
時
に
伝
達
さ
れ
た
成
祖
（
ク
ビ
ラ
イ
）
の
書
簡
と
の
整

う
の
で
あ
る
。「
昔
」
と
「
近
世
」
を
隔
て
る
時
間
が
い
つ
な
の
か
と
い
う
問
題
は

措
く
と
し
て
、
表
文
・
奏
文
と
書
簡
と
が
本
質
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
皇

帝
宛
の
上
行
文
書
が
表
文
・
奏
文
、
朋
友
間
の
平
行
文
書
が
書
簡
へ
と
分
岐
し
た
と

い
う
説
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

詳
し
く
は
第
五
章
で
論
じ
る
が
、
唐
代
に
お
い
て
、
ひ
と
く
ち
に
書
簡
と
は
い
っ

て
も
、
平
行
文
書
の
「
書
」
と
上
行
文
書
の
「
疏
」
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
明

の
太
祖
は
表
・
箋
・
奏
・
疏
を
皇
帝
宛
の
上
行
文
書
と
し
て
規
定
し
て
お
り
、
皇
帝
に

「
疏
」
を
捧
げ
る
こ
と
も
で
き
た
。
十
五
世
紀
の
遣
明
表
が
禅
林
内
で
「
疏
」
と
称
さ

れ
て
い
る
事
実
か
ら
み
て
も
、
表
文
の
本
質
は
、
臣
下
が
皇
帝
に
捧
げ
る
最
も
丁
重
な

様
式
の
書
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
表
と
疏
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
が
、

禅
林
で
は
と
か
く
表
文
を
疏
に
ひ
き
つ
け
て
理
解
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
表
文
・
奏
文
と
書
簡
を
全
く
別
系
統
の
様
式
と
み
な
す
よ
り
も
、

書
簡
様
式
を
ベ
ー
ス
と
し
て
称
臣
・
奉
表
文
言
と
「
聞
」
字
を
加
え
た
文
面
を
作

成
し
、
か
つ
皇
帝
宛
の
上
行
文
書
に
相
応
し
い
要
素
（
料
紙
・
文
体
・
書
体
・
雅
詞
・

圏
点
・
封
式
な
ど
）を
追
加
し
た
の
が
表
文
・
奏
文
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

3
古
代
の
啓  

日
本
の
天
皇
は
渤
海
国
王
か
ら
「
啓
」
様
式
の
文
書
（
一
六
例
）
を
受
け
て
い
る

（【
表
４
】）。
そ
の
冒
頭
句
は
、
八
四
二
年
の
啓
に
「
渤
海
国
王
大
彜
震
啓
」
と
あ
る

こ
と
を
除
け
ば
、「
〇
〇
（
諱
）
啓
」
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
一
方
、結
尾
句
は
、

七
九
六
年
の
啓
（
二
例
）
は
「
荒
迷
不
次
」「
頓
首
」
と
い
う
書
簡
文
の
常
套
句
を

使
用
す
る
が
、
八
二
一
年
・
八
四
二
年
の
啓
は
「
謹
奉
啓
」「
奉
啓
」
と
し
て
、
冒

頭
句
の
「
啓
」
と
対
応
さ
せ
て
い
る
。
八
四
九
年
か
ら
八
七
七
年
に
か
け
て
は
「
不

宣
謹
啓
」（
八
五
九
年
の
啓
は
「
奉
啓
」
を
併
用
）
と
あ
り
、
書
簡
文
の
常
套
句
で

あ
る
「
不
宣
」
を
使
用
す
る
。
ま
た
、
本
文
の
文
体
は
散
文
と
四
六
駢
儷
体
が
入
り

混
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
渤
海
国
王
の
啓
は
上
行
文
書
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
〔
鈴

木
ほ
か 

二
〇
一
四
〕、
天
皇
に
捧
げ
る
丁
重
な
書
簡
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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１
「
書
簡
」
の
定
義

私
文
書
（
私
信
）
様
式
の
外
交
文
書
に
早
く
か
ら
着
目
し
た
の
は
高
橋
公
明
氏
で

あ
る
〔
高
橋 

一
九
八
二
〕。
十
五
〜
十
六
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
を
往
復
し
た
外
交

文
書
の
事
例
を
も
と
に
、
そ
の
様
式
を
「
書
式
外
交
文
書
」
と
「
咨
式
外
交
文
書
」

に
類
別
し
た
。
概
ね
前
者
は
私
文
書
様
式
、
後
者
は
官
文
書
様
式
と
言
い
換
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
「
書
式
外
交
文
書
」
を
「
書
簡
」
と
と
ら
え
る
こ
と
に
す

る
。
こ
れ
を
整
理
し
た
の
が
【
表
５
】
で
あ
る
。

高
橋
氏
の
「
書
式
外
交
文
書
」
論
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
日
朝
間
を
往
復
し

た
外
交
文
書
で
あ
る
。
文
字
情
報
（
書
式
）
と
し
て
は
、
①
差
出
人
の
署
名
（
自

称
）、
②
差
出
文
言
、
③
受
取
人
の
宛
名
（
他
称
）、
④
本
文
、
⑤
書
止
文
言
、
⑥

日
付
、
⑦
自
称
、
と
い
う
要
素
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
、
非
文
字
情
報
（
形
態
）
と

し
て
、
紙
質
・
折
り
方
・
押
印
な
ど
の
要
素
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
高

橋 

一
九
八
二
〕。
そ
の
後
、
伊
藤
幸
司
氏
が
日
朝
往
復
外
交
文
書
を
「
書
契
」
と
規

定
し
、
現
存
例
に
も
と
づ
き
、
そ
の
様
式
的
・
形
態
的
特
徴
を
明
瞭
に
示
し
た
〔
伊

藤 

二
〇
〇
二
〕。

中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
の
大
半
を
占
め
る
の
は
日
朝
間
を
往
復
し
た
「
書

契
」
な
の
で
あ
る
が
、
日
琉
間
で
は
書
札
様
文
書
が
使
用
さ
れ
て
お
り
〔
佐

伯 

一
九
九
四
〕、
東
南
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
で
視
野
を
広
げ
る
と
、
や
は
り

書
簡
と
称
す
べ
き
も
の
が
多
い
。
日
琉
往
復
文
書
の
場
合
、
様
式
は
書
札
様
文
書
で

あ
っ
て
も
、
文
体
は
漢
文
体
・
和
様
漢
文
体
・
仮
名
文
（
漢
字
仮
名
混
淆
体
）
と
い

う
よ
う
に
多
様
で
あ
り
、「
書
式
外
交
文
書
」
は
「
中
国
式
書
簡
文
」
で
あ
る
と
の

定
義
〔
高
橋 

一
九
八
二
〕
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
れ
ら
の
私
文
書
（
私

信
）
様
式
の
外
交
文
書
を
「
書
簡
」
と
総
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

  

「
書
簡
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
明
・
徐
師
曽
撰
『
文
体
明
弁
』
巻
三
十
一
・
書
記

上
条
に
「
書
記
」
の
分
類
と
し
て
「
書
」「
奏
記
」「
啓
」「
簡
」「
状
」「
疏
」
の
六

種
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
典
籍
は
名
称
の
と
お
り
文
体
に

合
性
を
図
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
第
五
章
で
論
じ
る
が
、「
大
蒙
古
国

皇
帝
」
で
あ
る
成
祖
は
、「
日
本
国
王
」
に
対
し
て
冒
頭
句
を
「
奉
書
」
と
す
る
丁
重

な
書
簡
を
発
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
モ
ン
ゴ
ル
に
従
属
す
る
立
場
で
あ
る
元
宗
と

し
て
は
、
い
ま
だ
服
属
し
て
い
な
い
「
日
本
国
王
」
を
相
手
に
し
た
と
き
、
低
い
立

場
に
立
た
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
帝
の
書
簡
よ
り
も
厚
礼
な
文
書
様

式
と
し
て
、
啓
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
か
。

元
宗
の
啓
は
、
冒
頭
句
は
「
高
麗
国
王
王

／
右
啓
」、
結
尾
句
は
「
拝
覆
／
日

本
国
王
左
右
」
で
あ
り
、
年
月
日
の
下
方
に
「
啓
」
と
書
す
。
ま
た
、
一
二
六
八
年

の
高
麗
国
信
使
潘
阜
が
「
明
府
閣
下
」
に
宛
て
た
文
書
も
啓
の
様
式
で
あ
り
、
冒
頭

句
は
「
啓
」、
結
尾
句
は
「
不
宣
拝
覆
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
本
文
の
文
体
は
書
簡

と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、「
拝
覆
」「
不
宣
」
と
い
う
書
簡
の
常
套
句
を
使
用
す

る
。
渤
海
国
王
の
啓
の
結
尾
句
に
「
奉
啓
不
宣
謹
啓
」「
不
宣
謹
啓
」
が
使
用
さ
れ

た
こ
と
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
元
宗
啓
が
冒
頭
句
を
「
右
啓
」
と
す
る
の
は
、
古
代

の
公
文
書
と
し
て
の
「
状
」
が
「
右
」
の
文
言
に
つ
づ
け
て
本
文
を
記
し
た
こ
と
〔
廣

瀬 

二
〇
一
八
〕
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
高
麗
が
渤
海
の
先
例
を
知
り
え
た
か
否
か
は
不

明
で
あ
る
が
、「
状
」
の
様
式
と
混
じ
り
あ
い
な
が
ら
、
か
ぎ
り
な
く
私
文
書
様
式

に
近
づ
い
た
啓
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

高
麗
国
王
が
日
本
向
け
に
啓
を
発
し
た
の
は
一
二
六
七
年
の
一
度
の
み
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
に
従
属
す
る
立
場
上
、「
日
本
国
王
」
宛
の
上
行
文
書
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
含
む
啓
を
選
択
し
た
も
の
の
、「
啓
」
の
文
言
を
除
け
ば
、
対
等
な
関
係
で

往
復
す
る
書
簡
と
何
ら
異
な
ら
な
い
外
交
文
書
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

一
二
九
二
年
か
ら
一
四
世
紀
後
半
に
か
け
て
、
高
麗
国
王
は
日
本
に
対
し
て
私
文
書

様
式
の
書
簡
と
官
文
書
様
式
の
咨
文
を
併
用
し
て
お
り
（
第
三
章
・
第
五
章
参
照
）、

官
文
書
と
私
文
書
と
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
っ
た
啓
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

❺
書
簡
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け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
幻
雲
文
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
例
に
鑑
み
る
と
、
冒
頭
句
の
な
か
に
も
序
列
が

あ
り
、「
与
書
」「
答
書
」
よ
り
も
「
上
書
」「
奉
書
」「
復
書
」
の
ほ
う
が
厚
礼
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
書
簡
の
礼
の
厚
薄
に
関
し
て
は
、
唐
僧
法
進
が
著
し
た
『
沙
弥

十
戒
威
儀
経
疏
』
二
（
七
六
二
年
）
に
「
与
平
懐
同
類
沙
弥
尼
者
名
書
、
耆
年
尊
宿

沙
弥
尼
者
名
疏
」
と
あ
り
、
同
輩
・
同
格
の
沙
弥
・
尼
に
宛
て
る
も
の
は
「
書
」、

年
長
・
格
上
の
沙
弥
・
尼
に
宛
て
る
も
の
は
「
疏
」
と
称
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前

掲
の
『
文
体
明
弁
』
は
「
簡
」
と
「
疏
」
を
同
じ
散
文
体
と
し
て
分
類
し
つ
つ
、「
世

俗
施
於
尊
者
、
多
用

語
以
為
恭
、
則
啓
与
状
・
疏
、
大
抵
皆
俗
体
也
」
と
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
世
俗
の
人
び
と
は
尊
者
（
高
僧
）
に
対
し
て
「

語
」
を
多
用
し

て
敬
意
を
払
う
の
で
、
た
い
て
い
「
啓
」
と
「
状
」「
疏
」
に
は
俗
体
が
使
用
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
疏
が
啓
・
状
と
と
も
に
上
行
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ひ
と
く
ち
に
書
簡
と
は
い
っ
て
も
、
発
信
者
と
受
信
者

と
の
関
係
性
に
応
じ
て
、
上
行
文
・
平
行
文
、
あ
る
い
は
下
行
文
が
作
成
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
典
籍
に
も
と
づ
い
た
だ
け
の
整
理
で
は
あ
る
が
、「
書
簡
」
の
な
か

に
は
、
薄
礼
の
私
信
で
冒
頭
句
に
「
与
書
」「
答
書
」
な
ど
を
使
用
す
る
も
の
と
、

厚
礼
の
私
信
で
冒
頭
句
に
「
上
書
」「
奉
書
」「
復
書
」
な
ど
を
使
用
す
る
も
の
が
あ

る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
使
用
す
る
「
書
簡
」
の
概
念
は
、
私
信
形
式
の
文
書
全
般
に
お
よ
び
、
か

つ
厚
礼
か
ら
薄
礼
に
い
た
る
ま
で
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
と
も
な
う
も
の
と
定
義

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
定
型
句
（
冒
頭
句
・
結
尾
句
）、
文
体

（
俗
体
・
散
文
・
四
六
駢

体
な
ど
）、
書
体
（
楷
行
草
）、
文
字
（
大
字
・
細
字
）、

言
詞
（
雅
俗
、
厚
礼
・
薄
礼
）
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と

み
る
。
た
だ
し
、
皇
帝
宛
の
上
行
文
書
で
あ
る
表
文
や
、
官
文
書
様
式
と
混
淆
し
た

上
行
文
書
で
あ
る
啓
な
ど
は
、「
書
簡
」
に
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
書
簡
」
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
書
札
様
文
書
（
書
状
）
の

よ
っ
て
後
漢
〜
宋
代
の
各
種
文
章
を
分
類
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
、
必

ず
し
も
古
文
書
学
的
な
様
式
論
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
一
曰
書
。
書
有

辞
命
・
議
論
二
体
。
二
曰
奏
記
。
二
者
並
用
散
文
。
三
曰
啓
。
啓
有
古
体
、
有
俗
体
。

四
曰
簡
。
簡
用
散
文
。
五
曰
状
。
状
用

語
。
六
曰
疏
。
疏
用
散
文
」
と
あ
り
、

「
書
」
は
辞
命
体
・
議
論
体
、「
啓
」
は
古
体
（
隋
代
ま
で
の
詩
体
）
ま
た
は
俗
体
（
唐

代
以
降
の
詩
体
）、「
状
」
は

語（
麗
句
）、「
奏
記
」「
簡
」「
疏
」
は
散
文
（
定
型
・

韻
律
の
な
い
普
通
の
文
体
）
を
使
用
す
る
と
説
明
す
る
。「
書
記
」
の
類
型
と
し
て

「
簡
」
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、「
簡
者
略
也
。
言
陳
其
大
略
也
。
或
曰
手
簡
、
或
小

簡
、
或
曰
尺
牘
。
皆
簡
略
之
称
也
」
と
も
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
意
思
な

ど
を
書
面
上
に
簡
略
に
述
べ
た
も
の
が
「
簡
」
な
の
で
あ
り
、「
手
簡
」「
小
簡
」「
尺

牘
」
と
も
称
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
書
簡
」
と
い
う
名
称
は
み
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
禅
僧
月
舟
寿
桂
の

文
集
『
幻
雲
文
集
』（
十
六
世
紀
）
は
「
書
簡
」
の
項
を
設
け
、
文
例
を
集
成
し
て

い
る
。
往
信
書
簡
で
あ
れ
ば「
与
○
○（
受
信
者
名
）書
」「
上
○
○
書
」「
奉
○
○
書
」、

返
信
書
簡
で
あ
れ
ば
「
答
○
○
書
」「
復
○
○
書
」
と
い
う
よ
う
に
、
書
簡
ご
と
に

表
題
を
付
し
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
高
橋
公
明
氏
は
「
書
式
外
交
文
書
」
を
構

成
す
る
文
字
情
報
と
し
て
七
つ
の
要
素
を
挙
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
録
文
と
な
る
さ

い
、
本
文
（
⑦
）
以
外
の
六
つ
の
要
素
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。『
幻

雲
文
集
』
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
題

が
細
か
く
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
底
本
に
は
差
出
文
言
（
②
）
と
他
称

（
③
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
表
題
を
付
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
奉
○
○
書
」（
○
○
に
奉
る
書
）
で
あ
れ
ば
、「
□
□
奉
書
○
○
」（
□
□
〈
発
信
者

名
〉、
書
を
○
○
に
奉
る
）、「
復
○
○
書
」（
○
○
に
復
す
る
書
）
で
あ
れ
ば
、「
□

□
復
書
○
○
」（
□
□
、
書
を
○
○
に
復
す
）
の
よ
う
に
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

録
文
に
付
さ
れ
た
表
題
の
情
報
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
書
簡
原
文
の
冒
頭
句
（
②
・

③
）
が
一
定
の
精
度
で
復
元
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
月
舟
寿
桂
は
書

簡
の
冒
頭
句
と
し
て
「
与
書
」「
上
書
」「
奉
書
」
と
「
答
書
」「
復
書
」
を
使
い
わ
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皇
帝
勅
日
本
国
使
衛
尉
寺
少
卿
大
分
等
書
曰
、
皇
帝
敬
到〔
致
〕書

於
日
本
国
王
」
と
あ

る
。「
大
分
」
は
七
〇
二
年
に
遣
唐
大
使
と
し
て
入
唐
し
、
七
二
〇
年
に
帰
国
し
た

坂
合
部
大
分
の
こ
と
で
あ
る
〔
田
中 

一
九
九
五
〕。「
皇
帝
敬
到〔
致
〕書
於
日
本
国
王
」
の

文
言
は
、
唐
の
玄
宗
が
大
分
に
発
し
た
勅
書
に
引
用
さ
れ
た
「
日
本
国
王
」
宛
の
書

簡
の
冒
頭
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
唐
関
係
に
お
け
る
外
交
文
書
往
復
の
実
態
は

ほ
と
ん
ど
未
詳
で
あ
る
が
、
唐
皇
帝
が
勅
書
・
論
事
勅
書
に
か
ぎ
ら
ず
書
簡
を
使
用

す
る
局
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
い
え
よ
う
。

藤
原
明
衡
編
『
本
朝
文
粋
』（
十
一
世
紀
）
巻
七
は
、「
書
状
」（「
書
」）
の
項
を

設
け
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
書
状
」
は
「
書
式
に
定
形
も
な
く
、
文
章
も
散
文

と
駢

文
と
の
中
間
に
あ
る
」
と
さ
れ
る
〔
大
曽
根 

一
九
九
二
〕。
全
一
七
通
の
う

ち
一
三
通
は
国
内
で
の
書
状
で
あ
る
が
、
残
る
四
通
は
外
交
文
書
で
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
一
通
は
、
九
〇
八
年
に
宇
多
法
皇
が
渤
海
使
裴
璆
の
父
裴

に
宛
て
た

書
状
で
あ
る
〔
鈴
木
ほ
か 

二
〇
一
四
〕。
文
体
は
四
六
駢

体
で
あ
り
、
結
尾
を
「
日

本
国
栖
鶴
洞
居
士
無
名
、
謹
状
」
と
す
る
。
書
状
（
書
簡
）
は
署
名
を
基
本
と
す
る

が
、
法
皇
が
諱
を
あ
ら
わ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
「
莫
怪
不
得

名
」
と
断
っ
て
い
る
。
法
皇
が
外
国
使
節
の
父
に
文
書
を
送
る
に
あ
た
り
、
適
当
な

様
式
が
あ
る
は
ず
も
な
く
、
書
状
の
様
式
が
選
択
・
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

残
る
三
通
は
、九
四
七
年
に
発
信
さ
れ
た
①
左
大
臣
藤
原
実
頼
書
状
と
②
同
書
状
、

お
よ
び
九
五
三
年
に
発
信
さ
れ
た
③
右
大
臣
藤
原
師
輔
書
状
で
、
い
ず
れ
も
受
信
者

は
呉
越
王
で
あ
る
。
①
は
表
題
に
「
為
清
慎
公
報
呉
越
王
書
〈
加
沙
金
送
文
〉」
と

あ
る
よ
う
に
、呉
越
王
書
状
へ
の
返
書
で
あ
る
。
結
尾
句
は
「
不
宣
謹
言
」
で
あ
る
。

年
月
日
の
下
方
（
日
下
）
に
「
日
本
国
左
大
臣
藤
原
朝
臣
」
と
署
し
、
宛
所
・
敬
称
・

脇
付
は
「
呉
越
王
殿
下
〈
謹
空
〉」
と
す
る
。
書
札
様
文
書
の
様
式
で
あ
る
が
、
文

体
は
漢
文
体
（
四
六
文
と
散
文
の
中
間
）
で
あ
る
。　

　

②
は
、
①
の
表
題
の
割
注
に
「
沙
金
送
文
」
と
あ
る
も
の
に
相
当
し
、「
沙
金
弐

百
両
」
を
贈
る
こ
と
を
簡
潔
に
述
べ
た
も
の
で
、
結
尾
句
を
「
謹
状
」
と
し
、
年
月

日
を
付
す
。
書
札
様
文
書
に
お
い
て
は
追
而
書
を
別
紙
（
礼
紙
）
に
認
め
る
と
い
う

様
式
の
厚
薄
と
も
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
札
様
文
書
だ
け
を
東
ア
ジ
ア
諸

国
の
書
簡
と
切
り
分
け
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
の
で
、
書
簡

の
一
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。

2
古
代
日
本
の
往
復
外
交
文
書
と
し
て
の
書
簡

隋
〜
南
宋
期
の
「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
に
お
い
て
は
、
冒
頭
句
を
「
致
書
」「
奉

書
」「
上
書
」「
献
書
」「
裁
書
」
と
す
る
書
式
の
文
書
が
広
範
に
往
復
し
て
い
た
こ

と
、「
上
書
」「
献
書
」「
裁
書
」
と
い
う
文
言
は
皇
帝
・
宰
相
や
傍
系
尊
属
に
使
用

さ
れ
た
こ
と
、「
奉
書
」
は
長
属
・
目
上
に
使
用
さ
れ
た
が
、
君
臣
関
係
を
表
明
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、「
致
書
」
は
同
格
・
目
下
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
〔
廣
瀬 

二
〇
一
八
〕。

研
究
史
上
、
も
っ
と
も
注
目
を
あ
つ
め
て
き
た
の
は
「
致
書
」
で
あ
る
が
、
そ
の

文
書
様
式
は
「
致
書
形
式
」「
致
書
文
書
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

多
様
な
冒
頭
句
ご
と
に
「
○
○
形
式
」「
○
○
文
書
」
の
よ
う
な
様
式
名
を
付
す
の

は
煩
雑
で
あ
る
し
、
冒
頭
句
だ
け
で
文
書
様
式
を
分
類
す
る
こ
と
に
も
違
和
感
が
あ

る
。
こ
れ
ら
を
「
書
簡
」
と
い
う
大
分
類
に
位
置
づ
け
、
冒
頭
句
の
違
い
は
、
厚

礼
・
薄
礼
な
い
し
は
上
行
文
書
・
平
行
文
書
・
下
行
文
書
を
類
別
す
る
た
め
の
有
効

な
指
標
の
ひ
と
つ
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
）
12
（

。

さ
て
、
古
代
日
本
の
往
復
外
交
文
書
と
し
て
の
書
簡
の
事
例
を
み
て
い
く
と
、

六
〇
七
年
に
推
古
天
皇
が
煬
帝
に
宛
て
た
書
簡
が
最
も
古
い
。
こ
れ
は
冒
頭
句
を

「
致
書
」
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
ね
て
よ
り
日
本
が
隋
と
の
対
等
外
交
を
指
向
し

た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
規
模
で
の

外
交
文
書
往
復
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お
り
、
推
古
天
皇
が
発
し
た
の
は

儀
礼
的
な
書
状
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
に
具
体
的
な
請
求
内
容
を
記
し
た
「
表
」
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
新
し
い
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
〔
河
上 

二
〇
一
九
〕。

そ
れ
以
後
の
事
例
を
概
観
し
て
い
こ
う
。
録
文
が
伝
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

『
善
隣
国
宝
記
』
鳥
羽
院
・
元
永
元
年
条
に
は
、
外
交
文
書
の
先
例
と
し
て
「
大
唐
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目
下
、「
奉
書
」
は
長
属
・
目
上
に
使
用
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
君
臣
関
係
を
表
明

す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘
〔
廣
瀬 

二
〇
一
八
〕
に
鑑
み
れ
ば
、
確
か
に
丁
重
な

冒
頭
句
で
は
あ
る
。
し
か
し
、「
上
天
」「
大
蒙
古
国
皇
帝
」「
祖
宗
」
の
三
語
を
一

字
擡
頭
（
単
擡
）
す
る
の
に
対
し
、「
日
本
国
王
」「
王
」
の
二
語
は
平
出
で
あ
る
。

冊
封
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、「
皇
帝
」
と
「
国
王
」
と
の
君
臣
関
係
は
存
在
し
な
い

わ
け
で
あ
る
が
、
両
者
の
非
対
称
性
は
称
号
の
区
別
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、

擡
頭
を
施
す
こ
と
で
視
覚
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
書
簡
に
お
い

て
は
受
信
者
名
に
敬
称
（
陛
下
・
殿
下
・
閣
下
・
足
下
な
ど
）
を
付
す
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、「
日
本
国
王
」
と
呼
び
捨
て
に
し
て
い
る
。「
奉
書
」
文
言
を
使
用
し
て

一
定
の
配
慮
を
示
し
つ
つ
も
、「
皇
帝
」
の
優
位
性
を
強
調
し
、
日
本
に
入
貢
を
迫
っ

た
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
成
祖
は
「
日
本
国
王
」
に
対
し
、
一
二
七
五
年
に
書
簡
（「
致
書
」）
を

発
し
〔
植
松 

二
〇
〇
五
〕、
一
二
八
三
年
に
は
詔
書
を
発
し
た
が
、
日
本
遠
征
策
を

放
棄
し
た
成
宗
（
テ
ム
ル
）
は
一
二
九
九
年
に
再
び
書
簡
（「
致
書
」）
を
発
し
て
い

る
。
皇
帝
の
権
威
・
儀
礼
と
直
結
す
る
詔
書
を
同
一
案
件
で
頻
発
す
る
の
は
、
か

え
っ
て
皇
帝
の
権
威
を
損
ね
る
た
め
（
第
二
章
）、
た
び
た
び
書
簡
様
式
が
選
択
・

使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詔
書
の
伝
達
は
、
皇
帝
が
任
命
し
た
使
節
（
官

人
）
に
よ
っ
て
公
然
と
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
書
簡
の
伝
達
で
あ
れ
ば
、

非
公
式
に
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
二
九
九
年
に
元
が
禅
僧
二
名
（
一
山
一

寧
・
西
澗
子
曇
）
に
書
簡
を
託
し
た
こ
と
に
は
、
国
家
の
体
面
を
保
つ
た
め
の
便
法

と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

高
麗
か
ら
日
本
へ
の
書
簡

　
一
二
九
二
年
に
は
高
麗
の
忠
烈
王
も
「
日
本
国
王
」

宛
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
冒
頭
句
は
「
皇
帝
福

裏
特
進
上
柱
国
開
府
儀
同
三
司

馬
高
麗
国
王
王

／
謹
奉
書
于
／
日
本
国
王
殿
下
」
で
あ
る
。
高
麗
国
王
は
国
王

と
し
て
の
立
場
で
は
「
書
」
を
使
用
し
、征
東
行
省
丞
相
と
し
て
の
立
場
で
は
「
咨
」

を
使
用
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
〔
森
平 

二
〇
一
三
〕。
日
本
遠
征
の
担
当
官

厚
礼
な
方
法
が
あ
る
の
で
〔
相
田 

一
九
四
九
〕、
藤
原
実
頼
が
別
紙
の
追
而
書
に
贈

品
の
品
目
・
数
量
を
記
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。外
交
文
書
に
お
い
て
は
、

「
別
幅
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
贈
品
目
録
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、

古
代
の
日
渤
往
復
文
書
に
お
い
て
も
、
慰
労
詔
書
の
結
尾
に
「
色
目
如
別
」
な
ど
と

あ
り
、
啓
の
結
尾
に
も
「
別
状
」
な
ど
と
あ
る
。
贈
品
目
録
を
別
紙
に
認
め
る
作
法

が
厚
礼
で
あ
り
、
本
紙
の
文
中
に
記
入
す
る
作
法
は
薄
礼
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、

東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
普
遍
的
な
広
が
り
を
み
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

③
は
表
題
に
「
為
右
丞
相
贈
大
唐
呉
越
公
書
状
」
と
あ
り
、
藤
原
師
輔
の
往
信
書

状
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
尾
句
は
「
書
不
尽
言
、
謹
状
」
で
あ
り
、
年
月
日
の

下
方
（
日
下
）
に
「
日
本
国
右
大
臣
朝
臣
謹
言
」
と
書
す
。
文
体
は
漢
文
体
（
四
六

文
と
散
文
の
中
間
）
で
あ
る
。

公
的
な
手
続
き
と
し
て
は
、
呉
越
王
に
対
し
て
天
皇
宛
の
贈
品
を
返
却
し
、
か
つ

大
宰
府
牒
を
発
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
藤
原
実
頼
・
師
輔
は
私
的
な
立
場
で
贈
品

（「
沈
檀
」）
を
受
納
し
、
こ
れ
に
返
礼
す
る
た
め
に
書
状
を
発
し
た
の
で
あ
る
〔
渡

邊 

二
〇
一
二
〕。

3
中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
と
し
て
の
書
簡

元
か
ら
日
本
へ
の
書
簡　

中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
と
し
て
の
書
簡
の
初
見

は
、
一
二
六
六
年
の
成
祖
（
ク
ビ
ラ
イ
）
の
書
簡
で
あ
る
。
冒
頭
は
、

上
天
眷
命

大
蒙
古
国
皇
帝
奉
書

日
本
国
王
、
朕
惟
・
・
・
・
・
・

と
な
っ
て
お
り
、「
奉
書
」
文
言
を
使
用
す
る
。
結
尾
句
は
「
不
宣
」
で
あ
る
。
冒

頭
句
の
「
奉
書
」
が
「
致
書
」
よ
り
も
丁
重
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
日
本
国
王
」
が

「
破
格
」の
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
〔
舩
田 

二
〇
〇
九
〕。「
致
書
」
は
同
格
・
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「
公
文
書
」
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
武
家
外
交
が
本
格
化
す
る

な
か
で
、
こ
う
し
た
現
象
が
外
交
文
書
の
領
域
に
も
波
及
し
た
も
の
と
い
え
る
。
つ

ま
り
、
高
麗
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
の
変
化
と
、
日
本
に
お
け
る
武
家
外
交
の
本
格
化

に
よ
っ
て
、
両
国
間
の
往
復
外
交
文
書
は
官
文
書
様
式
よ
り
も
柔
軟
性
の
あ
る
書
簡

様
式
に
変
化
し
、
官
文
書
様
式
の
咨
文
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

日
明
往
復
書
簡　

武
家
外
交
に
お
け
る
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
は
、
高
麗
と
の
関

係
構
築
を
円
滑
に
進
め
る
う
え
で
は
有
効
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
逆
に
明
と
の

関
係
構
築
の
妨
げ
と
も
な
っ
た
。
足
利
義
満
は
皇
帝
へ
の
表
文
の
提
出
を
回
避
し
、

一
三
七
四
年
に
中
書
省
宛
、
一
三
八
〇
年
に
中
書
省
丞
相
宛
に
書
簡
を
発
し
た
わ
け

で
あ
る
が
、
後
者
は
致
命
的
と
も
い
え
る
措
置
で
あ
っ
た
。
同
年
、
丞
相
胡
惟
庸
に

対
日
通
謀
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
る
疑
獄
事
件
が
発
生
し
、
中
書
省
が
廃
止
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。『
礼
部
志
稿
』
に
「
洪
武
十
二〔
三
〕年

、将
軍
復
奉
書
肆
侮
」
と
あ
る
よ
う
に
、

皇
帝
宛
の
表
文
で
は
な
く
、
丞
相
宛
の
書
簡
を
提
出
す
る
こ
と
は
、
皇
帝
を
侮
辱
す

る
行
為
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
一
三
八
一
年
、
太
祖
が
礼
部
尚
書
に
命
じ
、

「
日
本
国
王
」（
良
懐
）
と
「
日
本
征
夷
将
軍
」（
義
満
）
に
「
移
書
」
さ
せ
た
文
書
は
、

「
致
意
」（
問
安
）
の
た
め
の
書
簡
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
も
、
日
本
を
叱
責
・

威
圧
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
（
第
三
章
）。　

一
四
〇
一
年
、
義
満
が
建
文
帝
に
書
簡
を
送
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
文
帝
が

こ
れ
に
反
応
し
て
詔
諭
を
発
し
た
の
は
、「
靖
難
の
変
」
が
対
日
姿
勢
に
変
化
を
及

ぼ
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
翌
一
四
〇
二
年
、
義
満
が
成
祖
（
永
楽
帝
）
に
表

文
を
捧
げ
た
こ
と
で
日
明
関
係
が
構
築
さ
れ
た
。
文
書
様
式
に
着
目
し
た
と
き
、
義

満
は
表
文
を
捧
げ
て
お
き
な
が
ら
朝
貢
を
拒
絶
さ
れ
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
避
け

る
た
め
に
書
簡
を
使
用
し
、
逆
に
朝
貢
が
許
可
さ
れ
た
と
い
う
既
成
事
実
に
も
と
づ

き
、
な
し
崩
し
的
に
表
文
へ
の
切
替
え
を
断
行
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
と
も
あ
れ
、

義
満
に
お
け
る
書
簡
と
表
文
の
使
い
わ
け
は
、
国
内
政
治
を
強
く
意
識
し
た
結
果
と

い
え
よ
う
。

署
で
あ
る
征
東
行
省
の
丞
相
と
し
て
の
立
場
を
避
け
、
あ
く
ま
で
高
麗
国
王
と
し
て

の
立
場
で
書
簡
を
送
っ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
高
麗
の
対
日
外
交
の
主
体
性
を
示

唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
関
し
て
、
一
三
六
六
年
の
高
麗
使
金
龍
・
金
逸
の
事
例
に
言
及
し
て
お

き
た
い
。
従
来
、
両
名
は
同
一
の
名
目
の
使
節
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
金
龍
が

征
東
行
省
の
使
節
で
あ
る
の
に
対
し
、
金
逸
は
高
麗
国
の
使
節
で
あ
る
こ
と
、
か

つ
金
龍
が
持
参
し
た
の
が
征
東
行
省
咨
文
で
あ
る
の
に
対
し
、
金
逸
が
持
参
し
た

の
は
「
高
麗
国
牒
状
」
と
称
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
岡

本 

二
〇
〇
七
〕。「
高
麗
国
牒
状
」
に
相
当
す
る
文
書
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い

が
、
一
二
九
二
年
に
忠
烈
王
が
書
簡
を
発
し
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
恭
愍
王
が
高
麗

国
王
と
し
て
の
立
場
で
発
し
た
書
簡
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

そ
の
後
、
一
三
七
七
年
に
九
州
探
題
今
川
了
俊
か
ら
の
「
書
」
に
対
し
て
「
書
」

で
返
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
麗
が
公
文
書
（
官
文
書
）
で
は
な
く
了
俊
の
「
書
」

を
模
倣
し
て
「
書
」
で
返
答
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〔
岡
本
二
〇
〇
七
〕。

こ
れ
以
後
、
書
簡
の
往
復
が
定
式
化
す
る
要
件
を
違
う
角
度
か
ら
考
え
て
み
た

い
。
従
来
、
高
麗
は
対
日
外
交
の
文
書
様
式
と
し
て
官
文
書
系
統
の
牒
・
啓
・
咨
文

を
使
用
し
て
き
た
が
、
牒
は
廃
れ
て
久
し
く
、
啓
に
は
名
分
上
の
問
題
が
つ
き
ま
と

う
。
ま
た
、
親
北
元
派
と
親
明
派
と
の
対
立
を
内
包
す
る
状
況
で
あ
る
と
は
い
え
、

一
三
七
八
年
九
月
に

王
は
明
の
洪
武
年
号
に
復
し
て
お
り
〔
末
松 
一
九
九
六
〕、

北
元
の
官
署
で
あ
る
征
東
行
省
の
名
で
咨
文
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
も

乏
し
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
倭
寇
取
締
の
要
請
先
で
あ
る
中
央
・
地
方
の
武
家
領

主
は
、
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
的
な
律
令
的
官
制
の
枠
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
存
在
で
あ

り
、
九
州
探
題
今
川
了
俊
お
よ
び
周
防
・
長
門
守
護
大
内
義
弘
と
の
外
交
文
書
の
往

復
に
あ
た
っ
て
、
既
存
の
官
文
書
様
式
の
使
用
は
不
便
で
あ
る
。
高
麗
側
は
主
体
的

な
対
日
外
交
を
展
開
す
る
う
え
で
、
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
を
選
択
・
使
用
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
中
世
日
本
の
武
家
社
会
に
お
い
て
は
、
書
札
様
文
書
（
私
文
書
様
式
）
が
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さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、本
稿
で
は
「
書
契
」
の
呼
称
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

敵
礼
関
係　

書
契
は
発
信
者
と
受
信
者
と
の
対
称
性
・
対
等
性
を
尊
重
す
る
様
式

で
あ
り
、
名
分
上
の
対
等
な
二
者
間
で
行
う
こ
と
を
大
原
則
と
す
る
。
こ
れ
は
「
敵て
き

礼れ
い

」
（
対
等
の
礼
）
と
い
う
儒
学
の
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
中
世
日
朝
関
係

は
、
日
本
中
世
社
会
の
分
権
性
を
反
映
し
、
上
は
「
日
本
国
王
」（
足
利
氏
）
か
ら
、

下
は
商
人
・「
倭
寇
」
に
至
る
ま
で
、
西
日
本
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
に
属

す
る
人
び
と
が
独
自
に
朝
鮮
と
の
通
交
（
外
交
・
貿
易
）
を
行
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

中
央
集
権
国
家
で
あ
る
朝
鮮
と
し
て
は
、
朝
鮮
国
王
と
日
本
国
王
と
の
敵
礼
関
係
を

頂
点
と
し
つ
つ
、
朝
鮮
の
官
制
に
対
応
さ
せ
る
か
た
ち
で
日
本
側
の
通
交
者
を
格
付

け
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
礼
曹
（
外
交
を
所
管
す
る
中
央
官
庁
）
の
長
官
で
あ
る
判
書
（
正
二

品
）
は
「
王
城
大
臣
」（
幕
閣
の
有
力
守
護
＝
大た
い

名め
い

）
と
敵
礼
と
な
り
、
参
判
（
従

二
品
）
は
「
巨
酋
」（
有
力
守
護
）、
参
議
（
正
三
品
）
は
「
対
馬
島
主
」（
対
馬
守

護
宗
氏
）、
佐
郎
（
正
六
品
）
は
「
諸
酋
」（
国
衆
・
僧
侶
・
商
人
な
ど
）
と
敵
礼
と

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
敵
礼
関
係
に
お
い
て
、
朝
鮮
側
は
国
王
、
お
よ
び
礼
曹
の
判

書
・
参
判
・
参
議
・
佐
郎
が
そ
の
称
号
・
官
名
と
姓
名
を
記
し
た
書
契
を
発
し
た
わ

け
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
形
式
的
・
便
宜
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
個
人
の
資

格
で
発
信
し
た
も
の
で
は
な
い
。
私
文
書
様
式
の
「
公
文
書
」
と
み
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。

書
契
の
形
態
・
様
式　

書
契
の
形
態
は
、
料
紙
の
大
き
さ
・
厚
さ
・
折
り
方
・

封
の
仕
方
な
ど
に
お
い
て
、
様
式
化
が
か
な
り
進
ん
で
い
た
。
先
行
研
究
〔
高

橋 

一
九
八
二
〕〔
伊
藤 

二
〇
〇
二
〕〔
米
谷 

二
〇
〇
二
〕〔
田
代 

二
〇
〇
七
〕に
拠
り
つ
つ
、

若
干
の
私
見
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

料
紙
は
概
ね
厚
手
で
大
型
で
あ
る
。
朝
鮮
側
は
い
わ
ゆ
る
「
国
書
」（
国
王
書
契
）

に
楮
紙
打
紙
を
使
用
し
た
。
日
本
側
は
「
国
書
」
に
雲
母
引
き
の
鳥
の
子
紙
を
使
用

4
日
本
―
朝
鮮
往
復
文
書
と
し
て
の
書
契

書
契
の
誕
生  

高
麗
王
朝
は
朝
鮮
王
朝
へ
と
交
代
す
る
が
、
書
簡
様
式
の
外
交

文
書
の
往
復
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
。
朝
鮮
の
対
外
関
係
は
、
明
へ
の
「
事

大
」、
日
本
・
琉
球
と
の
「
交
隣
」
を
基
本
と
し
た
が
、
朝
鮮
は
明
か
ら
「
交
隣
」

を
譴
責
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
常
に
抱
い
て
お
り
、
外
交
文
書
へ

の
押
印
に
は
「
印
信
」（
官
印
）
で
は
な
く
「
図
書
」（
私
印
）
を
使
用
し
た
〔
木

村 

二
〇
〇
七
〕。
そ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
に
、
文
書
様
式
も
官
文
書
で
は
な
く
私
文

書
の
「
書
契
」
（
書
簡
）
を
使
用
し
、
万
一
の
場
合
の
弁
明
の
道
を
確
保
し
て
お
い

た
の
で
あ
る
。
一
方
、
室
町
殿
が
朝
鮮
国
王
に
宛
て
た
国
書
（
書
契
）
は
、
朝
鮮
国

王
の
国
書
を
手
本
に
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
〔
橋
本 

一
九
九
七
〕、
そ
れ
以
外
の
日

本
側
通
交
者
の
書
契
も
朝
鮮
側
の
書
契
に
倣
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
書
契
」
は
朝
鮮
側
の
呼
称
で
あ
る
。
古
代
中
国
に
お
い
て
、「
書
契
」
は
「
契

約
」「
帳
簿
」
を
意
味
す
る
行
政
的
な
語
彙
で
あ
っ
た
が
、
秦
代
に
「
券
」
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
死
語
と
な
り
、
前
漢
代
に
儒
家
的
な
語
彙
と
し
て
復
活
し

た
の
ち
、
後
漢
代
に
は
「
文
字
」
の
古
雅
な
表
現
と
し
て
定
着
し
た
と
い
う
〔
山

田 

二
〇
〇
九
・
二
〇
一
三
〕。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
時
代
の
儒
者
官
僚
が
書
簡
を
意

味
す
る
雅
称
と
し
て
「
書
契
」
の
語
彙
を
選
択
・
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
日
本
で
は
「
書
」「
疏
」
な
ど
と
称
し
た
。
先
述
の
よ
う
に
、「
疏
」
は

「
書
」
よ
り
も
厚
礼
で
あ
り
、
上
行
文
書
と
し
て
使
用
す
る
書
簡
の
こ
と
で
あ
る
。

外
交
文
書
の
起
草
・
清
書
を
禅
僧
が
担
う
こ
と
が
多
く
、
彼
ら
が
書
簡
の
う
ち
上
行
・

厚
礼
の
も
の
を
指
し
て
「
疏
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
書
契
」
は
書
簡
の
一
類
型
に
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

実
際
、
近
世
日
本
で
は
「
書
簡
」「
書
翰
」な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る（
江
戸
幕
府
の『
書

物
方
日
記
』、
大
学
頭
林
家
の
『
朝
鮮
通
信
総
録
』
な
ど
）。
た
だ
し
、
前
近
代
日
本

の
外
交
文
書
に
お
い
て
、
日
朝
間
を
往
復
し
た
「
書
契
」
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め

る
こ
と
、
お
よ
び
「
書
契
」
が
他
国
間
の
書
簡
と
は
異
な
っ
て
明
瞭
な
様
式
化
が
な
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と
す
る
。
足
利
氏
は
国
王
号
を
忌
避
し
て
「
日
本
国
源
○
○
」
と
自
称
す
る
の
が
基

本
で
、
朝
鮮
国
王
を
「
朝
鮮
国
王
殿
下
」
と
称
し
た
。
朝
鮮
国
王
は
「
朝
鮮
国
王

李
○
」
と
自
称
し
、
足
利
氏
を
「
日
本
国
王
殿
下
」
と
称
し
た
。
国
王
以
下
の
文
書

往
復
に
お
い
て
は
、
日
本
側
通
交
者
は
「
日
本
国
対
馬
州
太
守
平
朝
臣
貞
国
」
の

よ
う
に
、「
日
本
国
」
＋
地
域
名
（「
〇
〇
州
」）
＋
職
名
（
唐
名
）
＋
本
姓
（
＋
姓か
ば
ね）

＋
諱
と
い
う
自
称
を
使
用
し
た
。
一
方
、
朝
鮮
官
人
は
朝
鮮
国
礼
曹
判
書
（
参
判
・

参
議
・
佐
郎
）
＋
姓
＋
諱
を
自
称
し
た
。
敬
称
は
国
王
間
で
の
み
「
殿
下
」
を
使
用

し
、
俗
人
間
で
は
「
閣
下
」「
足
下
」、
僧
侶
に
は
「
座
下
」「
睨
下
」
な
ど
を
使
用

し
た
。

結
尾
句
は
「
不
宣
」
と
す
る
の
が
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
日
本
側
通
交

者
が
結
尾
句
に
「
誠
惶
誠
恐
頓
首
謹
言
」
の
よ
う
な
至
極
丁
重
な
文
言
を
使
用
す
る

こ
と
も
あ
る
が
、
敵
礼
を
基
本
と
す
る
あ
り
方
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。
過
当
な
要

求
を
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
使
節
が
現
地
で
請
願
す
る
と
き
な
ど
に
見
受
け
ら
れ

る
。
年
月
日
は
、
朝
鮮
側
は
明
年
号
を
使
用
し
た
。
日
本
側
は
干
支
年
号
・
日
本
年

号
を
使
用
し
た
が
、
明
年
号
を
使
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

料
紙
は
奥
か
ら
折
り
た
た
み
、
最
後
に
封
書
を
す
る
。
こ
の
部
分
を
合ご
う

衿き
ん

と
称

し
、
い
わ
ゆ
る
「
国
書
」
（
国
王
書
契
）
の
場
合
は
糊
で
厳
封
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
合
衿
部
分
に
発
信
者
名
・
受
信
者
名
・
往
信
（
返
信
）
文
言
と
「
謹
封
」（
謹

み
て
封
ず
）
を
書
し
、
発
信
者
の
諱
に
重
ね
て
押
印
す
る
。

な
お
、
書
契
に
は
「
別べ
っ
ぷ
く幅
」
と
い
う
贈
品
目
録
を
添
え
る
こ
と
を
通
例
と
し
た
。

書
契
の
「
本
幅
」
と
同
様
の
料
紙
を
使
用
し
、
賜
物
・
贈
品
の
品
目
・
数
量
を
列
記

し
た
の
ち
、
結
尾
句
を
「
整
」
と
す
る
。
年
月
日
と
発
信
者
名
を
記
し
、
そ
の
諱
に

重
ね
て
押
印
す
る
。

5
日
本
―
琉
球
往
復
文
書
と
し
て
の
書
状
・
書
簡

琉
球
の
外
交
文
書
の
多
様
性　

琉
球
で
独
自
の
国
内
文
書
の
様
式
（
辞
令
書
）
が

登
場
す
る
の
は
、
中
央
集
権
化
が
進
ん
だ
十
六
世
紀
前
半
の
こ
と
で
あ
る
が
〔
高

し
た
が
〔
清
水 

二
〇
一
九
〕、
国
王
以
下
の
通
交
者
の
場
合
、
複
数
枚
の
楮
紙
・
竹

紙
を
貼
り
合
わ
せ
て
厚
み
を
も
た
せ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

本
文
は
楷
書
体
の
細
字
で
書
し
た
。
こ
れ
は
受
信
者
に
対
す
る
敬
意
の
表
現
で
あ

る
。
平
出
・
擡
頭
表
現
に
も
触
れ
て
お
く
と
、
受
信
者
に
対
す
る
敬
意
は
平
出
で
表

現
し
、
発
信
者
名
・
受
信
者
名
と
同
じ
高
さ
に
揃
え
る
。
こ
れ
は
両
者
の
敵
礼
関
係

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
両
国
の
上
位
者
（
国
王
な
ど
）
に
言
及
す
る
さ
い
は

一
字
擡
頭
す
る
。
礼
曹
書
契
を
例
に
と
る
と
、「
献
」（
国
王
へ
の
進
献
）、「
啓
」（
国

王
へ
の
上
申
）、「
給
」（
国
王
の
給
賜
）
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
平
出
・
擡
頭
の
対

象
文
言
が
来
な
い
か
ぎ
り
同
一
行
に
書
き
つ
づ
け
る
の
は
明
の
官
文
書
と
同
じ
で
あ

る
が
、
明
の
箚
付
が
料
紙
を
縦
遣
い
に
し
た
の
と
異
な
り
、
横
遣
い
で
あ
る
の
も
特

徴
で
あ
る
。
細
字
で
書
い
た
た
め
、
横
遣
い
で
も
行
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

文
体
は
基
本
的
に
散
文
な
い
し
日
用
文
で
あ
る
。
書
契
の
事
例
は
多
数
に
お
よ
ぶ

た
め
、
詳
細
な
分
析
を
経
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
務
的
な
内
容
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
散
文
・
日
用
文
に
近
く
な
り
、
逆
に
国
王
間
で
往
復
す
る
書
契
（
国
書
）

の
よ
う
な
儀
礼
的
な
内
容
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
四
六
駢

体
の
影
響
が
及
ん
で
く

る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

発
信
者
と
受
信
者
の
称
号
・
官
名
と
姓
名
を
同
じ
高
さ
か
ら
書
き
、
自
分
の
名

（
諱
）
に
重
ね
て
朱
方
印
を
押
し
た
。「
日
本
国
王
」（
足
利
氏
）
と
朝
鮮
国
王
は
、

そ
れ
ぞ
れ
外
交
専
用
の
国
王
印
で
あ
る
「
徳
有
鄰
」
印
と
「
為
政
以
徳
」
印
（
鍍
金

銀
印
）
を
押
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
「
図
書
」
と
呼
ば
れ
る
私
印
（
銅
印
）
で
あ
る

場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
図
書
の
印
文
は
、朝
鮮
官
人
は
本
貫
地
・
氏
族
名
（「
○

州
○
氏
」）、
日
本
側
通
交
者
は
諱
で
あ
る
。
足
利
氏
・
大
内
氏
以
外
は
、
朝
鮮
国
王

か
ら
給
賜
さ
れ
た
「
図
書
」
を
書
契
に
押
す
こ
と
で
、
そ
の
使
節
が
真
正
で
あ
る
こ

と
の
証
明
と
し
た
の
で
あ
る
。

本
文
の
冒
頭
句
は
、
往
信
な
ら
ば
発
信
者
名
＋
「
奉
書
」（
書
を
奉
る
）
＋
受
信
者

名
＋
敬
称
、
返
信
な
ら
ば
発
信
者
名
＋
「
奉
復
」（
復
し
奉
る
）
＋
受
信
者
名
＋
敬
称
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押
印
方
法
と
共
通
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
明
皇
帝
が
明
年
号
の
第
一
字
に
重
ね
て
押

印
で
き
た
の
に
対
し
、
臣
下
と
朝
鮮
国
王
・
陪
臣
は
第
二
字
以
下
に
重
ね
て
押
し
て

い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
（
第
二
章
・
第
三
章
参
照
）。
も
ち
ろ
ん
足
利
氏
の
御
内

書
に
は
日
本
年
号
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
明
皇
帝
に
憚
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
明

皇
帝
宛
の
表
文
に
お
い
て
明
年
号
の
第
二
字
に
押
印
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い

の
で
、
そ
う
し
た
遣
明
表
の
作
法
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う

だ
と
し
て
も
、
第
二
字
に
重
ね
て
押
印
す
る
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で

あ
り
、
日
本
年
号
の
第
二
字
に
押
印
し
た
の
は
、
天
皇
に
憚
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
〔
荒
木 

二
〇
一
八
〕。  

封
（「
封
章
」）
の
押
印
の
位
置
は
、「
琉
球
国
和
字
之
第
二
字
之
上
」
で
あ
る
。

『
砂
巌
』
の
録
文
に
よ
る
と
、
封
に
は
「
り
う
き
う
国
の
子〔
よ
〕の

ぬ
し
へ
」
と
書
し
て

い
る
の
で
、「
琉
球
国
和
字
」
と
は
仮
名
書
き
の
「
り
う
き
う
」
の
こ
と
で
、
そ
の

第
二
字
と
は
「
う
」
字
の
こ
と
と
な
る
。
印
影
の
上
端
・
下
端
を
正
確
に
知
る
こ
と

良 

一
九
八
七
〕、
外
交
文
書
は
国
家
形
成
期
の
十
四
世
紀
後
半
か
ら
既
に
存
在
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
間
的
な
差
異
は
、
海
外
貿
易
を
基
盤
と
し
て
国
家
を
形
成
し
た
琉
球

を
象
徴
し
て
い
る
。
も
と
も
と
独
自
の
文
書
体
系
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
、
外
交
文

書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
相
手
国
に
受
け
容
れ
ら
れ
や
す
い
文
書
様
式
を
抵
抗
な

く
採
用
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
琉
球
の
外
交
に
柔
軟
性
を
も
た
せ
る
要
素
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

明
・
朝
鮮
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
外
交
に
は
華
人
を
登
用
し
て
官
文
書
様
式
か

つ
漢
文
体
の
外
交
文
書
を
作
成
し
た
が
、
日
本
と
の
外
交
に
は
京
都
五
山
系
の
禅
僧

を
登
用
し
、
私
文
書
（
書
状
）
様
式
か
つ
漢
文
体
な
い
し
和
様
漢
文
体
の
外
交
文
書

を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
―
琉
球
間
で
は
書
状
・
書
簡
が
往

復
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
整
理
し
た
の
が
【
表
6
】
で
あ
る
。

足
利
氏
と
琉
球
国
王
と
の
「
書
状
」
の
往
復　

足
利
氏
（
将
軍
・
室
町
殿
）
は
琉

球
国
王
に
仮
名
書
き
の
「
御ご

内な
い

書し
ょ

」
を
発
し
、
琉
球
国
王
は
足
利
氏
を
直
接
の
宛
先

と
す
る
の
を
避
け
る
「
披ひ
ろ
う
じ
ょ
う

露
状
」
を
和
様
漢
文
体
で
作
成
し
、
上
下
関
係
を
設
定
し

た
〔
佐
伯 

一
九
九
四
〕。
い
ず
れ
も
日
本
の
書
札
様
文
書
で
あ
る
書
状
の
一
類
型
で
、

御
内
書
は
下
行
文
書
、
披
露
状
は
上
行
文
書
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
日
本
古
文
書
学

の
枠
組
み
で
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
外
交
文
書
の
様
式
と
し
て

使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
付
加
さ
れ
た
要
素
で
あ
る
押
印
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

琉
球
国
王
の
披
露
状
は
、
差
出
書
の
「
代
主
」
の
下
方
に
押
印
し
た
。
一
方
、
足

利
氏
の
御
内
書
は
、
遣
朝
鮮
国
書
（
書
契
）
に
も
使
用
さ
れ
る
「
徳
有
鄰
」
印
（
陽

刻
）
を
本
文
末
尾
・
封
・
別
幅
の
三
か
所
に
押
印
し
た
〔
佐
伯 

一
九
九
四
〕。
そ
の

根
拠
と
さ
れ
た
『
蔭
凉
軒
日
録
』
長
禄
三
年
十
二
月
十
四
日
条
に
は
「
御
書
之
後
、

年
号
第
二
字
之
上
印
之
、
封
章
上
、
畏
琉
球
国
和
字
之
第
二
字
之
上
印
之
、
折
紙
賜

物
之
後
印
之
、
三
所
謂
」
と
あ
る
。
押
印
の
位
置
を
よ
り
詳
し
く
み
る
と
、
本
文
末

尾
に
年
月
日
を
記
し
た
の
ち
、「
年
号
第
二
字
之
上
」
に
押
印
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

年
月
日
に
重
ね
て
押
印
す
る
の
は
東
ア
ジ
ア
の
皇
帝
・
国
王
文
書
お
よ
び
官
文
書
の

【図５】琉球国王宛御内書の封の押印方法（イメージ）
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初
見
事
例
は
一
四
六
一
年
に
第
一
尚
氏
王
朝
末
期
の
国
王
で
あ
る
尚
徳
が
島
津
忠

国
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
書
状
様
式
で
あ
る
が
、
文
体
は
漢
文
体
で
あ
り
、
忠
国

を
「
三
州
太
守
」
と
い
う
唐
名
で
呼
ん
で
い
る
。
十
五
世
紀
前
半
の
丁
重
な
代
主
書

状
と
比
較
す
る
と
、
忠
国
に
対
し
て
特
段
の
敬
意
を
払
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

書
状
は
、
一
四
五
〇
年
代
の
薩
摩
―
琉
球
間
の
境
界
紛
争
を
経
て
、
忠
国
側
か
ら

送
ら
れ
て
き
た
「
太
平
書
」（
和
睦
を
求
め
る
書
状
）
に
対
す
る
返
書
で
あ
る
。
琉

球
が
国
家
の
整
備
を
進
め
る
な
か
で
、
島
津
氏
と
の
対
等
関
係
を
築
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
第
二
尚
氏
王
朝
の
初
代
の
国
王
で
あ
る
尚
円
（
金
丸
）
は
、
島
津
立

久
に
披
露
状
を
送
っ
て
い
る
。
文
体
は
和
様
漢
文
体
、
書
止
文
言
は
「
恐
惶
謹
言
」、

形
式
上
の
宛
所
は
「
嶋
津
御
屋
形
御
奉
行
所
」
で
あ
る
。
時
期
は
未
詳
で
あ
る
が
、

琉
球
国
王
が
島
津
式
部
大
輔
（
久
逸
ヵ
）
に
宛
て
た
書
状
も
上
所
を
「
謹
上
」
と
し
、

形
式
上
の
宛
所
を
「
嶋
津
式
部
大
輔
殿
御
奉
行
所
」
と
す
る
披
露
状
で
あ
る
。
王
朝

交
代
後
の
王
権
が
不
安
定
な
状
況
に
お
い
て
、
島
津
氏
を
上
位
と
す
る
書
状
を
送
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

尚
真
の
治
世
に
な
る
と
、
古
琉
球
は
最
盛
期
を
迎
え
た
。
中
央
集
権
化
を
背
景

と
し
て
〔
高
良 

一
九
八
七
〕、
琉
球
国
王
の
皇
帝
擬
制
が
進
行
し
、
王
言
は
「
ミ

事
」
と
称
さ
れ
、
漢
文
の
場
合
は
「
詔
」「
勅
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
た
）
13
（

。
尚
真
期
の

一
五
二
〇
年
代
に
出
現
し
た
辞
令
書
の
冒
頭
に
「
し
よ
り
の
御
ミ
事
」
と
あ
る
こ
と

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
〔
高
良 

一
九
八
七
〕、
一
四
九
七
年
の
「
万
歳
嶺
記
」
に

は
早
く
も
「
奉
詔
」
の
文
言
が
み
え
る
。
そ
し
て
、
一
五
〇
八
年
の
尚
真
宛
の
島
津

忠
隆
書
簡
案
が
自
国
（
薩
摩
）
を
「
下
国
」
と
表
現
し
た
り
、
一
五
二
一
年
の
種
子

島
恵
時
宛
の
三
司
官
書
状
が
尚
真
の
王
命
を
「
綸
言
」
と
称
し
た
り
す
る
の
で
あ
る

〔
村
井 
二
〇
一
一
〕。

一
五
〇
八
年
の
島
津
忠
隆
書
簡
案
は
二
通
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
漢
文
体
で
あ
り
、

発
信
者
名
を
「
日
本
国
薩
隅
日
三
州
太
守
藤
原
忠
治
」、
上
所
・
受
信
者
名
・
敬
称

を
「
琉
球
国
王
殿
下
」「
拝
呈　

琉
球
国
王
殿
下
」
と
す
る
。
冒
頭
句
に
「
奉
復
」

は
で
き
な
い
が
、
お
お
む
ね
【
図
５
】
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
な
ろ
う
。
外
交
文

書
に
お
い
て
、
自
国
の
君
長
の
印
章
を
相
手
国
の
君
長
の
他
称
に
重
ね
て
押
す
な
ど

と
い
う
事
例
は
他
に
類
を
み
な
い
。
御
内
書
の
様
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
、
日
本
と
琉
球
と
の
上
下
関
係
を
強
調
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。『
蔭
凉
軒
日
録
』
の
記
主
で
あ
り
、
か
つ
御
内
書
の
製
書
に
あ
た
っ
た

季
瓊
真
蘂
は
、
本
紙
と
別
幅
の
押
印
に
つ
い
て
は
、
淡
々
と
「
印
之
」（
之
を
印
す
）

と
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
封
の
押
印
に
つ
い
て
は
、「
畏
琉
球
国
和
字
之
第
二
字
之

上
印
之
」（
畏
ま
り
て
琉
球
国
和
字
の
第
二
字
の
上
に
之
を
印
す
）
と
改
ま
っ
た
態

度
を
示
し
て
い
る
。
季
瓊
は
相
手
国
の
君
長
の
他
称
に
重
ね
て
押
印
す
る
こ
と
に
強

い
違
和
感
を
覚
え
つ
つ
押
印
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本
側
諸
勢
力
と
琉
球
の
書
状
・
書
簡
の
往
復　

日
本
中
世
社
会
の
分
権
性
を
反

映
し
、
足
利
氏
以
外
の
武
家
領
主
た
ち
も
琉
球
国
王
な
ど
と
書
状
・
書
簡
を
往
復
し

た
。
十
五
世
紀
前
半
に
遡
る
事
例
と
し
て
は
、
南
九
州
の
領
主
宛
と
み
ら
れ
る
代
主

（
尚
巴
志
ヵ
）
書
状
、
お
よ
び
琉
球
代
主
（
同
）
宛
・
王
将
軍
宛
の
細
川
持
之
書
状

案
が
あ
る
。
前
者
は
差
出
書
の
「
代
主
」
の
下
方
に
「
海
印
」
印
（
単
廓
朱
文
方
印
）

を
押
す
。
上
所
を
「
進
上
」
と
す
る
厚
礼
の
進
上
書
で
あ
る
が
、
書
止
文
言
（
結
尾

句
）
は
そ
れ
に
対
応
す
る
「
恐
惶
謹
言
」
で
は
な
く
「
恐
々
謹
言
」
で
あ
る
。
こ
れ

を
書
札
様
文
書
に
対
す
る
理
解
の
不
足
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
む
し
ろ
上
行
文

書
と
平
行
文
書
と
の
中
間
と
な
る
よ
う
調
整
し
た
結
果
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一

方
、
細
川
持
之
書
状
案
は
書
止
文
言
に
薄
礼
の
「
恐
々
」
を
使
用
し
て
お
り
、
下
行

文
書
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
。
王
将
軍
宛
の
書
止
文
言
も
「
恐
々
」

で
あ
り
、
琉
球
国
王
と
「
将
軍
」
と
の
格
差
を
考
慮
し
て
い
な
い
。

  

十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
事
例
は
、
ほ
と
ん
ど
が
島
津
氏

―
琉
球
間
を
往
復
し
た
書
状
・
書
簡
で
あ
り
、
現
存
例
は
「
島
津
家
文
書
」
の
な

か
に
集
中
的
に
確
認
さ
れ
る
〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
一
七
〕。
こ
こ
で
は
島
津

氏
当
主
―
琉
球
間
の
往
復
書
状
を
中
心
と
し
て
検
討
し
た
い
。　
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（
返
信
）
と
「
奉
書
」（
往
信
）、
結
尾
句
に
「
誠
惶
恐
誠
敬
白
」
と
「
恐
惶
頓
首
敬

白
」
を
使
用
す
る
。
一
方
、
一
五
一
八
年
の
忠
隆
書
状
案
は
、
和
様
漢
文
体
で
あ
る
。

敬
称
に
「
殿
下
」
よ
り
下
位
の
「
閣
下
」
を
使
用
し
て
は
い
る
も
の
の
、
書
出
文
言

を
「
謹
令
啓
候
」、
書
止
文
言
を
「
恐
惶
敬
白
」、
上
所
を
「
進
上
」
と
す
る
厚
礼
の

進
上
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
忠
隆
書
状
は
琉
球
国
王
へ
の
上
行
文
書
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

  
島
津
氏
領
国
の
混
乱
を
背
景
と
し
て
両
者
間
の
関
係
は
い
っ
た
ん
希
薄
と
な
っ
た

が
、一
五
五
〇
年
代
か
ら
密
接
な
関
係
が
築
か
れ
る
こ
と
に
な
る
〔
荒
木 

二
〇
〇
六
〕。

島
津
氏
当
主
と
琉
球
国
王
の
往
復
文
書
の
様
式
を
概
観
す
る
と
、
書
状
と
書
簡
と
の

区
別
が
曖
昧
な
も
の
が
多
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

島
津
貴
久
の
一
五
五
六
年
の
書
簡
案
は
冒
頭
句
に
「
謹
奉
復
」
を
使
用
し
、

一
五
五
九
年
の
書
状
案
は
上
所
を
「
進
上
」、
書
止
文
言
を
「
恐
惶
敬
白
」
と
す
る

進
上
書
で
あ
る
。
一
五
七
〇
年
三
月
一
日
の
島
津
貴
久
書
状
案
は
「
恐
惶
不
宣
」
と

あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
翌
二
日
付
の
島
津
義
久
書
状
案
は
上
所
を
「
進
上　

拝
呈
」

と
し
、
書
止
文
言
を
「
頓
首
恐
惶
不
宣
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
一
五
七
〇
年
と

一
五
七
四
年
の
義
久
宛
の
尚
元
・
尚
永
書
状
は
、
上
所
に
「
進
献
」「
進
上
」
を
使

用
す
る
進
上
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
五
七
〇
年
代
前
半
に
は
琉
球
を
上
位
、

島
津
氏
を
下
位
と
す
る
非
対
称
な
関
係
で
は
な
く
、
相
互
に
進
上
書
を
使
用
す
る
対

等
な
関
係
に
変
化
し
て
い
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、一
五
八
〇
年
以
降
の
尚
永
書
状
と
尚
寧
書
状
は
謹
上
書
に
変
化
す
る
。

一
五
七
五
年
の
外
交
上
の
衝
突
（「
紋
船
一
件
」）
を
経
て
、
琉
球
側
は
島
津
氏
側
へ

の
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
書
札
礼
の
面
で
は
島
津
氏
を
格
下
げ

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
義
久
は
一
五
八
一
年
に
進
上
書
を
二
回
使
用
し

て
お
り
、
高
圧
的
な
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
も
、
琉
球
国
王
の
面
目
を
尊
重
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、一
五
八
五
〜
九
二
年
に
は
進
上
書
と
謹
上
書
が
混
在
す
る
。

島
津
氏
が
九
州
の
ほ
ぼ
全
域
を
掌
握
し
た
の
も
束
の
間
、
豊
臣
政
権
に
降
伏
・
従
属

す
る
と
い
う
変
動
の
激
し
い
時
期
で
あ
る
が
、
琉
球
と
の
儀
礼
上
の
関
係
を
対
等
に

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
義
久
書
状
は
花
押
だ
け
で
な
く
、
外
交
文
書
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
花

押
に
重
ね
て
「
義
久
」
印
（
三
重
廓
朱
文
方
印
）
を
押
す
。
尚
寧
書
状
も
「
中
山
王
」

の
差
出
書
の
下
方
に
「
首
里
之
印
」（
単
廓
朱
文
方
印
）
を
押
し
た
。
た
だ
し
、「
首

里
之
印
」
は
首
里
王
府
の
官
印
と
み
ら
れ
〔
濱
地 

二
〇
一
七
〕、
朝
鮮
の
「
国
書
」

（
国
王
書
契
）
に
国
王
印
（
宝
印
）
が
押
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
。
私
文
書
と
官
文

書
の
折
衷
様
式
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

島
津
氏
側
の
書
簡
・
書
状
は
案
文
で
あ
る
た
め
、
正
本
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
保

証
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
琉
球
国
王
と
の
往
復
書
簡
・
書
状
の
様
式
は
対
等
性
・

対
称
性
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
現
実
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
応
じ
て
変
化
し
つ
づ
け

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
一
五
八
〇
年
代
後
半
に
み
ら
れ
た
対
等
性
・

対
称
性
は
、
一
六
〇
九
年
に
島
津
氏
が
琉
球
を
従
属
さ
せ
た
こ
と
で
消
滅
し
、
そ
れ

以
後
は
島
津
氏
を
上
位
、
琉
球
を
下
位
と
す
る
か
た
ち
の
書
状
が
往
復
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

6
日
本
―
東
南
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
往
復
外
交
文
書
と
し
て
の
書
簡

十
六
世
紀
後
半
以
降
、
日
本
の
対
外
交
流
の
範
囲
が
従
来
の
東
ア
ジ
ア
に
と
ど
ま

ら
ず
、
地
球
規
模
に
ま
で
拡
大
し
、
大
友
氏
・
島
津
氏
・
松
浦
氏
な
ど
の
九
州
の

戦
国
大
名
が
先
駆
的
に
東
南
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
外
交
を
開
始
し
た
。

そ
れ
に
あ
た
り
、
各
国
の
君
主
な
ど
と
の
外
交
文
書
の
往
復
が
必
須
と
な
る
が
、
そ

こ
で
採
用
さ
れ
た
の
は
、
私
文
書
様
式
の
「
書
簡
」
で
あ
っ
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
王
・
イ
ン
ド
副
王
・
イ
ン
ド
地
方
区
長
な
ど
と
の
往
復
書
簡
は

『
カ
ル
タ
ス
・
デ
・
ジ
ャ
パ
ン
』（
一
五
七
〇
年
刊
）
の
録
文
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
文
）

が
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
〔
村
上 

一
九
二
九
〕。
近
年
で
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
と
の

往
復
書
簡
に
関
す
る
調
査
研
究
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
〔
伊
川 

二
〇
〇
七
〕。

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
訳
さ
れ
た
書
簡
お
よ
び
そ
の
録
文
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
地
で
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
訳
の
ベ
ー
ス
と
な
る
和
文
に
関
し
て
は
、
ロ
ー
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る
。
さ
し
あ
た
り
、
律
令
的
官
制
と
距
離
を
お
い
た
武
家
社
会
に
お
い
て
、
私
文
書

様
式
が
「
公
文
書
」
の
広
範
な
用
途
に
適
用
さ
れ
、
か
つ
武
家
外
交
に
お
い
て
も
書

簡
様
式
が
外
交
文
書
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
、
中
世
日
本
の
国
際
関
係
の
多
様
性
・

柔
軟
性
を
担
保
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

7
豊
臣
政
権
の
往
復
外
交
文
書
と
し
て
の
書
簡                         

豊
臣
政
権
期
に
は
外
交
文
書
を
往
復
す
る
相
手
国
が
増
加
す
る
。
豊
臣
秀
吉
お
よ

び
豊
臣
政
権
内
の
人
物
の
名
で
往
復
す
る
書
簡
が
見
出
さ
れ
る
（【
表
７
】）。
こ
こ

で
は
秀
吉
の
往
復
書
簡
に
絞
っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

秀
吉
の
往
信
書
簡
と
し
て
は
、
朝
鮮
国
王
・
琉
球
国
王
宛
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
副

王
・「
小
琉
球
」（
ス
ペ
イ
ン
領
フ
ィ
リ
ピ
ン
）・「
高
山
国
」（
台
湾
）
宛
の
も
の
が

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
漢
文
書
簡
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
華
人
の
媒
介
が
想
定
さ
れ
る

が
、
か
つ
て
室
町
殿
が
仮
名
文
の
「
御
内
書
」
を
使
用
し
て
い
た
琉
球
に
対
し
て

も
、
秀
吉
は
漢
文
書
簡
を
適
用
し
た
の
で
あ
り
、
外
交
文
書
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を

漢
文
書
簡
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
指
向
が
看
取
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
漢
文
を
雅
文
と
し
て
最
上
位
に
位
置
づ
け
た
の
は
、
外
交
文
書
の
起

草
・
作
成
者
で
あ
る
西
笑
承
兌
（
相
国
寺
鹿
苑
院
主
）
の
発
案
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、漢
文
体
と
は
い
っ
て
も
、書
簡
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
な
お
、

徳
川
政
権
も
漢
文
書
翰
を
継
承
し
、
そ
の
起
草
業
務
は
西
笑
承
兌
か
ら
金
地
院
崇
伝

へ
引
き
継
が
れ
た
の
ち
、大
学
頭
林
家
の
世
襲
的
な
職
務
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が〔
田

中 

一
九
九
六
〕、
幕
末
の
安
政
条
約
の
締
結
後
、
林
家
の
職
務
は
外
国
奉
行
に
移
管

さ
れ
、
雅
文
は
漢
文
か
ら
仮
名
文
（
漢
字
仮
名
混
淆
文
）
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
な

る
〔
上
白
石 

二
〇
一
一
〕。

「
小
琉
球
」（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
充
て
の
秀
吉
書
簡
案
は
、
き
わ
め
て
高
圧
的
な
内
容

を
含
む
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
長
官
の
使
節
で
あ
る
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
要
求
に
応

じ
て
書
き
換
え
が
な
さ
れ
て
反
故
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
〔
柳
田 

一
九
八
七
〕〔
高

瀬 

一
九
九
八
〕、
秀
吉
書
簡
の
様
式
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
敬
意
表
現
に
着
目
す

マ
教
皇
充
て
の
大
友
宗
麟
和
文
書
簡
（
津
久
見
市
蔵
）
や
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
充
て
の

大
村
純
忠
和
文
書
簡
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
）
が
確
認
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も

様
式
的
に
は
書
状
（
書
札
様
文
書
）
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
年
付
は
西
暦
で
あ

る
。
本
文
が
仮
名
文
（
漢
字
仮
名
混
淆
体
）
で
記
さ
れ
る
の
は
、
翻
訳
を
意
識
し
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
欧
文
に
翻
訳
す
る
に
あ
た
り
、
漢
文
か
ら
欧
文
に
翻
訳
す
る
よ
り

は
、
和
文
か
ら
欧
文
に
翻
訳
す
る
ほ
う
が
容
易
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

暹
羅
国
王
宛
て
松
浦
鎮
信
書
簡
案
（
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
）、
大
友
宗
麟
宛
て
柬

埔
寨
国
王
浮
喇
哈
力
汪
加
書
簡
写
と
同
人
宛
て
島
津
義
久
書
簡
写
（『
頌
詩
』
所
収
）

は
、
い
ず
れ
も
漢
文
で
記
さ
れ
る
。
漢
字
文
化
圏
で
は
な
い
シ
ャ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア

と
漢
文
書
翰
を
往
復
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
華
人
に
よ
る
翻
訳
を
媒
介
と
す
る
外
交

が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
な
お
、
松
浦
鎮
信
書
簡
案
は
、
様
式
・
文
言

と
も
に
独
特
で
熟
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
書
簡
を
作
成
し
た
様

子
が
窺
え
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
大
村
純
忠
宛
・
松
浦
隆
信
宛
ロ
ー
マ
教
皇
書
簡
（
一
五
七
三

年
）、
大
友
宗
麟
宛
ロ
ー
マ
教
皇
宛
書
簡
（
一
五
七
八
年
）、
フ
ェ
リ
ペ
二
世
宛
・

ロ
ー
マ
教
皇
宛
の
大
友
宗
麟
書
簡
・
有
馬
晴
信
書
簡
・
大
村
純
忠
書
簡
（
一
五
八
二

年
）、
ロ
ー
マ
教
皇
宛
大
友
宗
麟
書
簡
（
一
五
八
四
年
）、
ロ
ー
マ
教
皇
宛
大
友
宗

麟
書
簡
（
二
通
）・
大
村
純
忠
書
簡
・
有
馬
晴
信
書
簡
（
一
五
八
五
年
）、
ロ
ー
マ

教
皇
宛
大
村
喜
前
書
簡
・
有
馬
晴
信
書
簡
（
一
五
九
〇
年
）
な
ど
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
に
所
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
〔
伊
川 

二
〇
〇
七
〕。

本
稿
で
は
十
分
な
検
討
に
ま
で
至
ら
な
い
も
の
の
、
東
南
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
と
き
、
外
交
文
書
に
は
私
文
書
様
式
の
書
簡
（
レ

タ
ー
）
を
使
用
す
る
の
が
普
通
な
の
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
が
自
国
の
皇
帝
・

天
皇
・
国
王
文
書
や
官
文
書
の
様
式
を
外
交
文
書
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
う

が
、
む
し
ろ
特
殊
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

中
国
王
朝
と
周
辺
諸
国
が
普
遍
的
に
有
す
る
華
夷
意
識（
な
い
し
秩
序
）と
い
う
フ
ィ

ル
タ
ー
を
取
り
外
し
て
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
書
簡
の
往
復
を
見
直
す
必
要
が
あ
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の
ロ
ー
マ
教
皇
宛
の
伊
達
政
宗
書
簡
（
和
文
・
ラ
テ
ン
語
文
）
の
ほ
か
、
十
七
〜

十
九
世
紀
の
朝
鮮
国
王
宛
の
徳
川
将
軍
国
書
と
礼
曹
参
判
宛
の
老
中
書
契
な
ど
も
、

そ
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
豊
臣
期
の
受
信
書
簡
の
現
存
例
と
し
て
は
、
安
南
国
副
都
堂
福
義
侯

で
あ
る
阮
某
の
書
簡
が
確
認
さ
れ
る
。
漢
文
の
書
簡
で
あ
り
、「
粛
書
／
日
本
国
〇

国
王
」（
粛
み
て
日
本
国
〇
国
王
に
書
す
）
と
書
す
。「
〇
」
は
闕
字
（
空
格
）
を
示

す
記
号
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の
近
世
文
書
や
石
刻
で
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
〔
蓮
田
・

米
谷 

二
〇
一
九
〕。
文
末
を
「
茲
書
」（
茲
に
書
す
）で
結
び
、
左
上
（
奥
上
）に
「
書

｜
（
押
字
）」
を
墨
摺
す
る
。
阮
某
が
発
し
た
「
書
」（
書
簡
）
で
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
朱
方
印
（
官
印
）
を
年
号
の
二
字
目
（「
興
」）
に
か
け
て
押

す
こ
と
か
ら
、
私
文
書
と
官
文
書
と
の
折
衷
様
式
の
一
例
と
い
え
る
。

国
王
へ
の
敬
称
を
「
座
下
」
と
し
た
り
、
何
度
も
「
国
王
」
と
呼
び
捨
て
に
す
る

な
ど
、「
漢
字
文
化
圏
の
外
交
文
書
書
式
に
対
す
る
知
識
不
足
」
が
見
受
け
ら
れ
る

も
の
の
、
平
出
・
闕
字
は
「
自
分
た
ち
の
常
識
に
則
っ
た
形
で
敬
意
」
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
〔
蓮
田
・
米
谷 

二
〇
一
九
〕。

現
存
例
で
は
な
い
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
長
官
の
使
者
で
あ
る
ド
ミ
ニ
コ
会
士
フ
ァ

ン
・
コ
ボ
（
羨
高
茂
）
の
書
簡
写
に
も
注
目
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
も
漢
文
書
簡
で
あ

り
、
文
末
に
は
常
套
句
の
「
不
宣
」
が
み
え
る
。
擡
頭
・
闕
字
を
駆
使
し
て
お
り
、

「
天
帝
」（
キ
リ
ス
ト
教
の
神
）
を
二
字
擡
頭
、「
皇
帝
」（
ス
ペ
イ
ン
国
王
）
と
「
殿

下
」（
秀
吉
）
を
一
字
擡
頭
、「
本
国
王
」（
フ
ィ
リ
ピ
ン
長
官
）
は
平
出
と
し
、「
帝

都
」（
マ
ド
リ
ー
ド
）
と
「
貴
国
」（
日
本
）
に
闕
字
を
施
す
。
ド
ミ
ニ
コ
会
士
と

し
て
の
立
場
で
、「
天
帝
」
を
戴
き
な
が
ら
、
秀
吉
と
ス
ペ
イ
ン
国
王
（
フ
ェ
リ
ペ

二
世
）
を
対
等
な
関
係
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ァ
ン
・
コ
ボ
が「
判
」

（
サ
イ
ン
）
と
「
印
」
を
加
え
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
書
簡
に
押
印
す
る
と

い
う
文
化
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
由
来
の
も
の
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
由
来
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
ン
・
コ
ボ
書
簡
は
中
国
の
官
文
書
・
私
文
書
様
式
の

影
響
を
受
け
な
が
ら
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。       

る
と
、「
日
本
」「
本
朝
」
を
平
出
し
て
「
小
琉
球
」
に
対
す
る
優
位
性
を
主
張
す
る

が
、
自
称
の
「
予
」
に
は
何
ら
処
置
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
相
手
側
の
「
賢

太
守
」（
フ
ィ
リ
ピ
ン
長
官
）
と
「
干
系
蠟
」（
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
）

に
は
闕
字
を
施
し
て
一
定
の
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。

平
出
・
闕
字
は
日
本
の
書
札
様
文
書
で
も
使
用
さ
れ
る
も
の
で
、
と
く
に
平
出
は

院
宣
・
綸
旨
・
令
旨
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
平
出
が
「
日
本
」「
本
朝
」

の
文
言
に
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
日
本
国　

前
関
白
」
と
い
う
肩
書
に
鑑
み

れ
ば
、
秀
吉
は
「
日
本
」（「
本
朝
」）
の
天
皇
の
臣
下
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
〔
跡

部 

二
〇
一
六
〕、
綸
旨
な
ど
に
み
ら
れ
る
平
出
表
現
を
援
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
も
っ
ぱ
ら
「
日
本
国
源
某
」
と
自
称
し
た
室
町
殿
や
徳
川
将
軍
と
は
異
な
り
、

「
関
白
」
な
い
し
「
前
関
白
」
と
し
て
外
交
を
行
う
秀
吉
独
自
の
立
場
が
反
映
さ
れ

た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
で
、「
豊
臣
」
印
（
金
印
〔
岩
生 

一
九
八
六
〕）
は
中

国
の
皇
帝
文
書
・
官
文
書
の
よ
う
に
年
号
に
重
ね
て
押
す
の
で
は
な
く
、「
日
本
国　

前
関
白
」
の
「
白
」
字
に
か
け
て
押
し
て
い
る
。
秀
吉
朱
印
状
に
お
け
る
朱
印
と
お

な
じ
く
、
秀
吉
と
い
う
個
人
の
人
格
性
を
表
現
し
た
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の

よ
う
に
、
漢
文
体
の
書
簡
の
な
か
に
も
、
日
本
の
書
札
様
文
書
の
影
響
が
見
出
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

秀
吉
書
簡
が
金
銀
泥
の
装
飾
を
凝
ら
し
た
厚
手
の
鳥
の
子
紙
を
使
用
す
る
の
も

特
徴
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
秀
吉
が
装
飾
豊
か
な
イ
ン
ド
副
王
書
簡
を
意
識
し
た
こ

と
に
端
を
発
し
、
諸
外
国
に
自
ら
の
権
威
を
示
そ
う
と
し
た
た
め
と
さ
れ
る
〔
岩

生 

一
九
八
六
〕〔
清
水 

二
〇
一
九
〕。
従
来
、
室
町
殿
の
明
皇
帝
宛
の
表
文
に
は
雲
母

引
き
の
鳥
の
子
紙
（『
蔭
凉
軒
日
録
』
明
応
二
年
二
月
十
二
日
条
）、
朝
鮮
国
王
へ
の

書
契
（
国
書
）
に
は
高
檀
紙
〔
清
水 

二
〇
一
九
〕、
琉
球
国
王
へ
の
御
内
書
に
も
高

檀
紙
（『
砂
巌
』）
が
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
秀
吉
書
簡
の
料
紙
は
、
先
行

す
る
雲
母
引
き
の
鳥
の
子
紙
を
よ
り
装
飾
的
に
仕
立
て
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
れ
を
嚆
矢
と
し
て
、
金
銀
泥
を
引
い
た
り
、
金
銀
の
砂
子
・
箔
を
散
ら
し
た
り

し
た
鳥
の
子
紙
を
使
用
す
る
外
交
文
書
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
十
七
世
紀
初
期
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お
わ
り
に

中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
を
特
徴
づ
け
る
書
簡
様
式
（
私
文
書
様
式
）
の
外
交

文
書
の
存
在
意
義
に
絞
っ
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

明
は
周
辺
諸
国
と
の
間
で
、
皇
帝
と
の
上
行
・
下
行
文
書
（
表
文
・
詔
書
な
ど
）

の
往
復
、
お
よ
び
官
庁
間
で
の
平
行
文
書
（
咨
文
な
ど
）
の
往
復
を
原
則
と
し
、
国

内
文
書
と
外
交
文
書
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
周
辺
諸
国
間
で
は
、

む
し
ろ
私
文
書
様
式
の
「
書
簡
」
で
外
交
文
書
を
往
復
す
る
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
み
た
と
き
、
中
世
日
本
の
武
家
外
交
は
、
基
本
的
に
書
簡
様
式
の

外
交
文
書
に
も
と
づ
き
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
明
と
の
往
復
外
交
文
書
は
む

し
ろ
例
外
的
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
武
家
外
交
に
お
け
る
書
簡
様
式
の
使
用

と
い
う
現
象
は
、
武
家
社
会
に
お
け
る
書
札
様
文
書
の
公
文
書
化
と
い
う
現
象
と
通

底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
国
際
交
流
の
範
囲
が
地
球
規
模
に
拡
大
す
る
な

か
で
、
非
漢
字
文
化
圏
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
関
係
構
築

に
あ
た
り
、
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
は
二
者
間
の
摩
擦
を
低
減
さ
せ
る
作
用
を
発
揮

し
た
と
い
え
よ
う
。　

こ
う
し
た
国
際
交
流
の
多
様
性
は
近
世
に
は
制
約
を
う
け
、
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」

（
四
つ
の
口
）
が
確
立
し
、
徳
川
幕
府
の
外
交
は
朝
鮮
・
琉
球
・
オ
ラ
ン
ダ
を
対
象

と
し
た
も
の
に
収
斂
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
幕
末
開
港
期
に
再
び
多
様
化
が
進
む

な
か
で
、
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
が
諸
外
国
と
の
関
係
構
築
の
潤
滑
油
と
な
っ
た
と

見
通
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
一
方
で
、
古
代
の
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
か
ら
の
連
続
性
を
よ
り
厳
密
に
検

証
す
る
必
要
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
古
代
の
書
簡
が
録
文
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な

い
の
に
対
し
、
中
世
の
書
簡
は
原
本
や
原
情
報
を
伝
え
る
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。

史
料
の
残
存
状
況
の
差
異
と
そ
れ
に
起
因
す
る
方
法
論
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、
様
式
・
形
態
の
両
面
を
具
体
的
に
知
り
う
る
中
世
の
書
簡
を
ベ
ー

ス
と
し
て
、
古
代
の
書
簡
と
比
較
検
討
す
る
と
い
う
手
法
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
通
時
的
な
視
野
か
ら
の
把
握
を
試
み
る
こ
と
で
、
前
近
代
日
本
の
往

復
外
交
文
書
、
ひ
い
て
は
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
往
復
外
交
文
書
に
お
い
て
書
簡
様
式

が
存
在
し
つ
づ
け
た
こ
と
の
意
義
が
明
確
と
な
り
、
多
分
に
華
夷
意
識
（
秩
序
）
を

前
提
と
し
て
作
成
さ
れ
た
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書
と
官
文
書
の
存
在
意
義
を
相
対

化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
あ
え
て
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
過
大
な
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
た
め
、

事
例
の
遺
漏
や
誤
解
・
曲
解
、
論
証
不
足
の
点
が
多
々
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
中

世
日
本
往
復
外
交
文
書
を
様
式
論
的
に
理
解
し
、
こ
れ
を
「
東
ア
ジ
ア
古
文
書
学
」

の
な
か
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註
（
1
）
高
橋
氏
が
提
唱
す
る
「
書
式
外
交
文
書
」
と
「
咨
式
外
交
文
書
」
と
い
う
概
念
規
定
は
必
ず

し
も
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。
咨
文
の
様
式
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
も
、
書
簡
の
要
素
が
混

入
し
た
外
交
文
書
を
「
書
式
外
交
文
書
」
の
範
疇
に
含
め
て
い
る
点
に
は
批
判
が
あ
り
〔
橋

本 

二
〇
〇
五
〕、
本
稿
第
五
章
で
論
じ
る
よ
う
に
「
書
式
外
交
文
書
」
を
「
中
国
式
書
簡
文
」

と
定
義
す
る
こ
と
に
も
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
高
橋
氏
の
研
究
は
、
十
五
世
紀
東
ア
ジ
ア
の

国
際
関
係
に
お
い
て
、
大
別
し
て
「
書
式
外
交
文
書
」
と
「
咨
式
外
交
文
書
」
と
い
う
二
系
統

の
外
交
文
書
が
併
存
し
た
こ
と
、
前
者
が
主
流
を
な
し
た
こ
と
、
両
者
が
混
淆
・
折
衷
し
た
様

式
も
存
在
し
た
こ
と
な
ど
を
示
し
た
も
の
で
、
外
交
文
書
の
様
式
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
示

唆
に
富
む
。
本
稿
は
外
交
文
書
の
様
式
を
、
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書
、
官
文
書
、
私
文
書
の

三
系
統
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
咨
式
外
交
文
書
」は
官
文
書
様
式
に
含
ま
れ
、

「
書
式
外
交
文
書
」
は
私
文
書
様
式
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
2
）
小
島
浩
之
氏
は
、
唐
代
の
「
公
文
」
と
「
非
公
文
」
の
概
念
を
整
理
し
、「
公
文
」
は
「
王
言
」

「
準
王
言
」「
皇
帝
上
呈
文
書
」「
官
文
書
」
を
含
み
、「
非
公
文
」
は
「
私
文
書
」
に
相
当
す
る

と
説
明
す
る
〔
小
島 

二
〇
一
八
〕。
本
稿
で
い
う
「
皇
帝
・
天
皇
・
国
王
文
書
」
は
「
王

言
」、「
官
文
書
」
は
「
官
文
書
」、「
皇
帝
・
天
皇
へ
の
上
行
文
書
」
は
「
皇
帝
上
呈
文
書
」
に

対
応
す
る
。「
皇
帝
・
天
皇
宛
の
上
行
文
書
」
と
い
う
熟
れ
な
い
表
現
を
し
た
の
は
、
特
定
の

文
書
様
式
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
小
島
氏
の
い
う
私
文
書
と

は
、
個
人
間
の
契
約
文
書
な
ど
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
官
人
個
人
か
ら
皇
帝
に
捧
げ
る
文

書
（
表
・
状
の
一
部
と
牋
・
啓
）
を
含
む
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
個
人
名
で
発
信
さ
れ
る
文
書
＝
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相
田
二
郎　

一
九
四
九
『
日
本
の
古
文
書
』
上
（
岩
波
書
店
）

相
田
二
郎　

一
九
五
一
『
日
本
の
古
文
書
』
下
（
岩
波
書
店
）

赤
木
崇
敏　

二
〇
一
七
「
地
方
行
政
を
仲
介
す
る
文
書
た
ち
」（
同
他
共
著
『
元
典
章
が
語
る
こ
と
』、

大
阪
大
学
出
版
会
）

跡
部　

信　

二
〇
一
六
『
豊
臣
政
権
の
権
力
構
造
と
天
皇
』（
戎
光
祥
出
版
）

荒
木
和
憲　

二
〇
〇
六
「
一
五
・
一
六
世
紀
の
島
津
氏
―
琉
球
関
係
」（『
九
州
史
学
』
一
四
三
）

荒
木
和
憲　

二
〇
〇
八
「
文
永
七
年
二
月
日
付
大
宰
府
守
護
所
牒
の
復
元
」（『
年
報
太
宰
府
学
』
二
）

荒
木
和
憲　

二
〇
一
八
「
公
印
を
日
付
の
ど
こ
に
押
す
の
か
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
図
録
『
日

本
の
中
世
文
書
』）

荒
木
和
憲　
二
〇
二
〇
「
中
世
日
本
の
往
復
外
交
文
書
」（
小
島
道
裕
・
田
中
大
喜
・
荒
木
和
憲
編
『
古

参
考
文
献

「
非
公
文
」＝「
私
文
書
」と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
も
個
人
名
で
発
信
さ
れ
る
文
書
（
私

信
形
式
の
文
書
）
を
私
文
書
様
式
と
と
ら
え
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
「
書
簡
」
を
位
置
づ
け
る
。

ま
た
、「
皇
帝
・
天
皇
へ
の
上
行
文
書
」
は
、
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
私
文
書
様
式
を
ベ
ー

ス
と
し
つ
つ
、
官
文
書
様
式
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

（
3
）
小
島
浩
之
氏
は
、「
形
式
」
を
「
媒
体
・
記
録
材
料
・
書
体
・
印
璽
・
定
型
句
・
字
配
り
・

避
諱
・
敬
意
表
現
・
署
名
順
序
・
日
付
の
書
き
方
な
ど
の
文
書
の
構
成
要
素
」、「
様
式
」
を

「
こ
れ
ら
の
形
式
を
組
み
合
わ
せ
た
総
体
を
指
す
も
の
」
と
定
義
す
る
〔
小
島 

二
〇
一
八
〕。

本
稿
で
設
定
す
る
「
様
式
」
と
「
形
態
」（
視
覚
的
情
報
）
と
い
う
区
分
の
仕
方
、
お
よ
び
諸

要
素
の
振
り
分
け
方
は
多
く
の
異
論
を
惹
起
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
録
文
（
究
極
的
に

は
そ
の
刊
本
）
か
ら
知
り
う
る
文
字
情
報
（
テ
キ
ス
ト
）
だ
け
で
も
識
別
で
き
る
「
様
式
」
と
、

現
存
例
に
も
と
づ
か
な
け
れ
ば
知
り
え
な
い
（
な
い
し
は
知
り
が
た
い
）
非
文
字
情
報
＝
視

覚
的
情
報
＝
「
形
態
」
を
区
別
し
て
み
よ
う
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
）
押
印
が
日
付
上
だ
け
で
な
く
、
全
面
に
わ
た
っ
て
加
え
ら
れ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
〔
中
野
一
九
八
四
〕、「
日
月
上
一
踏
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
日
付
に
重
ね
て
ひ
と
つ
だ
け
押

印
し
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
中
国
国
家
博
物
館
所
蔵
品
を
瞥
見
す
る
と
、
太
祖
誥
命
（
一
三
九
一
年
）
は
第
二
字
（
洪
武

の
「
武
」）
の
半
分
、
太
祖
誥
命
（
一
三
九
二
年
）
は
第
二
字
の
下
端
、
英
宗
勅
諭
（
一
四
四
八

年
）
は
第
一
字
（
正
統
の
「
統
」）
の
下
端
、
憲
宗
勅
諭
（
一
四
八
〇
年
）
は
第
二
字
（
成
化
の

「
化
」）
の
上
端
、
孝
宗
勅
書
（
一
四
九
一
年
）
は
第
一
字
（
弘
治
の
「
治
」）
の
半
分
、
武
宗
勅

諭
（
一
五
一
五
年
）
は
第
一
字
（
正
徳
の
「
徳
」）
の
半
分
、
神
宗
誥
命
（
一
五
八
九
年
）
は
第

一
字
（
萬
暦
の
「
萬
」）
の
半
分
に
か
け
て
押
印
し
て
い
る
〔
中
国
国
家
博
物
館 

二
〇
〇
六
〕。

十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
後
半
に
か
け
て
は
揺
れ
が
あ
る
が
、
十
五
世
紀
末
以
降
は
第
一
字

に
重
ね
て
押
印
す
る
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
よ
り
多
く
の
事
例
に
も
と
づ
き
検
討
す
べ
き
課
題

で
あ
る
。

（
6
）
一
四
八
三
年
（
成
化
十
九
）
の
日
本
国
王
咨
文
に
み
え
る
「
成
化
十
四
年
制
書
」
は
、

一
四
七
八
年
（
成
化
十
四
）
の
憲
宗
勅
諭
二
通
を
指
す
と
さ
れ
る
〔
田
中 

一
九
九
五
〕。

一
四
七
五
年
（
成
化
十
一
）
の
日
本
国
王
咨
文
に
「
成
化
五
年
伏
奉
制
書
」
と
あ
る
の
で
、
こ

れ
を
踏
ま
え
て
「
制
書
」
の
語
を
使
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
成
化
五
年
」
の
「
制
書
」

も
一
四
六
九
年
（
成
化
五
）
の
憲
宗
勅
諭
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
が
、
な
ぜ
勅
諭
を
わ
ざ
わ
ざ

「
制
書
」
と
置
き
換
え
た
の
か
、
あ
る
い
は
制
書
と
勅
諭
が
同
時
に
発
出
さ
れ
た
の
か
、
な
お

検
討
を
要
し
よ
う
。

（
7
）
河
上
繁
樹
氏
は
、
誥
命
に
使
用
さ
れ
た
織
物
は
基
本
的
に
綾
組
織
で
あ
る
が
、『
大
明
会
典
』

巻
二
百
一
・
工
部
二
十
一
・
誥
勅
式
様
に
「
誥
織
用
五
色
紵
絲
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
綾
で
は

な
く
「
紵
絲
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
〔
河
上 

二
〇
一
八
〕。

（
8
）
豊
臣
秀
吉
を
日
本
国
王
に
封
じ
る
神
宗
誥
命
（
一
五
九
五
年
）
に
文
官
一
品
が
使
用
で
き
る

雲
鶴
文
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
第
二
章
）、
兵
部
箚
付
で
「
王
」
の
語
を
「
兵
部
」（
正
二

品
衙
門
）
の
語
よ
り
も
若
干
高
く
記
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
し
よ
う
。

（
9
）
「
咨
」
を
間
投
詞
の
「
あ
あ
」
と
読
み
、「
咨
爾
」
を
「
あ
あ
な
ん
じ
」
と
い
う
上
位
者
か
ら

の
呼
び
か
け
文
言
と
解
す
れ
ば
、
ま
さ
に
皇
帝
の
言
葉
を
伝
え
た
も
の
と
な
り
、
本
文
書
を
咨

文
の
一
種
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
、
本
文
書
の
発
信
者
名
の

部
分
（「
欽
差
経
理
朝
鮮
軍
務
都
察
院
右
僉
都
御
使
楊
」）
が
宙
に
浮
く
こ
と
と
な
り
、
文
書
の

構
造
と
し
て
は
違
和
感
が
拭
え
な
い
。
仮
に
楊
鎬
の
書
簡
と
み
る
と
し
て
も
、
官
文
書
様
式
の

要
素
（
年
月
日
の
記
入
方
法
、
関
防
印
の
押
印
）
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
咨
文
の

一
種
と
み
な
し
て
お
く
が
、
決
し
て
咨
文
の
典
型
例
で
は
な
い
。

（
10
）
楊
鎬
咨
文
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
一
月
、
台
湾
・
何
創
時
書
法
芸
術
基
金
に
て
原
本
を

熟
覧
す
る
機
会
を
得
た
。
こ
れ
は
二
〇
一
九
年
度
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
一
般
共
同
研
究
「
史

料
編
纂
所
所
蔵
明
清
中
国
公
文
書
関
係
史
料
の
比
較
研
究
」（
研
究
代
表
者 

渡
辺
美
季
）
の
一

環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
調
査
で
あ
る
。
熟
覧
を
許
さ
れ
た
何
国
慶
董
事
長
に
謝
意
を
表
す
る
。

（
11
）
た
と
え
ば
、
崇
徳
七
年
（
一
六
四
三
）
正
月
一
日
朝
鮮
国
王
仁
祖
表
文
、
康
煕
十
九
年

（
一
六
八
〇
）
九
月
三
十
日
琉
球
国
王
尚
貞
表
文
な
ど
（
い
ず
れ
も
台
湾
・
中
央
研
究
院
蔵
）。

中
央
研
究
院
所
蔵
の
清
代
外
交
文
書
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
（
橋
本
雄
氏
ら
の
調

査
に
同
行
）
と
二
〇
二
〇
年
一
月
（
前
掲
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
一
般
共
同
研
究
）
に
原
本
を

熟
覧
す
る
機
会
を
得
た
。
熟
覧
に
あ
た
り
多
大
な
る
便
宜
を
図
ら
れ
た
劉
序
楓
氏
に
謝
意
を
表

す
る
。

（
12
）
日
本
古
文
書
学
で
は
、
厚
礼
・
薄
礼
と
い
う
区
分
が
あ
る
が
、
上
行
・
平
行
・
下
行
の
よ
う

な
三
区
分
に
あ
わ
せ
て
、
厚
礼
・「
平
礼
」・
薄
礼
の
よ
う
に
理
解
し
た
ほ
う
が
、
東
ア
ジ
ア
比

較
古
文
書
学
と
接
合
さ
せ
や
す
い
だ
ろ
う
。

（
13
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
別
稿
「
古
琉
球
期
王
権
論
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

二
二
六
、
二
〇
二
一
年
刊
行
予
定
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
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文
書
の
様
式
と
国
際
比
較
』
勉
誠
出
版
）

伊
川
健
二　

二
〇
〇
七
『
大
航
海
時
代
の
東
ア
ジ
ア
』（
吉
川
弘
文
館
）

一
瀬　

智　

二
〇
一
七
「「
朝
鮮
国
告
身
文
書
」
に
つ
い
て
」（『
東
風
西
声
』
一
一
）

異
国
日
記
研
究
会　

一
九
八
九
『
影
印
本
異
国
日
記
』（
東
京
美
術
）

石
井
正
敏　

二
〇
〇
一
『
日
本
渤
海
関
係
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
）

石
井
正
敏　

二
〇
一
〇
「
貞
治
六
年
の
高
麗
使
と
高
麗
牒
状
に
つ
い
て
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』

史
学
五
四
、
川
越
泰
博
・
岡
本
真
・
近
藤
剛
編
『
高
麗
・
宋
元
と
日
本
』〈
石
井
正
敏
著
作
集
三
、

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
〉
に
再
録
）

伊
藤
幸
司　
二
〇
〇
二
「
現
存
史
料
か
ら
み
た
日
朝
外
交
文
書
・
書
契
」（『
九
州
史
学
』
一
三
二
）

岩
生
成
一　

一
九
七
二
「
日
本
南
方
諸
国
往
復
書
簡
（
補
遺
）」（『
南
島
史
学
』
一
）

岩
生
成
一　

一
九
八
六
「
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
呂
宋
長
官
あ
て
豊
臣
秀
吉
の
書
翰
に
つ
い
て
」

（『
古
文
書
研
究
』
二
五
）

植
松　

正　

二
〇
一
五
「
第
二
次
日
本
遠
征
後
の
元
・
麗
・
日
関
係
外
交
文
書
に
つ
い
て
」（『
東
方

学
報
』
九
〇
）

梅
野
初
平　

二
〇
〇
〇
「
対
馬
の
古
文
書
に
つ
い
て
」（『
福
岡
地
方
史
研
究
』
三
八
）

大
曽
根
章
介
・
後
藤
昭
雄
・
金
原
理
校
注 
一
九
九
二
『
本
朝
文
粋
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系

二
七
、
岩
波
書
店
）

大
野
晃
嗣 

二
〇
一
九
「
明
朝
と
豊
臣
政
権
交
渉
の
一
齣
」（『
東
洋
史
研
究
』
七
八
―
二
）

大
庭　

脩　

一
九
九
六
『
古
代
中
世
に
お
け
る
日
中
関
係
史
の
研
究
』（
同
朋
舎
出
版
）

岡
本　

真　

二
〇
〇
七
「
外
交
文
書
よ
り
み
た
14
世
紀
後
期
高
麗
の
対
日
本
交
渉
」（
佐
藤
信
・
藤

田
覚
編
『
前
近
代
の
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
』
山
川
出
版
社
）

岡
本　

真　
 

二
〇
一
五
「「
堺
渡
唐
船
」
と
戦
国
期
の
遣
明
船
派
遣
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
四
―
四
）

岡
本　

真　
 

二
〇
一
七
「
龍
集
戊
寅
八
月
日
付
遣
朝
鮮
国
書
に
つ
い
て
」（
義
堂
の
会
編
刊
『
空
華

日
用
工
夫
略
集
の
周
辺
』）

勝
峯
月
渓　

一
九
三
〇
『
古
文
書
学
概
論
』（
目
黒
書
店
）

上
白
石
実　

二
〇
一
一
『
幕
末
期
対
外
関
係
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
）

河
上
繁
樹　

二
〇
一
八
「
織
技
か
ら
見
た
明
代
の
誥
勅
」（
小
島
二
〇
一
八
所
収
）

河
上
麻
由
子　

二
〇
一
九
『
古
代
日
中
関
係
史
』（
中
央
公
論
社
）

川
添
昭
二　

一
九
九
六
『
対
外
関
係
の
史
的
展
開
』（
文
献
出
版
） 

川
西
裕
也　

二
〇
一
四
『
朝
鮮
中
近
世
の
公
文
書
と
国
家
』（
九
州
大
学
出
版
会
）

岸
本
美
緒　

二
〇
〇
九
「「
中
國
」
の
擡
頭
」（『
東
方
学
』
一
一
八
）

黒
嶋　

敏　

二
〇
一
四
『
中
世
の
権
力
と
列
島
』（
高
志
書
院
）

小
島
浩
之　

二
〇
一
五
「
勅
諭
・
誥
命
」（
村
井
章
介
編
集
代
表
『
日
明
関
係
史
研
究
入
門
』
勉
誠

出
版
）

小
島
浩
之
編　

二
〇
一
八
『
東
ア
ジ
ア
古
文
書
学
の
構
築
』（
東
京
大
学
経
済
学
部
資
料
室
）

木
村　

拓　

二
〇
〇
七
「
17
世
紀
前
半
朝
鮮
の
対
日
本
外
交
の
変
容
」（『
史
学
雑
誌
』一一六
―
一二
）

木
村　

拓　

二
〇
一
五
「
印
章
」（
村
井
章
介
編
集
代
表
『
日
明
関
係
史
研
究
入
門
』
勉
誠
出
版
）

近
藤　

剛　

二
〇
一
九
『
日
本
高
麗
関
係
史
』（
八
木
書
店
）

佐
伯
弘
次　

一
九
九
四
「
室
町
前
期
の
日
琉
関
係
と
外
交
文
書
」（『
九
州
史
学
』
一
一
一
）

坂
上
康
俊　

二
〇
〇
四
「
勅
命
下
達
文
書
の
比
較
研
究
」（『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
一
）

佐
藤
進
一　

一
九
九
六
『
新
版
古
文
書
学
入
門
』（
法
政
大
学
出
版
局
）

清
水
有
子　

二
〇
一
九
「
豊
臣
期
南
蛮
宛
て
国
書
の
料
紙
・
封
式
試
論
」（
松
方
二
〇
一
九
）

末
松
保
和　

一
九
九
六
『
高
麗
朝
史
と
朝
鮮
朝
史
』（
末
松
保
和
朝
鮮
史
著
作
集
三
、
吉
川
弘
文
館
）

鈴
木
靖
民
・
金
子
修
一
・
石
見
清
裕
・
浜
田
久
美
子
編　

二
〇
一
四 『
訳
註 

日
本
古
代
の
外
交
文
書
』

（
八
木
書
店
）　

須
田
牧
子　

二
〇
一
三
「
蒋
洲
咨
文
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
三
）

須
田
牧
子　

二
〇
一
七
「
原
本
調
査
か
ら
見
る
豊
臣
秀
吉
の
冊
封
と
陪
臣
へ
の
授
職
」（
黒
嶋
敏
・

屋
良
健
一
郎
編
『
琉
球
史
料
学
の
船
出
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

関　

周
一　

一
九
九
七
「
室
町
幕
府
の
朝
鮮
外
交
」（
阿
部
猛
編『
日
本
社
会
に
お
け
る
王
権
と
封
建
』

東
京
堂
出
版
）

高
島
晶
彦　

二
〇
一
八
「
明
代
皇
帝
勅
書
の
料
紙
に
つ
い
て
」（
小
島
二
〇
一
八
所
収
）

高
瀬
弘
一
郎　

一
九
九
八
「
イ
ン
ド
副
王
ド
ゥ
ア
ル
テ
・
デ
・
メ
ネ
ゼ
ス
が
豊
臣
秀
吉
に
送
っ
た
親

書
」（『
流
通
経
済
大
学
論
集
』
三
二
―
三
）

高
橋
公
明　

一
九
八
二
「
外
交
文
書
、「
書
」・「
咨
」
に
つ
い
て
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
七
）

高
橋
公
明　

二
〇
〇
五
「
外
交
文
書
を
異
国
牒
状
と
呼
ぶ
こ
と
」（『
文
学
』
六
―
六
）

高
良
倉
吉　

一
九
八
七
『
琉
球
王
国
の
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
）

田
代
和
生　

二
〇
〇
七
「
朝
鮮
国
書
原
本
の
所
在
と
科
学
分
析
」（『
朝
鮮
学
報
』
二
〇
二
）

田
中
健
夫
編　

一
九
九
五
『
善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』（
集
英
社
）

田
中
健
夫　

一
九
九
六
『
前
近
代
の
国
際
交
流
と
外
交
文
書
』（
吉
川
弘
文
館
）

檀
上　

寛　

二
〇
一
三
『
明
代
海
禁
＝
朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
』（
京
都
大
学
出
版
会
）

張
東
翼　

二
〇
〇
四
『
日
本
古
中
世
高
麗
資
料
研
究
』（
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
）

沈
載
錫　

二
〇
〇
一
『
高
麗
国
王
冊
封
研
究
』（
ヘ
ア
ン
）

富
田
正
弘　

二
〇
一
七
「
朝
鮮
国
文
書
料
紙
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
七
）

中
西
朝
美　

二
〇
〇
五
「
五
代
北
宋
に
お
け
る
国
書
の
形
成
に
つ
い
て
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
三
）

中
野
高
行　

一
九
八
四
「
慰
労
詔
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
二
三
）

中
野
高
行　

一
九
八
五
「
慰
労
詔
書
の
「
結
語
」
の
変
遷
に
つ
い
て
」（『
史
学
』
五
五
―
一
）

西
尾
賢
隆　

二
〇
一
五
「
表
文
」（
村
井
章
介
編
集
代
表
『
日
明
関
係
史
研
究
入
門
』
勉
誠
出
版
）

橋
本　

雄　

一
九
九
七
「「
遣
朝
鮮
国
書
」
と
幕
府
・
五
山
」（『
日
本
歴
史
』
五
八
九
）

橋
本　

雄　
二
〇
〇
五
『
中
世
日
本
の
国
際
関
係
』（
吉
川
弘
文
館
）

橋
本　

雄　
二
〇
〇
八
「
日
明
勘
合
再
考
」（
九
州
史
学
研
究
会
編
『
境
界
か
ら
み
た
内
と
外
』
岩
田
書
院
）

橋
本　

雄　

二
〇
一
五
「
勘
合
・
咨
文
」（
村
井
章
介
編
集
代
表
『
日
明
関
係
史
研
究
入
門
』
勉
誠
出
版
）

橋
本　

雄　

二
〇
一
八
「
徳
川
美
術
館
所
蔵「
成
祖
永
楽
帝
勅
書
」の
基
礎
的
考
察
」（
小
島
二
〇一八
所
収
）
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橋
本　

雄　

二
〇
一
九
「
別
幅
と
誤
解
さ
れ
た
国
書
」（
松
方 

二
〇
一
九
所
収
）

蓮
田
隆
志
・
米
谷　

均　

二
〇
一
九
「
近
世
日
越
通
交
の
黎
明
」（『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
五
六
―
二
）

濱
地
龍
磨　

二
〇
一
七
「
古
琉
球
期
に
お
け
る
「
し
よ
り
」（
首
里
）
の
語
句
に
関
す
る
一
考
察
」

（『
七
隈
史
学
』
一
九
）

廣
瀬
憲
雄　

二
〇
一
一
『
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
と
古
代
日
本
』（
吉
川
弘
文
館
）

廣
瀬
憲
雄　

二
〇
一
七
「
外
交
文
書
と
外
交
儀
礼
」（
鈴
木
靖
民
他
編
『
日
本
古
代
交
流
史
入
門
』

勉
誠
出
版
）

廣
瀬
憲
雄　

二
〇
一
八
『
古
代
日
本
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
関
係
』（
勉
誠
出
版
）

舩
田
善
之　

二
〇
〇
九
「
日
本
宛
外
交
文
書
か
ら
み
た
大
モ
ン
ゴ
ル
国
の
文
書
形
式
の
展
開
」（『
史

淵
』
一
四
六
）

藤
田
励
夫　
二
〇
一
三
「
安
南
日
越
外
交
文
書
集
成
」（『
東
風
西
声
』
九
）

古
松
崇
志　

二
〇
一
〇
「
契
丹
・
宋
間
に
お
け
る
外
交
文
書
と
し
て
の
牒
」（『
東
方
学
報
』
八
五
）

松
方
冬
子　

二
〇
一
九
『
国
書
が
む
す
ぶ
外
交
』（
東
京
大
学
出
版
会
）

牧
田
諦
亮　

一
九
五
五
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』（
法
蔵
館
、『
牧
田
諦
亮
著
作
集
』
五
〈
臨
川
書
店
、

二
〇
一
六
年
〉
に
再
録
）

松
田
毅
一　

一
九
六
七
『
近
世
初
期
日
本
関
係
南
蛮
史
料
の
研
究
』（
風
間
書
房
）

丸
山
裕
美
子　

一
九
九
五
「
慰
労
詔
書
・
論
事
勅
書
の
受
容
に
つ
い
て
」（『
延
喜
式
研
究
』
一
〇
）

村
井
章
介　

一
九
八
八
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』（
校
倉
書
房
）

村
井
章
介　

二
〇
一
一
「
古
琉
球
を
め
ぐ
る
冊
封
関
係
と
海
域
交
流
」（
村
井
章
介
・
三
谷
博
編
『
琉

球
か
ら
み
た
世
界
史
』
山
川
出
版
社
）

村
井
章
介　

二
〇
一
八
「
明
代
「
冊
封
」
の
古
文
書
学
的
検
討
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
七
―
二
）

村
上
直
次
郎
訳　

一
九
二
九
『
異
国
往
復
書
翰
集
・
増
訂
異
国
日
記
抄
』（
雄
松
堂
）

森
平
雅
彦　

二
〇
一
三
『
モ
ン
ゴ
ル
覇
権
下
の
高
麗
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）

柳
田
利
夫　

一
九
八
七
「
豊
臣
秀
吉
イ
ン
ド
副
王
宛
書
簡
案
文
に
つ
い
て
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
八
八
）

山
崎
覚
士　

二
〇
一
九
『
瀕
海
之
都
』（
汲
古
書
院
）

山
田
崇
仁　

二
〇
〇
九
「
書
契
考
」（『
中
国
古
代
史
論
叢
』
六
）

山
田
崇
仁　

二
〇
一
三
「
続
書
契
考
」（『
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
）

山
田
英
雄　

一
九
八
七
『
日
本
古
代
史
攷
』（
岩
波
書
店
）

米
谷　

均　

二
〇
〇
二
「
文
書
様
式
論
か
ら
見
た一六
世
紀
の
日
朝
往
復
書
契
」（『
九
州
史
学
』一三
二
）

米
谷　

均　

二
〇
一
四
「
豊
臣
秀
吉
の
「
日
本
国
王
冊
封
」
の
意
義
」（
山
本
博
文
・
曽
根
勇
二
・

堀
新
編
『
豊
臣
政
権
の
正
体
』
柏
書
房
）

李
福
君　

二
〇
一
四
『
明
代
皇
帝
文
書
研
究
』（
南
開
大
学
出
版
社
）

渡
邊　

誠　

二
〇
一
二
『
平
安
時
代
貿
易
管
理
制
度
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
）

大
阪
城
天
守
閣
編　

二
〇
一
九
『
豊
臣
外
交
』（
展
覧
会
図
録
）

九
州
国
立
博
物
館
編　

二
〇
一
五
『
戦
国
大
名
』（
展
覧
会
図
録
）

佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
編　

二
〇
〇
七
『
秀
吉
と
文
禄
・
慶
長
の
役
』（
展
覧
会
図
録
）

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
七
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
七
月
六
日
審
査
終
了
）

中
国
国
家
博
物
館
編　

二
〇
〇
六
『
中
国
国
家
博
物
館
蔵
文
物
研
究
叢
書
』
明
清

案
巻
・
明
代
（
上

海
古
籍
出
版
社
）

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編　

二
〇
一
七
『
琉
球
王
府
発
給
文
書
の
基
礎
的
研
究
』

長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
編　

一
九
九
七
『
対
馬
と
韓
国
の
文
化
交
流
史
展
』（
展
覧
会
図
録
）

法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所　

一
九
九
八
『
琉
球
往
復
文
書
及
関
連
史
料
（
一
）』

米
沢
市
上
杉
博
物
館　

二
〇
一
六
『
米
沢
中
納
言
上
杉
景
勝
』（
展
覧
会
図
録
）

雄
山
閣
編
刊　

一
九
七
九
『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
第
６
巻
近
世
編
Ⅰ

雄
山
閣
編
刊　

一
九
八
一
『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
第
５
巻
中
世
編
Ⅱ

注
記本

稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
B
）、16H

03484

）、
お
よ
び
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
一
般
共
同
研
究
「
史
料
編
纂
所
所
蔵
明
清
中
国
公
文
書
研
究
」（
二
〇
一
九
年
度
）
の
成
果
の

一
部
で
も
あ
る
。
な
お
、
本
稿
脱
稿
後
、『
蕉
堅
稿
』（
国
立
国
会
図
書
館
本
）
の
裏
表
紙
見
返
に

「
永
楽
二
年
十
一
月
十
日
」
の
日
付
を
も
つ
足
利
義
満
書
契
写
が
存
在
す
る
こ
と
を
堀
川
貴
司
氏

の
ご
教
示
に
よ
り
知
っ
た
。【
表
5
】
に
追
加
す
べ
き
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。
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表1　皇帝・天皇・国王文書 （制・詔・勅）

No. 年 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

1 608 慰労詔書 隋 煬帝 皇帝 倭国 推古天皇 倭皇 問 稍宣往意､ 送
物如別 ｢和王｣（異国） 日本書紀，善隣国

宝記，異国牒状記

2 608 慰労詔書 倭 推古天皇 東天皇 隋 煬帝 西皇帝 敬白 謹白不具 ｢東天王｣（異国）日本書紀，異国牒状記

3 ［671］ 慰労詔書 唐 高宗 大唐皇帝 倭国 天智天皇 日本国天皇 敬問 善隣国宝記，異国
牒状記

4 ［672］ 慰労詔書 唐 高宗 大唐皇帝 倭国 天智天皇 倭王 敬問 ― 函題による 善隣国宝記，異国
牒状記

5 706 慰労詔書 日本 文武天皇 天皇 新羅 聖徳王 新羅王 敬問 指宣往意､ 寄
王物如別 続日本紀

6 706 慰労詔書 日本 文武天皇 天皇 新羅 聖徳王 新羅国王 敬問 指宣往意､ 更不
多及 続日本紀

7 720 勅書 唐 玄宗 大唐皇帝 日本 坂合部大分 日本国使衛尉寺
少卿大分 ［勅］ 善隣国宝記

8 726 勅書 日本 聖武天皇 ― 新羅 金順貞 伊 金順貞 勅 ― 続日本紀

9 728 慰労詔書 日本 聖武天皇 天皇 渤海 大武芸 渤海郡王 敬問 想平安好 続日本紀，槎客便
覧

10 735 論事勅書 唐 玄宗 ― 日本 聖武天皇 日本国王主明楽
美御徳 勅 遣書指不多及 唐丞相曲江張先

生文集

11 752 詔 日本 孝謙天皇 新羅 聖徳王 ― ― 口頭伝達ヵ 続日本紀

12 753 慰労詔書 日本 孝謙天皇 天皇 渤海 大欽茂 渤海国王 敬問 指宣往意､ 賜
物如別

続日本紀，槎客便
覧

13 759 慰労詔書 日本 淳仁天皇 天皇 渤海 大欽茂 高麗国王 敬問 遣書指不多及 続日本紀，槎客便
覧

14 772 慰労詔書 日本 光仁天皇 天皇 渤海 大欽茂 高麗国王 敬問 指此示懐､ 贈
物如別

続日本紀，槎客便
覧

15 777 慰労詔書 日本 光仁天皇 天皇 渤海 大欽茂 渤海国王 敬問 想平安和 続日本紀，槎客便
覧

16 780 慰労詔書 日本 光仁天皇 天皇 新羅 恵恭王 新羅国王 敬問 遣書指不多及 続日本紀

17 796 慰労詔書 日本 桓武天皇 天皇 渤海 大嵩璘 渤海国王 敬問 略此遣書､ 一二
無委 類聚国史

18 798 慰労詔書 日本 桓武天皇 天皇 渤海 大嵩璘 渤海国王 敬問 略此遣書､言無
所悉

｢并附信物､其数
如別｣ 類聚国史

19 799 慰労詔書 日本 桓武天皇 天皇 渤海 大昌泰 渤海国王 敬問 略此代懐､指不
繁及

｢ 附信物､色目
如別｣ 日本後紀

20 811 慰労詔書 日本 嵯峨天皇 天皇 渤海 大元瑜 渤海国王 敬問 指此遣書､旨不
多及 日本後紀

21 815 慰労詔書 日本 嵯峨天皇 天皇 渤海 大言義 渤海王 敬問 略此還報､一二
無委

｢有少信物､色目
如別｣ 日本後紀

22 816 慰労詔書 日本 嵯峨天皇 天皇 渤海 大言義 渤海王 敬問 略此呈報､指不
一二 類聚国史

23 820 慰労詔書 日本 嵯峨天皇 天皇 渤海 大仁秀 渤海国王 敬問 略遣此不多及 ｢因還寄物､色目
如別｣ 類聚国史

24 822 慰労詔書 日本 嵯峨天皇 天皇 渤海 大仁秀 渤海国王 敬問 略此不悉 類聚国史

25 826 慰労詔書 日本 淳和天皇 天皇 渤海 大仁秀 渤海国王 敬問 略此寄懐､不復
煩云 類聚国史

26 842 慰労詔書 日本 仁明天皇 天皇 渤海 大彜震 渤海国王 敬問 略此還答､指不
多及

｢附少国信､色目
如別｣

続日本後紀，槎客
便覧

27 849 慰労詔書 日本 仁明天皇 天皇 渤海 大彜震 渤海国王 敬問 略申往意､ 寄
王信物如別

続日本後紀，槎客
便覧

28 859 慰労詔書 日本 清和天皇 天皇 渤海 大虔晃 渤海国王 敬問 略此遣書､指無
一二 ｢色目如別｣ 日本三代実録，槎

客便覧

29 872 慰労詔書 日本 清和天皇 天皇 渤海 大玄錫 渤海国王 敬問 略懐遣此､何必
煩多

日本三代実録，槎
客便覧

30 1283 詔諭 元 成祖 上天眷命
皇帝 日本 ― 日本国王 聖旨諭 詔示､想宜知悉 ｢宣諭日本国詔

文｣ 善隣国宝記

31 1369 詔諭 明 太祖 日本 ― ［日本国王］ 惟王図之 ｢以即位詔諭｣
「璽書｣（実録） 太祖実録

32 1370 詔諭 明 太祖 日本［良懐］ ［日本国王］ 朕聞 王其戒之､以延
爾嗣 ｢持詔諭｣ 太祖実録

33 1376 詔諭 明 太祖 日本［良懐］ ［日本国王］ 惟王察之 ｢復詔諭曰｣ 太祖実録

34 1380 詔諭 明 太祖 日本 ― ［日本国王］ 茲詔諭､ 想宜知
悉

｢諭日本国王詔｣
（文集，出契），
｢詔諭日本国王｣
（実録）

明実録，高皇帝御
製文集，異国出契

35 建文 4 1402 2 6 詔諭 明 建文帝 奉天承運
皇帝 日本 足利義満 ［日本国王］ 詔曰 故茲詔諭､宜体

眷懐
善隣国宝記，福照
院関白記

36 1402 詔諭 明 成祖 日本 足利義満 ｢以即位詔諭｣ 太宗実録

37 永楽 1 1403 閏 11 11 別幅 明 成祖 日本 日野康子 日本国王妃 大明別幅 両国
勘合

38 永楽 2 1404 12 2 勅諭 明 成祖 皇帝 日本 足利義満 日本国王源道義 勅諭 故勅 善隣国宝記
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表1　皇帝・天皇・国王文書 （制・詔・勅）

No. 年 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

39 永楽 4 1406 1 16 勅諭 明 成祖 皇帝 日本 足利義満 日本国王源道義 勅諭 故諭 ｢璽書｣｢褒諭｣（実
録）

善隣国宝記，太宗
実録

40 永楽 4 1406 1 16 勅書 明 成祖 ― 日本 足利義満 日本国王源道義 勅 故勅 大明別幅 両国
勘合

41 永楽 4 1406 1 16 別幅 明 成祖 皇帝 日本 足利義満 日本国王源道義 頒賜 太祖実録，大明別
幅 両国勘合

42 永楽 5 1407 5 25 勅書 明 成祖 ― 日本 堅中圭密・
中立

日本国正使圭
密・副使中立 勅 故勅 ｢廣運之寳｣ 相国寺

43 永楽 5 1407 5 26 勅諭 明 成祖 皇帝 日本 足利義満 日本国王源道義 勅諭 故諭 善隣国宝記

44 永楽 5 1407 5 26 勅書 明 成祖 ― 日本 足利義満 日本国王源道義 勅 故勅 ｢賜勅褒諭｣（実
録），｢廣運之寳」

徳川美術館，太宗
実録，大明別幅
両国勘合

45 永楽 5 1407 5 26 別幅 明 成祖 皇帝 日本 足利義満 日本国王 頒賜 大明別幅 両国
勘合

46 永楽 6 1408 12 16 勅書 明 成祖 ― 日本 足利義持 日本国王源義持 勅 故勅
｢遣使齎勅諭日
本国王源義持
曰」，｢廣運之寳」

侯爵浅野長勳，太
宗実録

47 永楽 6 1408 12 21 制書 明 成祖 奉天承運
皇帝 日本 足利義持 ― 制曰 ― 祭文・弔文と

セット 善隣国宝記

48 永楽 6 1408 12 21 勅書 明 成祖 ― 日本 足利義持 日本国世子源義
持 勅 故勅 弔文 善隣国宝記

49 永楽15 1417 11 1 勅諭 明 成祖 皇帝 日本 足利義持 日本国源義持（ﾏ
ﾏ） 勅諭 故諭 永楽15年（実録），

永楽16年（修史）
修史為徴，太宗実
録

50 応永26 1419 7 20 告諭 日本 足利義持 征夷大将軍某 明 元容周頌 元容西堂 告 宜以此件款款説
之 善隣国宝記

51 1432 勅諭 明 宣宗 日本 足利義教 爾其欽哉 ｢諭之勅曰｣ 宣宗実録

52 宣徳8 1433 6 6 勅諭 明 宣宗 皇帝 日本 龍室道淵 日本国使道淵 勅諭 故諭 ｢勅命之寳｣ 藤井斉成会，善隣
国宝記

53 宣徳8 1433 6 11 勅諭 明 宣宗 皇帝 日本 足利義教 日本国王源義教 勅諭 故諭 善隣国宝記，宣宗
実録

54 宣徳8 1433 6 11 別幅 明 宣宗 皇帝 日本 足利義教 日本国王，王妃 頒賜 ― 善隣国宝記，大明
別幅 両国勘合

55 宣徳8 1433 6 11 別幅 明 宣宗 皇帝 日本 足利義教・
義教室 日本国王 王妃 特賜 ― 善隣国宝記，大明

別幅 両国勘合

56 正統1 1436 2 4 勅諭 明 英宗 皇帝 日本 足利義教 日本国王源義教 勅諭 故諭 善隣国宝記，英宗
実録

57 正統1 1436 2 4 別幅 明 英宗 皇帝 日本 足利義教・
義教室 日本国王，王妃 頒賜 ― 善隣国宝記，大明

別幅 両国勘合
58 景泰5 1454 1 9 勅諭 明 代宗 皇帝 日本 足利義政 日本国王源義成 勅諭 故諭 善隣国宝記

59 景泰5 1454 1 9 別幅 明 代宗 皇帝 日本 足利義政・
義政室 日本国王，王妃 給賜 ― 善隣国宝記，大明

別幅 両国勘合

60 1469 勅諭 明 憲宗 日本 足利義政 （国王源義政） 故諭 ｢勅諭国王源義
政曰｣ 憲宗実録

61 成化14 1478 2 9 勅諭 明 憲宗 皇帝 日本 足利義政 日本国王源義政 勅諭 故諭 続善隣国宝記

62 成化14 1478 2 9 勅諭 明 憲宗 皇帝 日本 足利義政 日本国王源義政 勅諭 故諭 給賜品併記 続善隣国宝記

63 成化21 1485 2 15 勅諭 明 憲宗 皇帝 日本 足利義政 日本国王源義政 勅諭 故諭 函題あり 続善隣国宝記

64 成化21 1485 3 19 勅諭 明 憲宗 皇帝 日本 足利義政 日本国王源義政 勅諭 故諭 給賜品併記 続善隣国宝記

65 1595 詔書 明 神宗 ― 日本 豊臣秀吉 （日本国王平秀
吉）

故茲昭示､ 俾咸
知悉

｢詔封日本国王
平秀吉曰｣

江雲随筆，棗林雜
俎

66 万暦23 1595 1 21 勅諭 明 神宗 皇帝 日本 豊臣秀吉 日本国王平秀吉 勅諭 故諭 ｢廣運之寳｣ 宮内庁書陵部

※ ｢様式｣ 欄の太字ゴチックは原本が現存する，または原本が写真で確認されることを示す。
※古代の慰労詔書等の事例は，基本的に『訳注日本古代の外交文書』所載の文書に拠った。
※中世の事例は，録文が存在せず，当該様式の文書が発信されたことがわかるのみの事例も採録した。｢官職・身分授与文書｣ に相当するものは，本表からは
除き，【表２】に掲出した。
※明皇帝の祭文・碑文は本表からは除いた。足利義持の告諭は，便宜上，本表に含めた。
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表2　官職・品階等授与文書 （告身・位記・誥命・箚付）

※様式の観点からは ｢皇帝・天皇・国王文書｣ または ｢官文書｣ に分類すべきところであるが，官職・品階等の授与という機能に着目して作成した表である。
※明代の文書については，原本・模本および録文が存在するもののみを本表に含めた。
※｢様式｣ 欄の太字ゴチックは原本が現存することを示す。告身については，近世初期のものも本表に含めた。

No. 年 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 官職 散階 品階 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

1 元和1 806 1 28 告身 唐 ［憲宗］ 日本 高階遠成　 試太子中允 中大夫 正五品
上 勅 可依前件 朝野群載

2 延喜20 920 3 10 位記 日本［醍醐天皇］ 渤海
渤海国大使
信部少卿従
三位裴璆

― ― 正三位 勅 可依前件､ 主者施行 朝野群載

3 1227 箚付ヵ 高麗 高麗［承存］ ｢奉官符差来｣
嘉禄三年高麗国
牒状写断簡及按
文

4 1366 箚付 高麗
皇帝聖旨裏
征東行中書
省

高麗 金凡貴・金龍 万戸・千戸 ― ― 照得
合下仰照験､ 依上施
行､ 須議箚付者／右
箚付差去万戸金凡
貴・千戸金龍等准此

押字あり 醍醐寺報恩院文
書，異国出契

5 永楽1 1403 11 17 制書（誥命）明
奉天承運皇
帝（成祖） 日本［足利義満］ ［日本国王］［正一品］制曰 毋替朕命 善隣国宝記

6 永楽6 1408 詔書 明 ［成祖］ 日本［足利義持］ ［日本国王］［正一品］ ｢遣使齎詔封義
持嗣日本国王｣ 太宗実録

7 成化13 1477 9 17 告身 朝鮮 兵曹 対馬 弥□□（早田弥□□）虎賁衛司直 忠毅校尉 正五品 □□［奉教］―
｢兵曹之印｣（年
号第2字），押字
あり

早田家文書

8 成化18 1482 3 告身（官
教） 朝鮮［成宗］ 対馬

皮古三甫羅
（早田彦三
郎）

虎賁衛副護
軍 宣略将軍 従四品 教旨 ― ｢朝鮮國王之印｣

（年号第2字）
個人，分類紀事大
綱附録

9 弘治16 1503 3 告身 朝鮮 兵曹 対馬 皮古而羅（早田彦次郎） 虎賁衛司猛 承義副尉 正八品 奉教 ―
｢兵曹之印｣（年
号第2字），押字
あり

個人，分類紀事大
綱附録

10 嘉靖34 1555 5 告身（官
教） 朝鮮［明宗］ 対馬 平長親（松尾長親）

僉知中枢府
事 折衝将軍 正三品

堂上 教旨 ― ｢施命之寳｣（年
号第2字）

国史編纂委員会，
分類紀事大綱附
録

11 嘉靖34 1555 5 告身 朝鮮 兵曹 対馬 平松次（松尾某） 虎賁衛司猛 承義副尉 正八品 奉教 ―
｢兵曹之印｣（年
号第2字），押字
あり

国史編纂委員会，
分類紀事大綱附
録

12 隆慶 3 1569 8 告身 朝鮮 兵曹 対馬 信時羅（小野新四郎）虎賁衛司猛 承義副尉 正八品 奉教 ―
｢兵曹之印｣（年
号第2字），押字
あり

国史編纂委員会，
分類紀事大綱附
録

13 万暦22 1594 8 19 告身（官教） 朝鮮［宣祖］ 日本 萱島木兵衛 龍驤衛上護
軍 折衝将軍 正三品

堂下 教旨 ―
｢施命之寳｣（年
号第2字），日付
異筆

九州国立博物館

14 万暦23 1595 1 21 誥命 明 奉天承運皇
帝（神宗） 日本［豊臣秀吉］ ― 日本国王 正一品 制曰 欽哉 ｢制誥之寳｣（年

号第1字） 大阪歴史博物館

15 万暦23 1595 2 4 箚付 明 兵部 日本 豊臣景勝
（上杉景勝） 都督同知 ― 従一品 為欽奉聖諭

事、照得
須至箚付者、右箚付
都督同知豊臣景勝准
此

官印（年数），｢箚
付｣ 摺書，押字
あり，日付朱書

上杉神社

16 万暦23 1595 2 4 箚付 明 兵部 日本 豊臣輝元
（毛利輝元） 都督同知 ― 従一品 為欽奉聖諭

事、照得
須至箚付者、右箚付
都督同知豊臣輝元准
此

官印（年数），｢箚
付｣ 摺書，押字
あり，日付朱書

毛利博物館

17 万暦23 1595 2 4 箚付 明 兵部 日本 豊臣玄以
（前田玄以）都督僉事 ― 正二品 為欽奉聖諭

事、照得
須至箚付者、右箚付
都督同知豊臣玄以准
此

官印（年数），｢箚
付｣ 摺書，押字
あり，日付朱書

東京大学史料編
纂所

18 万暦23 1595 2 4 箚付 明 兵部 日本 景轍玄蘇 日本本光禅
師 ― ― 為欽奉聖諭

事、照得
須至箚付者、右箚付
日本本光禅師玄蘇准
此

官印（年数），｢箚
付｣ 大字，押字
あり，日付朱書

松浦史料博物館，
仙巣稿

19 万暦23 1595 2 箚付 明 兵部 日本
豊臣隆景
（小早川隆
景）

都督同知 ― 従一品 為欽奉聖諭
事、照得

須至箚付者、右箚付
都督同知豊臣隆景准
此

小早川家文書

20 万暦25 1597 1 告身 朝鮮 兵曹 対馬 信時老（小野新四郎）龍驤衛司直 果毅校尉 正五品 奉教 ―
｢兵曹之印｣（年
号第2字），押字
あり

長崎県対馬歴史
研究センタ―，分
類紀事大綱附録

21 万暦 41 1613 8 告身（官
教） 朝鮮［光海君］ 対馬 馬堂古羅（武田又五郎）虎賁衛護軍 昭義将軍 正四品 教旨 ― ｢施命之寳｣（年

号第2字） 武田家文書

22 万暦43 1615 7 告身（官
教） 朝鮮［光海君］ 対馬 馬堂古羅（武田又五郎）

僉知中枢府
事 折衝将軍 正三品

堂下 教旨 ―
｢施命之寳｣（年
号第2字），授職
事由の追記あり

武田家文書

23 天啓 3 1623 10 告身 朝鮮 兵曹 対馬 倭人平信時（小野新四郎）
虎賁衛副司
猛 修義副尉 従八品 奉教 ―

｢兵曹之印｣（年
号第2字），押字
あり，授職事由の
追記あり

長崎県対馬歴史
研究センタ―，分
類紀事大綱附録

24 崇禎1 1628 12 告身 朝鮮 兵曹 対馬 差倭平智吉 龍驤衛副司
猛 修義副尉 従八品 奉教 ― 押字あり 分類紀事大綱附

録
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表3　官文書 （牒・咨）

No. 年号 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

1 759 牒 渤海 ［渤海国中台省］ 日本 ［日本国太政官］ 続日本紀，槎客便覧

2 836 牒 新羅 新羅国執事省 日本 日本国太政官 牒 奉判准状､ 牒太政官､
請垂詳悉者 続日本後紀

3 咸和11 ― 841 閏9 25 牒 渤海 渤海国中台省 日本 日本国太政官 牒上 准状牒上日本国太政
官者､ 謹録牒上，謹牒

壬生家文書，続日本後
紀，槎客便覧

4 842 牒 日本 日本国太政官 渤海 渤海国中台省 牒 准勅牒送､ 牒到准状､
故牒 続日本後紀，槎客便覧

5 848 牒 渤海 渤海国中台省 日本 日本国太政官 牒
准状､ 牒上日本国太
政官者､ 謹録牒上､
謹牒

続日本後紀，槎客便覧

6 849 牒 日本 日本国太政官 渤海 渤海国中台省 牒 今以状牒､ 至々准状､
故牒 続日本後紀

7 858 牒 渤海 ［渤海国中台省］ 日本 ［日本国太政官］ 牒
准状牒上日本国太政
官者､ 謹録牒上､ 謹
牒

日本三代実録，槎客便
覧

8 859 牒 日本 ［日本国太政官］ 渤海 ［渤海国中台省］ 今以状牒､ 至々准状､
故牒

日本三代実録，槎客便
覧

9 871 牒 渤海 ［渤海国中台省］ 日本 ［日本国太政官］ 牒
宜准状牒上日本国太
政官者､ 謹録牒上､
謹牒

日本三代実録，槎客便
覧

10 872 牒 日本 日本国太政官 渤海 渤海国中台省 牒 今以状牒､ 牒到准状､
故牒

日本三代実録，槎客便
覧

11 876 ［9］［13］牒 渤海 渤海国中台省 日本 日本国太政官 牒
宜准状､ 牒上日本国
太政官者､ 謹録牒上､
謹牒

日本三代実録

12 元慶1 ― 877 6 18 牒 日本 日本国太政官 渤海 渤海国中台省 牒 牒到准状､ 故牒 都氏文集

13 892 牒 日本 ［日本国太政官］ 渤海 ［渤海国中台省］ 牒 今以状牒､ 牒到准状､
故牒 本朝文粋

14 ［907］ 牒 新羅 日本 異国牒状記

15 ［907］ ｢牒」日本 ［日本国大宰府］ 新羅 ｢返状｣ 異国牒状記

16 延喜 牒 日本 ［日本国太政官］ 新羅 ［新羅国執事省］ 牒 今以状牒､ 牒到准状､
故牒 本朝文粋

17 919 牒 渤海 ［渤海国中台省］ 日本 ［日本国太政官］ 貞信公記，日本紀略

18 920 牒 日本 ［日本国太政官］ 渤海 ［渤海国中台省］ 日本紀略

19 929 牒 日本 ［日本国大宰府］ 後百済 甄萱 ｢大宰牒｣ 扶桑略記

20 929 牒 日本 ［日本国対馬島］ 後百済 甄萱 ｢対馬牒｣ 扶桑略記

21 937 牒 高麗 日本 日本紀略

22 939 牒 高麗 日本 貞信公記

23 939 牒 日本 ［日本国大宰府］ 高麗 ［高麗国広評省］ 日本紀略

24 940 牒 高麗 日本 貞信公記

25 945 牒 呉越 日本 本朝世紀，玉葉

26 945 牒 日本 ［日本国大宰府］ 呉越 ｢西府｣ の ｢返牒｣ 玉葉

27 972 牒 高麗 日本 百錬抄

28［至道1］ 995 ［4］ 牒 北宋 日本 本朝文粋，東寺王代
記，仁寿鏡

29 995 牒 日本
日本国天台座主阿
闍梨僧正法印大
和尚位覚慶

北宋
大宋国杭州奉先
寺伝天台智者教
講経論和尚

今以状牒､ 牒到准状､
故牒

本朝文粋，東寺王代
記，仁寿鏡

30 997 牒 高麗 日本 ［日本国］ ｢高麗国啓牒｣（小右
記）

小右記，百練抄，師守
記，異国牒状記

31 997 牒 高麗 日本 ［対馬島司］ 小右記

32 997 牒 高麗 日本 ［対馬島］ 小右記

33 1015 牒 北宋 太［大］宋国天台 日本 日本国天台延暦寺 小右記

34 1015 牒 日本 北宋 ［大宋国天台］ 2通あり 御堂関白記，小右記

35 1019 牒 高麗 ［安東都護府］ 日本 ［対馬島］ 小右記，左経記，異国
牒状記

36 1020 牒 日本 ［日本国大宰府］ 高麗 左経記，異国牒状記，
日本紀略，百練抄

37 1051 牒 高麗 日本 異国牒状記，百練抄

38 1051 牒 日本 ［日本国大宰府］ 高麗 ［金州］ 水左記，異国牒状記
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No. 年号 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

39 1073 牒 北宋 奉国軍 日本 参天台五台山記

40 1077 牒 北宋 ［大宋国明州］ 日本 日本国大宰府令
藤原経平

宋史，帥記，扶桑略記，
善隣国宝記

41 己未 1079 11 牒 高麗 高麗国礼賓省 日本 大日本国大宰府 牒 謹牒，牒 3名連名 朝野群載，水左記

42 ［1079］ 牒 高麗 ［高麗国広評省］ 日本 水左記

43 承暦 4 1080 牒 日本 日本国太［大］宰府 高麗 高麗国礼賓省 牒 今以状牒､ 牒到准状､
故牒

｢彼国牒状多有三通｣
（帥記）

朝野群載，本朝続文
粋，帥記，百練抄

44 元豊3 1080 牒 北宋 大宋国明州 日本 日本国 善隣国宝記

45 1080 牒 北宋 大宗［宋］国明州 日本 日本国大宰府 牒 異国牒状記，水左記，
帥記

46 元豊4 ― 1081 6 2 牒 北宋 大宋国明州 日本 日本国 牒 謹牒，牒 4名連名，｢錦袋｣ 帥記，水左記，百練抄

47 1082 牒 日本 ［日本国大宰府］ 北宋 ［大宋国明州］ ｢入木函以五色漆封
之｣ 百錬抄

48 1097 牒 北宋 大宋国明州 日本 大宰府 異国牒状記，師守記

49 ［1097］ 牒 日本 ［日本国大宰府］ 北宋 ［大宋国明州］
｢勅宣のよしをのせ
す､ 宰府私の牒の
よしなり｣（異国）

異国牒状記，師守記

50 1116 牒 北宋 日本 百錬抄

51 1117 牒 北宋 大宋国明州 日本 師守記，歴代皇紀，百
錬抄

52 1118 牒 北宋 知明州軍州事 日本 異国牒状記

53 1121 牒 北宋 日本 百錬抄

54 牒 高麗 ［東南海部署］ 日本 ［対馬島］ ｢公文｣ 李文鐸墓誌

55 1172 牒 南宋 大宋国明州沿海
制置使司 日本 日本国太政大臣

（平清盛） 牒 玉葉，師守記

56 1172 別幅 南宋 日本 ［後白河法皇］ ｢送文｣ ｢注文｣ ｢賜日
本国王物色｣ 玉葉

57 1172 別幅 南宋 ［明州沿海制置使
司］ 日本 ［平清盛］ ｢送文｣ ｢注文｣ ｢送

太政大臣物色｣ 玉葉

58 1173 ［3］ 牒 日本 日本国沙門静海
（平清盛） 南宋 大宋国明州沿海

制置使司王 牒 玉葉，師守記，異国牒
状記，百錬抄

59 1173 牒 南宋 ［明州沿海制置使
司］ 日本 ［平清盛］ 数通あり 師守記

60 1174 牒 日本 ［平清盛］ 南宋 ［明州沿海制置使
司］ 師守記

61 泰和6 ― 1206 2 牒 高麗 高麗国金州防禦
使 日本 日本国対馬嶋 牒 須牒，牒 押印（｢牒｣ 字，日

付） 平戸記

62 1206 ［2］ 別幅 高麗 ［金州防禦使］ 日本 ［対馬嶋］ 牒後還送
進奉物目 原 押印ヵ（｢原｣ 字） 平戸記

63 丁亥 1227 2 牒 高麗 高麗国全羅州道
按察使 日本 日本国惣官大宰府 牒 須牒日本国惣官謹牒，

牒
押印（｢牒｣ 字，日
付）

吾妻鏡，嘉禄三年高
麗国牒状写断簡及按
文，百練抄，皇帝紀
抄，鎌倉年代記裏書

64 ［1233］ 牒 高麗 日本 異国牒状記

65 1234 牒 日本 ［大宰府］ 高麗 異国牒状記

66 1240 牒 高麗 日本 異国牒状記，平戸記，
百練抄

67 1240 牒 日本 高麗 ｢将軍の私返牒｣，
廃案 異国牒状記

68 1263 牒 高麗 日本 ［日本国］ 高麗史，青方文書

69 1267 牒 高麗 日本

深心院関白記，外記
日記，師守記，異国牒
状記，鎌倉年代記裏
書，一代要記，五代帝
王物語など

70 1269 牒 蒙古 大蒙古国皇帝洪
福［ ］裏中書省日本 日本国王殿下 牒 謹牒，牒 封に ｢牒報｣（異国

出契）

異国出契，師守記，異
国牒状記，蒙古来使
記録，仁寿鏡，鎌倉年
代記裏書など

71 至元6 己巳 1269 8 牒 高麗 高麗国慶尚晋安
東道按察使 日本 日本国太［大］宰

府守護所 牒 須謹牒，牒
異国出契，師守記，異
国牒状記，蒙古来使
記録，仁寿鏡，鎌倉年
代記裏書など

72 文永 7 ― 1270 1 牒 日本 日本国太政官 元 蒙古国中書省 牒 故牒 異国出契，本朝文集

73 1270 牒 日本 日本国太［大］宰
府守護所 高麗 高麗国晋安東道

按察使 牒 故牒，牒 異国出契，本朝文集

74 1271 ｢牒｣ 高麗 （三別抄） 日本 吉続記，異国牒状不
審条々

表3　官文書 （牒・咨）
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No. 年号 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

75 1271 ｢牒｣ 元 日本 （日本国王） ｢牒状｣ ｢書簡｣ ｢書
翰｣（祖書）

吉続記，異国牒状記，
鎌倉年代記裏書，五
代帝王物語，祖書証
議論など

76 1271 ｢牒｣ 高麗 日本 鎌倉年代記裏書，関東
評定衆伝

77 1275 ｢牒｣ 元 日本
師守記，異国牒状記，鎌
倉年代記裏書，関東評
定衆伝

78 1279 ｢牒｣ 元 （大元将軍夏貴・
范文虎） 日本 （日本帝王）

｢大函｣（師守記）､「亡
宋旧臣｣ ｢日本帝王｣
（勘仲記）

師守記，異国牒状記，勘
仲記，鎌倉年代記裏書，
関東評定衆伝

79 1292 ｢牒｣ 元 日本 鎌倉年代記裏書，師守
記

80 1366 咨文 高麗 皇帝聖旨裏征東
行中書省 日本 日本国 照得

右□（咨）日本国　
謹啓（報恩院），須至
咨者､ 右□（咨）日
本国､ 伏請照験､ 謹
咨（出契）

4名の押字あり，贈品
併記

醍醐寺報恩院文書，異
国出契

81 洪武3 ― 1370 3 25 咨文 明 中書省 日本 日本国王 ―
令［合］行移咨､
請照験施行， 右咨日
本国王

表題 ｢大明皇帝書｣ 明国書 明使仲猷無
逸尺牘，修史為徴

82 1374 ｢符｣ 明 礼部 日本 氏久（島津氏久） ｢符下｣ 太祖実録

83 1375 咨文 高麗 日本
｢齎咨｣（高麗史），｢高
麗国牒状｣（後深心
院）

高麗史，後深心院関白
記

84 1377 咨文 高麗 日本 ｢書｣，［岡本 2007］ 高麗史

85 宣徳9 ― 1434 8 23 咨文 日本 日本国 明 礼部 為恩事 須到咨者， 右咨礼部， 
咨

善隣国宝記，異国出契，
大明別幅 両国勘合

86 景泰 2 ― 1451 8 咨文 日本 日本国 明 礼部 為朝貢事 須到咨者， 右咨礼部， 
咨

善隣国宝記，異国出契，
大明別幅 両国勘合，
外国書簡

87 景泰 5 ― 1454 2 18 咨文 明 大明礼部 日本 日本国 為公務事 須至咨者， 右咨日本国， 咨
印廓あり（年号第2
字），｢咨｣ 大書・押字
あり

善隣国宝記，異国出契，
大明別幅 両国勘合，
外国書簡

88 天順 8 ― 1464 8 13 別幅咨文 日本 日本国 明 礼部 ― 右咨礼部， 咨
善隣国宝記，異国出契，
大明別幅 両国勘合，
外国書簡

89 成化11 ― 1475 8 28 咨文 日本 日本国 明 礼部 ― 謹録奏上､ 伏望兪容，
右咨礼部， 咨

印廓（年号第一字），
「咨〈大字書之〉｣（善
隣・蔭凉軒）

善隣国宝記，蔭凉軒日
録

90 成化19 癸卯 1483 3 咨文 日本 日本国臣源義政
（ママ） 明 礼部 ― 謹録奏上､ 兪容惟望，

右咨礼部， 咨
印廓（咨字直下），｢日
本国王之印／御印或
在咨字上｣（蔭凉軒）

善隣国宝記，蔭凉軒日
録

91 嘉靖6 辛亥 1527 8 咨文 日本 日本国王臣源義晴 明 礼部 ― 右咨礼部， 咨 幻雲文集

92 嘉靖18 ― 1539 10 7 咨文 日本 日本国王臣源義晴 明 礼部 ― 右咨礼部 活套

93 嘉靖35 ― 1556 11 3 咨文 明 大明副使蒋（蒋洲）日本 日本国対馬島（宗
義調） ― 須至咨者，右咨日本国

対馬島， 咨 東京大学史料編纂所

94 万暦 25 ― 1597 5 16 咨文 明
欽差経理朝鮮軍
務都察院右僉都
御使楊（楊鎬）

日本 平秀吉（豊臣秀吉）咨 ― 圏点あり 台湾・何創時書法芸
術基金

95 乾隆16 ― 1751 6 1 咨文 清 福建泉州府厦門
海防庁 日本 日本国王 為知事 須至咨者，右咨日本国

王
方印（年数），封函あ
り

従厦門寧波来書同回
咨

96 宝暦 2 壬申 1752 2 28 咨文 日本 長崎鎮府（長崎
奉行） 清 福建泉州府厦門 為復書移

咨事
須至回咨者，右復大清
福建泉州厦門海防庁
許爺

方印（年数），封函あ
り

従厦門寧波来書同回
咨

表3　官文書 （牒・咨）

※年月日は基本的に文書の作成年月日を示す。ただし，詳細未詳の文書は作成年または接受年の西暦のみを示した場合もある。
※ ｢様式｣ 欄の太字ゴチックは原本が現存することを示す。様式としての牒であるか否かが未詳である場合は，便宜上，｢牒｣ と記して本表に含めた。｢符｣ に
ついても，便宜上，本表に含めた。
※古代の牒の事例は，基本的に『訳注日本古代の外交文書』に拠った。
※便宜上，日清間で往復した咨文も本表に含めた。
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表4　皇帝・天皇への上行文書 （表・奏・啓）

No. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠

1 478 上表 武 宋 順帝 宋書

2 728 啓 渤海 武芸（大武芸）日本 聖武天皇 ― 啓 ― 続日本紀，槎客便
覧

3 739 啓 渤海 欽茂（大欽茂）日本 聖武天皇 ― 啓 ― 続日本紀，槎客便
覧

4 752 奏 新羅 新羅国王（景
徳王） 日本 孝謙天皇 日本照臨天皇朝庭 言 謹以申聞 新羅使金泰廉の

口頭による奏 続日本紀

5 752 啓 渤海 渤海王（大欽
茂） 日本 孝謙天皇 日本照臨聖天皇朝 言 続日本紀，槎客便

覧

6 796 啓 渤海 ［大嵩璘］ 日本 桓武天皇 ― ― 荒迷不次 ｢其少土物､ 具在
別状｣ 類聚国史

7 796 啓 渤海 ［大嵩璘］ 日本 桓武天皇 ― ― 荒迷不次､ 孤孫
大嵩璘頓首 告喪啓 類聚国史

8 796 啓 渤海 嵩璘（大嵩璘）日本 桓武天皇 ― 啓 ― ｢奉付土物､ 具在
別状｣ 日本後紀

9 798 啓 渤海 嵩璘（大嵩璘）日本 桓武天皇 ― 啓 ― ｢奉附進物､ 具在
別状｣ 類聚国史

10 799 啓 渤海 嵩璘（大嵩璘）日本 桓武天皇 ― 啓 ― ｢奉附軽尠､ 具在
別状｣ 日本後紀

11 810 啓 渤海 ［大元瑜］ 日本 嵯峨天皇 ― ― ― ｢兼上土物､ 具在
別録｣ 日本後紀

12 819 啓 渤海 仁秀（大仁秀）日本 嵯峨天皇 ― 啓 謹奉啓 ｢有少土物､ 謹録
別状｣ 類聚国史

13 821 啓 渤海 仁秀（大仁秀）日本 嵯峨天皇 ― 啓 謹奉啓 ｢奉少土毛､ 謹録
別紙｣ 類聚国史

14 ［841］ 啓 渤海 渤海国王大彜
震 日本 仁明天皇 ― 啓 奉啓 続日本後紀，槎客

便覧

15 ［841］ （別状） 渤海 ［大彜震］ 日本 仁明天皇 ― ― ― ｢啓状｣ に対する
｢別状｣

続日本後紀，槎客
便覧

16 848 啓 渤海 彜震（大彜震）日本 仁明天皇 ― 啓 謹差…奉啓､ 不
宣謹啓

｢謹備土物､ 随使
奉附､ 在於後紙｣

続日本後紀，槎客
便覧

17 858 啓 渤海 虔晃（大虔晃）日本 清和天皇 ― 啓 謹差…奉啓､ 不
宣謹啓

日本三代実録，槎
客便覧

18 871 啓 渤海 玄錫（大玄錫）日本 清和天皇 ― 啓 謹差…､ 謹奉啓
起居､ 不宣謹啓

日本三代実録，槎
客便覧

19 876 啓 渤海 玄錫（大玄錫）日本 清和天皇 ― 啓 謹奉啓起居､ 不
宣謹啓（状）

｢不宣謹状｣［廣
瀬2018］ 日本三代実録

20 908 啓 渤海 日本 醍醐天皇 貞信公記

21 919 啓 渤海 日本 醍醐天皇 貞信公記，日本紀
略

22 930 怠状 渤海 裴璆ほか
東丹国入
朝使裴璆
等

― ― 解申 裴璆等誠惶誠恐
謹言 本朝文粋

23 至元4 ― 1267 9 啓 高麗 高麗国王王
（元宗） 日本 日本国王 日本国王

左右 右啓 拝覆 東大寺尊勝院文
書，異国出契

24 1268 1 啓 高麗
高麗国信使…
潘阜、書状官
…李仁梃

日本 明府閣下 啓 不宣拝覆 東大寺尊勝院文
書

25 1371 表箋 日本 日本国王良懐 明 太祖 太祖実録

26 1374 表 日本 志布志嶋津越
後守臣氏久 明 太祖 太祖実録

27 1376 表 日本 日本国王良懐 明 太祖 太祖実録

28 1379 表 日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本国王良懐 明 太祖 太祖実録

29 1380 ｢上言｣ 日本 ［日本国王良懐］明 太祖 ― 臣聞 惟上国図之 ｢表｣ の語なし 明史日本伝

30 1386 表 日本 日本国王良懐 明 太祖 太祖実録

31 1402 表 日本 日本国臣源―
（足利義満） 明 成祖 ― 表 謹具表聞 善隣国宝記，太祖

実録

32 1404 表 日本 日本国王源道
義（足利義満）明 成祖 太宗実録

33 1404 表 日本 日本国王源道
義（足利義満）明 成祖 ｢賀冊立皇太子｣ 太宗実録

34 1405 表 日本 日本国王源道
義（足利義満）明 成祖 太宗実録

35 1410 表 日本 日本国王源義
持（足利義持）明 成祖 ｢謝賜父諡及命襲

爵恩｣ 太宗実録

36 1418 表 日本 （国王源義持）明 成祖 ｢謝罪｣ 太宗実録

37 宣徳7 ― 1432 8 10 表 日本
日本国臣（マ
マ）源義教
（足利義教）

明 宣宗
誠恐誠惶
稽首頓首
百拝謹表

謹具表…齎奉以
聞､ 臣義教稽首
頓首

善隣国宝記，東海
華集，宣宗実録

38［宣徳9］ 1434 ［8］［23］表 日本 ［足利義教］ 明 宣宗 善隣国宝記，東海
華集
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No. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠

39 景泰 2 辛未 1451 8 表 日本
日本国王臣源
義成（足利義
政）

明 代宗 ― ―
謹奉表以聞，臣
源義成誠惶誠恐
頓首頓首謹言，
上表

善隣国宝記，異国
出契，外国書簡

40 1465 表 日本 ［足利義政］ 明 憲宗 ― ― 謹表以聞 ｢體信達順｣ 印あ
り（竄入ヵ） 善隣国宝記

41 1468 表 日本 ［足利義政］ 明 憲宗 憲宗実録

42 成化11 乙未 1475 8 28 表 日本
日本国王臣源
義政（足利義
政）

明 憲宗 大明皇帝
陛下 上表

謹表以聞、臣源義
政誠惶誠恐頓首
謹言

日本国王印（諱上）
善隣国宝記，蔭凉
軒日録，補庵京華
集

43 成化19 癸卯 1483 3 表 日本 日本国王臣義
政 明 憲宗 言

謹表以聞、臣源義
政誠惶誠恐頓首
頓首謹言

｢已前御印搭年号
之上｣（補庵）

善隣国宝記，補庵
京華集，憲宗実録

44 弘治19 丙寅 1506 1 11 表 日本
日本国王臣源
義澄（足利義
澄）

明 孝宗 ― 言
謹具表以聞、臣源
義澄誠惶誠恐頓
首頓首謹言

続善隣国宝記

45 嘉靖6 丁亥 1527 8 表 日本 日本国王源義
晴（足利義晴）明 世宗 ― ―

謹表以聞、臣源義
晴誠惶誠恐頓首
謹言

幻雲文集

46 嘉靖18 己亥 1539 10 7 表 日本 日本国王臣源
義晴 明 世宗 ― ―

謹表以聞、臣源義
晴誠惶誠恐頓首
謹言

活套

47 1593 表▲ 日本 ［豊臣秀吉］ 明 神宗 宣祖実録，神宗実
録

48 1596 奏▲ 日本 ［豊臣秀吉］ 明 神宗 宣祖実録，神宗実
録

表4　皇帝・天皇への上行文書 （表・奏・啓）

※古代の啓については，基本的に『訳注日本古代の外交文書』に拠った。
※明皇帝宛の表文については，『明実録』等に ｢奉表｣ ｢上表｣ のように示されるのみの事例も本表に含めた。
※便宜上，表・奏・啓以外の様式の上行文書も本表に含めた。
※年月日は基本的に文書の作成年月日を示す。ただし，詳細未詳の文書は作成年または接受年の西暦のみを示した場合もある。
※ ｢様式｣ 欄の ｢▲｣ は同時代的に作成された偽書であることを示す。
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No. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

1 607 書簡 日本 推古天皇 日出処天子 隋 煬帝 日没処天子 致書 隋書

2 ［705］ 書簡 唐 則天武后 皇帝 日本 文武天皇 ［日本国王］ ［致書］ 異国牒状記

3 ［720］ 書簡 唐 玄宗 皇帝 日本 元正天皇 日本国王 敬到
［致］書

善隣国宝記，異国
牒状記

4 777 ｢書｣ 日本 渤海 弔喪書 続日本紀

5 延喜8 908 5 2 書状 日本 宇多法皇 日本国栖鶴洞居
士無名 渤海 裴 裴公足下 ― 謹状 本朝文粋

6 929 ｢書状｣ 後百済 甄萱 日本 大宰府司 ｢送大宰府司書
状｣ 扶桑略記

7 929 ｢書｣ 後百済 甄萱 日本 坂上経国 ｢送嶋守坂上経
国書｣ 扶桑略記

8 929 書状 日本 （大宰大弐） 後百済 ｢大弐書｣ 扶桑略記

9 929 書状 日本 坂上経国 （対馬守） 後百済 ｢対馬守書｣ 扶桑略記

10 ［945］ ｢返牒｣ 日本 藤原忠平 （左大臣） 呉越 （大唐） 書状ヵ 玉葉

11 ［945］ ｢返牒｣ 日本 藤原仲平 （右大臣） 呉越 （大唐） 書状ヵ 玉葉

12 天暦1 947 閏7 27 書状 日本 藤原実頼 日本国左大臣藤
原朝臣 呉越 呉越王殿下謹空 不宣謹言 本朝文粋

13［天暦1］ ［947］［閏7］［27］［別幅］ 日本 ［藤原実頼］ 呉越 ［呉越王］ 謹状 本朝文粋

14 天暦 7 953 7 書状 日本 藤原師輔 日本国右大臣藤
原朝臣 呉越 銭弘俶 ［呉越王］ 謹状，謹言 本朝文粋

15 1073 書簡ヵ 北宋 神宗 （大宋皇帝） 日本 ｢大宋皇帝志送
日本御筆文書｣ 参天台五台山記

16 1076 書簡ヵ 日本 北宋 （大宋国皇
帝）

｢大宋国皇帝之
返信定｣ 扶桑略記

17 1083 書簡ヵ 北宋 徽宗 日本 ｢大宋国皇帝返
書定｣ 歴代皇紀

18 ［1117］ ｢書｣ 北宋 徽宗 日本 善隣国宝記

19 至元3 1266 8 書簡 元 成祖 上天眷命大蒙古
国皇帝 日本 日本国王 奉書 王其図之､

不宣
｢蒙古国牒状｣
（尊勝院）

東大寺尊勝院文
書，異国出契，善
隣国宝記，仁寿鏡

20 至元8 1271 9 25 書簡 元 趙良弼 大蒙古国皇帝差
来国信使趙良弼 日本 ― ― 東福寺文書

21 1275 書簡 元 成祖 ［上天眷命］大元
皇帝 日本 日本国王 致書 不宣白 ｢国書｣ 元文類

22 1292 書簡 高麗 忠烈王
皇帝福 裏特進
上柱国開府儀同
三司 馬高麗国
王王

日本 日本国王殿下 謹奉書 ｢高麗牒状｣（異
国牒状記）

称名寺文書，異国
牒状記

23 大徳3 1299 3 書簡 元 成宗 上天眷命大元皇
帝 日本 日本国王 致書 王其審図

之､ 不宣
｢大徳元年｣（称
名寺）は誤り

称名寺文書，元史，
元朝典故編年考

24 1367 書簡 日本 春屋妙葩 僧録 高麗
｢高麗回書｣（善
隣），｢高麗消
息｣（鹿王院）

善隣国宝記，鹿王
院文書

25 洪武5 1372 9 1 書簡 明 無逸克勤 瓦官克勤 日本 尊道親王 延暦堂上座主大
和尚侍者 致書 ― 封上書あり（修

史）

善隣国宝記，明
国書 明使仲猷
無逸尺牘，隣交
徴書，修史為徴

26 1372 書簡 明 仲猷祖闡・
無逸克勤

天寧祖闡・瓦官
克勤 日本 天龍方丈和尚侍

者 致書 不宣
明国書 明使仲
猷無逸尺牘，修史
為徴

27 1373 書簡 日本 春屋妙葩
前僧録中興天龍
資聖禅寺住持比
丘春屋妙葩和南

明 趙秩
大明天使松雪余
芳王孫趙別駕館
下

上 雲門一曲

28 1373 書簡 日本 春屋妙葩 丹丘芥室叟妙葩 明 朱本 大明天使朱君掌
下館下 上 雲門一曲

29 1373 10 7 書簡 明 趙秩 客防侍生趙秩 日本 春屋妙葩 芥室大善知識雲
門禅隠大徳和尚

皇［惶］恐
稽首九拝
和南上覆

再拝 ｢謹封｣（封上書）雲門一曲

30 1373 10 7 書簡 明 朱本 四明朱本 日本 春屋妙葩 芥室禅師大和尚 頓首百拝
奉復

不具備､百
拝奉復 ｢謹封｣（封上書）雲門一曲

31 1374 ｢書｣ 日本 足利義満 明 中書省 ｢国臣之書｣ 太祖実録

32 1377 ｢書｣ 日本 徳叟周佐 （僧周佐） 高麗 ｢寄書｣ 高麗史，高麗史節
要

33 1377 ｢書｣ 日本 今川了俊 高麗 ｢献書幣｣ 陶隠集

34 1378 ｢書｣ 高麗 日本 今川了俊 其益図之 ｢書｣ 高麗史

35 1380 書簡 日本 足利義満 （征夷将軍源義
満） 明 胡惟庸 （丞相） ［奉書］

｢奉丞相書｣（実
録），｢洪武十二
［三］年将軍復
奉書肆侮｣（礼
部）

太祖実録，礼部志
稿

表5　私文書 （書簡・書契）
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No. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

36 1381 書簡 明 礼部尚書 大明礼部尚書 日本 （懐良親王）日本国王 致意 王其審之 ｢移書｣ 太祖実録，礼部志
稿，異国出契

37 1381 書簡 明 礼部尚書 大明礼部尚書 日本 足利義満 日本征夷［大］
将軍 致意 将軍審之 ｢移書｣ 太祖実録，礼部志

稿，異国出契

38 1391 書翰 日本 今川了俊 （日本九州節度使
源了浚［俊］） 高麗 ［中書門下

侍中］ （侍中） ［上書］ ｢上侍中書｣ 高麗史

39 明徳3 壬申 1392 12 27 書簡 日本 絶海中津 日本国相国承天
禅寺住持沙門某 高麗 高麗国門下府諸

相国閣下 端粛奉復 不宣 善隣国宝記，方策
新編，槎客便覧

40 応永 8 辛巳 1401 5 13 書簡 日本 足利義満 日本准三后道義 明 建文帝 大明皇帝陛下 上書
某誠惶誠
恐頓首頓
首謹言

康富記，善隣国宝
記

41 応永14 1407 4 書契 日本 大内盛見
日本国防長豊州
刺史大内多多良
徳雄

朝鮮 朝鮮国議政府左
右政丞閣下 端粛奉書 不宣 興隆寺文書，大内

氏実録土代

42［応永14］ 1407 ［4］ 別幅 日本 大内盛見 朝鮮 興隆寺文書，大内
氏実録土代

43 永楽7 1409 6 18 書契 日本 斯波義将 日本国管領源道
将 朝鮮

朝鮮国議政府左
右政丞両相公閣
下

拝覆 不宣 善隣国宝記，方策
新編，槎客便覧

44 応永17 1410 8 26 書契 日本 大内盛見
日本国防長豊三
州刺史多 良々道
雄

朝鮮 朝鮮国議政府左
右政丞閣下

頓首百拝
奉書

不備，頓首
百拝奉上

不二遺稿，叢林
文集語録抜萃

45 永楽17 1419 7 13 書簡 明 通事周肇
（他） 日本 ｢故筆諸書｣ 善隣国宝記

46 応永 26 1419 7 20 書簡 日本 足利義持 征夷大将軍某 明 元容周頌 元容西堂 告 宜以此件
款款説之 善隣国宝記

47 応永 29 1422 5 書契 日本 足利義持 日本国源義持 朝鮮 世宗 朝鮮国王殿下 拝覆 不宣
善隣国宝記，世宗
実録，方策新編，
槎客便覧

48 応永 30 1423 7 書契 日本 足利義持 日本国道詮 朝鮮 世宗 朝鮮国王殿下 再奉書 ―
善隣国宝記，世宗
実録，方策新編，
槎客便覧

49 応永 31 1424 8 初吉書契 日本 足利義持 日本国道詮 朝鮮 世宗 朝鮮国王殿下 拝覆 ―
善隣国宝記，世宗
実録，方策新編，
槎客便覧

50 1424 別幅 朝鮮 世宗 日本 足利義持 ［橋本 2019］ 大明別幅 両国
勘合

51 洪熙1 1425 5 書契 朝鮮 世宗 朝鮮国王李 日本 足利義持 日本国殿下（ﾏﾏ）奉復 不宣 善隣国宝記，方策
新編

52 1425 書契 朝鮮 世宗 ［朝鮮国王李 ］ 日本 足利義持 槎客便覧

53 1425 別幅 朝鮮 世宗 日本 足利義持 ［橋本 2019］ 大明別幅 両国
勘合

54 応永 戊申 1428 3 書契 日本 足利義持 日本国道詮 朝鮮 世宗 朝鮮国王殿下 拝覆 不宣 善隣国宝記，方策
新編，槎客便覧

55 1430 別幅 朝鮮 世宗 日本 足利義持 ［橋本 2019］ 大明別幅 両国
勘合

56 正統 4 1439 7 12 書契 朝鮮 世宗 朝鮮国王李 日本 足利義教 日本国殿下（ﾏﾏ）奉書 ―
善隣国宝記，世宗
実録，方策新編，
槎客便覧

57 庚申 1440 2 19 書契 日本 足利義教 日本国源義教 朝鮮 世宗 朝鮮国王殿下 奉復 ― 善隣国宝記，方策
新編，槎客便覧

58 1440 ［2］［19］別幅 日本 足利義教 ― 朝鮮 世宗 ― ― 整 善隣国宝記

59 享徳3 1454 11 書契 日本 宗像氏正
日本国筑前州宗
像郡知守宗像朝
臣氏正

朝鮮 礼曹判書 朝鮮国礼曹判書
閣下

誠恐誠惶
頓首､謹
製短書以
奉

不宣，誠恐
誠惶頓首 宗像大社文書

60 1456 書契 日本 足利義政 日本国義政 朝鮮 世祖 朝鮮国王殿下 端粛拝覆 ―
善隣国宝記，方
策新編，槎客便
覧

61 1456 書契 日本 足利義政 日本国源義政 朝鮮 世祖 朝鮮国王殿下 奉書 謹書 善隣国宝記，方
策新編

62 1458 書契 日本 足利義政 ［日本国源義政］ 朝鮮 世祖 ［朝鮮国王殿下］ 槎客便覧

63 1459 別幅 朝鮮 世祖 日本 足利義政 ［橋本 2019］ 大明別幅 両国
勘合

64 天順3 1460 2 1 書契 朝鮮 世祖 朝鮮国王李 日本 足利義政 日本国殿下（ﾏﾏ）奉復 ―
善隣国宝記，方
策新編，槎客便
覧

65 天順 4 1461 3 28 書契 朝鮮 世祖 朝鮮国王李 日本 足利義政 日本国殿下（ﾏﾏ）奉書 ―
善隣国宝記，方
策新編，槎客便
覧

66 丙戌 1466 2 28 書契 日本 足利義政 日本国源義政 朝鮮 世祖 朝鮮国王殿下 奉書 ― 善隣国宝記，方策
新編，槎客便覧

67 庚寅 1470 8 28 書契 日本 足利義政 日本国源義政 朝鮮 成宗 朝鮮国王殿下 奉書 ― 善隣国宝記，方策
新編，槎客便覧

表5　私文書 （書簡・書契）
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No. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 冒頭句 結尾句 特記事項 典拠・所蔵等

68 壬辰 1472 10 3 書契 日本 足利義政 日本国源義政 朝鮮 成宗 朝鮮国王殿下 奉書 不宣
善隣国宝記，補庵
京華集，成宗実
録，方策新編，槎
客便覧

69 1472 ［10］［3］別幅 日本 足利義政 ― 朝鮮 成宗 ― 別幅 整 善隣国宝記，方策
新編

70 甲午 1474 9 5 書契 日本 足利義政 日本国源義政 朝鮮 成宗 朝鮮国王殿下 奉書 ―
善隣国宝記，補庵
京華集，方策新
編，槎客便覧

71 成化10 1474 12 書契 朝鮮 成宗 朝鮮国王李 日本 足利義政 日本国王殿下 奉復 不宣 続善隣国宝記，方
策新編

72 1474 ［12］ 別幅 朝鮮 成宗 ― 日本 足利義政 ― ― 整 続善隣国宝記，成
宗実録

73 成化11 1475 9 書契 朝鮮 成宗 朝鮮国王李 日本 足利義政 日本国王殿下 奉復 不宣 別幅略記 続善隣国宝記，方
策新編

74 成化18 1482 5 12 書契 朝鮮 成宗 朝鮮国王李 日本 足利義政 日本国王殿下 奉復 不宣 別幅の録文あり
（実録）

続善隣国宝記，成
宗実録，方策新編

75 丙午 1486 8 4 書契 日本 足利義政 日本国准三后道
慶 朝鮮 成宗 朝鮮国王殿下 奉書 ―

善隣国宝記，，補
庵京華集，方策
新編，槎客便覧

76 成化 23 1487 7 書契 朝鮮 成宗 朝鮮国王李 日本 足利義政 日本国王殿下 奉復 不宣 続善隣国宝記，方
策新編

77 1487 ［7］ 別幅 朝鮮 成宗 ― 日本 足利義政 ― ― 整 続善隣国宝記，方
策新編

78 1489 書契 日本 足利義政 日本国源道慶 朝鮮 成宗 朝鮮国王殿下 奉書 ― 翰林葫蘆集，方策
新編

79 弘治2 1489 9 書契 朝鮮 成宗 朝鮮国王李 日本 足利義政 日本国王殿下 奉復 ― 続善隣国宝記，成
宗実録，方策新編

80 1491 書契 日本 足利義稙 日本国王義稙 朝鮮 成宗 朝鮮国王殿下 奉書 ― 別幅の録文あり
（実録）

翰林葫蘆集，成宗
実録，方策新編

81 弘治4 1491 10 書契 朝鮮 成宗 朝鮮国王李 日本 足利義稙 日本国王殿下 奉復 不宣 続善隣国宝記，方
策新編

82 弘治4 辛亥 1491 別幅 朝鮮 成宗 日本 足利義稙 ― ― ― 続善隣国宝記

83 書契 朝鮮 礼曹参議 日本 宗貞国 朝鮮通交大紀，方
策新編

84 書契 朝鮮 礼曹参議 日本 宗貞国 朝鮮通交大紀，方
策新編

85 明応6 1497 10 書契 日本 大内義興
日本国大内防長
豊筑肆州大［太］
守多多良朝臣

朝鮮 礼曹参判 朝鮮国礼曹参判
足下 奉書 不宣 続善隣国宝記，方

策新編

86 明応6 1497 11 3 書契 日本 大内義興
日本国大内防長
豊筑肆州大［太］
守多多良義興

朝鮮 礼曹参判 朝鮮国礼曹参判
足下 奉書 不宣 続善隣国宝記，方

策新編

87 明応8 1499 書契 日本 足利義澄 日本国源義高 朝鮮 燕山君 朝鮮国王殿下 奉書 不宣 翰林葫蘆集，方策
新編，続本朝通鑑

88 明応8 己未 1499 書契 日本 足利義澄 日本国源義高 朝鮮 燕山君 朝鮮国王殿下 奉書 不宣 続善隣国宝記，方
策新編

89 癸亥 1503 3 書契 日本 足利義澄 日本国義澄 朝鮮 燕山君 朝鮮国王殿下 奉書 不宣 続善隣国宝記

90 永正3 1506 2 10 書契 日本 大内義興
日本国防長豊筑
肆州大［太］守
大内左京兆尹多
多良朝臣義興

朝鮮 礼曹参判 朝鮮国礼曹参判
足下 奉書 ― 続善隣国宝記，方

策新編

91 永正3 1506 2 書契 日本 大内義興 日本国大内左京兆
多多良朝臣義興 朝鮮 礼曹参判 朝鮮国礼曹参判

足下 重奉書 ― 続善隣国宝記，方
策新編

92 永正 庚午 1510 11 書契 日本 大内義興
日本防長豊筑雍
芸石七州大［太］
守大内多多良左
京兆中大夫義興

朝鮮 礼曹参判 朝鮮国礼曹参判
足下 奉書 ― 続善隣国宝記，方

策新編

93 1512 書契 朝鮮 中宗 朝鮮国王李懌 日本 足利義稙 日本国王 不宣 中宗実録，朝鮮通
交大紀，方策新編

94 永正13 1516 8 書契 日本 大内義興

日本国防長豊筑
雍芸石七州大
［太］守大内従三
位行左京大夫多
多良朝臣義興

朝鮮 礼曹参判 朝鮮国礼曹参判
足下 奉書 不宣 続善隣国宝記，方

策新編

95 1516 ［8］ 別幅 日本 大内義興 ― 朝鮮 礼曹参判 ― ― 整 続善隣国宝記，方
策新編

96 1516 別幅 日本 足利義晴 日本国王源義晴 朝鮮 中宗 朝鮮国王殿下 奉書 不宣 方策新編

97 癸未 1523 3 書契 日本 足利義晴 日本国王源義晴 朝鮮 中宗 朝鮮国王殿下 奉書 不宣 方策新編

98 天文 7 1538 2 書契 日本 大内義隆
日本国王臣左京兆
尹兼都督長史武
衛次将多々 ［多］
良朝臣義隆

朝鮮 礼曹参判 朝鮮国礼曹参判
足下 奉書 不宣

｢天文五年｣（大
願寺・分類・
方策）

大願寺文書，異国
出契，外国書簡，
分類紀事大綱附
録，方策新編，大
内氏実録土代

表5　私文書 （書簡・書契）
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99 天文 7 1538 10 書契 日本 大内義隆 日本国大内左京
兆兼太宰大弐防
長豊筑雍芸石七
州太守多 ［々多］
良朝臣義隆

朝鮮 礼曹参判 朝鮮国礼曹参判
大人足下

奉書 ― 異国出契，外国
書簡，大内氏実
録土代

100 嘉靖18 1539 9 書契 朝鮮 姜顕 朝鮮国礼曹参判
姜顕 日本 大内義隆

日本国王臣左京
兆兼都督長史
武衛次将多々
［多］良朝臣義
隆足下

奉復 不宣
分類紀事大綱附
録，方策新編，
大内氏実録土代

101 嘉靖20 1541 1 書契 朝鮮 任権 朝鮮国礼曹参判
任権 日本 大内義隆

日本国大内都督
大卿兼兵部侍
郎防長豊筑雍芸
石七州太守多多
良朝臣義隆足下

奉復 不宣
毛利博物館，異
国出契，外国書
簡，方策新編，
大内氏実録土代

102 天文11 1542 7 書契 日本 足利義晴 日本国王源義晴 朝鮮 中宗 朝鮮国王殿下 奉書 不宣 異国出契，外国
書簡

103 書契▲ 日本 平長親 日本西海路肥前
州平長親 朝鮮 ― 礼曹三尊大人

足下
稽首稽首
百拝欽奉
短牘

恐恐惶惶 分類紀事大綱附
録

104 永禄 7 1564 7 書契▲ 日本 草野義本
日本国西海路上
松浦久沙野嶋主
藤原朝臣義本

朝鮮 ― 朝鮮国礼曹尊大
人足下 謹上書 恐懼不宣，

再拝
｢呈上｣（合衿
上書）

分類紀事大綱附
録

105 隆慶1 1567 6 書契 朝鮮 宣祖 朝鮮国王李 日本 ― 日本国王殿下 奉復 ― 朝鮮通交大紀，
方策新編

106 隆慶1 1567 9 書契▲ 朝鮮 李海亀 朝鮮国礼曹佐郎
李海亀 日本 渋川政教

日本国西海路九
州都元帥源政教
足下

奉復 不宣 分類紀事大綱附
録

107 1569 書契 朝鮮 宣祖 日本 ― ［日本国王殿下］ 朝鮮通交大紀

108 万暦 4 1576 5 書契 朝鮮 李拭 朝鮮国礼曹参議
李拭 日本 宗義調 対馬州太守平朝

臣宗公足下 奉復 不宣 国立公文書館

109 万暦 9 1581 5 書契 朝鮮 宣祖 朝鮮国王李 日本 ― 日本国王殿下 奉復 不宣 朝鮮通交大紀，
方策新編

110 万暦 9 1581 11 書契 朝鮮 宣祖 朝鮮国王李 日本 ― 日本国王殿下 奉復 不宣 朝鮮通交大紀，
方策新編

111 万暦12 1584 12 書契 朝鮮 宣祖 朝鮮国王李 日本 ― 日本国王殿下 奉復 不宣
続善隣国宝記，
朝鮮通交大紀，
方策新編

112 万暦12 1584 12 書契▲ 朝鮮 柳成龍 朝鮮国礼曹判書
柳成龍 日本 京極晴久

日本国京城住京
極江岐雲三州大
［太］守佐佐木
氏大膳大夫源
公足下

奉復 不宣 ｢豊山柳氏｣ 図
書（諱上）

伊藤孝彦，続善
隣国宝記，方策
新編

113 万暦18 1590 3 書契▲ 朝鮮 宣祖 朝鮮国王李 日本 豊臣秀吉 日本国王殿下 奉書 不宣 ｢為政以徳｣ 印
（諱上）

宮内庁書陵部，
槎客便覧，善隣
続考，方策新編

114 1590 ［3］ 別幅▲ 朝鮮 宣祖 日本 豊臣秀吉 ― 整 ｢為政以徳｣ 印
（｢整｣ 字）

宮内庁書陵部，
槎客便覧，方策
新編

115 万暦18 1590 5 書契▲ 朝鮮 朴東賢 朝鮮国礼曹佐郎
朴東賢 日本 大内教満

日本国周防州多
多良別駕教満足
下

奉復 不宣 分類紀事大綱附
録，書翰廿四本

116 天正18 1590 11 書契 日本 豊臣秀吉 日本国関白秀吉 朝鮮 宣祖 朝鮮国王閣下 奉書 不宣
陽明文庫，雲崖
随筆，異国出契，
外国書簡，善隣
続考，方策新編

117 1590 書契 朝鮮 金誠一 （某） 日本
景轍玄蘇・
柳川調信・
宗義智

上副官・対馬島
主三足下 白 其垂察焉 朝鮮通交大紀，

金鶴峯海槎録

118 1590 書契 朝鮮 金誠一 日本
景轍玄蘇・
柳川調信・
宗義智

（上副官・対馬
島主） 不宣 朝鮮通交大紀，

金鶴峯海槎録

119 万暦18 1590 12 書契▲ 朝鮮 申光弼 朝鮮国礼曹佐郎
申光弼 日本 田平兼

日本国肥前州田
平寓鎮源朝臣兼
足下

奉復 不宣 ｢東陽申氏｣ 図
書（諱上） 個人

120 天正19 1591 6 書契 日本 田平兼 日本国肥前州田
平寓鎮源朝臣兼 朝鮮 礼曹佐郎 朝鮮国礼曹大人

足下 伏白 恐懼不宣 ｢源兼｣図書（諱
上） 個人

121 万暦19 1591 7 書契▲ 朝鮮 黄致誠 朝鮮国礼曹佐郎
黄致誠 日本 島津武久

日本国日向大隅
薩摩三州太守島
津藤原朝臣武久
足下

奉復 不宣 ｢昌原黄氏｣ 図
書（諱上）

東京大学史料編
纂所

122 1591 書契 朝鮮 金誠一 日本 宗義智 対馬島主 足下其思
焉

朝鮮通交大紀，
金鶴峯海槎録

表5　私文書 （書簡・書契）

※ ｢様式｣ 欄の太字ゴチックは原本が現存する，または原本が写真で確認されることを示す。｢▲｣ は同時代的に作成された偽書，もしくは偽使が介在して授受され
た文書であることを示す。
※日朝往復書契は朝鮮史料（朝鮮王朝実録，文集史料など）にも多数見出されるが，逐一掲出するのは煩瑣となるため，本表では日本史料のなかに分散的に確認され，
かつ 1392 ～ 1592 年の通交者の名で発信された文書に絞って掲出した。
※『朝鮮通交大紀』と『方策新編』が引用する朝鮮文集史料所収の書契案については，基本的に本表からは除外した。
※外交使節が現地で授受した文書については，基本的に本表からは除外した。ただし，元・明・朝鮮の使節が発信した文書については，参考のため，本表に含めた。
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表6　日琉往復文書 （書状・書簡）

No. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者・敬称 冒頭句・書
出文言

結尾句・書
止文言 上所 脇付 特記事項 典拠・所蔵等

1 応永21 1414 11 25 御内書［足利義持］ りうきう国のよのぬ
しへ（尚思紹） ― ― ― ― 運歩色葉集

2 応永27 1420 5 6 披露状 代主（尚思紹）御奉行所 畏言上 誠恐誠惶敬
白 進上 ― 押印 昔御内書符案，大

館記

3 永享8 1436 9 15 御内書［足利義教］ りうきう国のよのぬ
しへ（尚巴志） ― ― ― ― 昔御内書符案，後

鑑

4 5 30 書状 代主（尚巴志） ― 恐 謹々言 進上 ― ｢海印｣（差出書） 阿多文書

5 11 20 書状 ［細川持之］ 琉球代主殿 ― 恐々 ― ― 足利将軍御内書
奉書留

6 11 20 書状 ［細川持之］ 王将軍 ― 恐々 ― ― 足利将軍御内書
奉書留

7 永享11 1439 3 7 御内書［足利義教］ りうきう国のよのぬ
しへ（尚巴志） ― ― ― ― 押印，料紙は ｢高

引｣（大高ノ引合）
御内書案，御内書
引付，公私翰書雑々

8 天順5 1461 6 3 書簡 琉球国王（尚
徳）

三州太守麾下（島
津忠国） ― ― ― ― 旧記雑録

9 6 20 披露状 金丸世主（尚円）嶋津御屋形 ― 恐惶謹言 ― 御奉行所 ｢首里之印｣（差出書）島津家文書

10 ［1472］ 2 23 書状 立久（島津） 金剛寺 ― 恐 謹々言 ― ― 花押 旧記雑録

11 7 披露状 世主 嶋津式部大輔殿
（久逸ヵ） ― 恐 謹々言 謹上 御奉行所 ｢首里之印｣（差出書）島津家文書

12 ［1488］ 2 13 書状 ［大内政弘］ 琉球国世主殿（尚
真） ― 誠恐敬白 謹上 ― 大内氏掟書

13 ［1488］ 2 13 書状 ［大内政弘］ 天開（界）寺 追啓 恐々不宣 ― 侍者禅師 追而書 大内氏掟書，大内
氏実録

14 永正5 1508 3 12 書簡
日本国薩隅日三
州太守藤原忠
治（島津）

琉球国王殿下（尚
真） 奉復 誠惶恐誠敬

白 ― ― 旧記雑録

15 永正5 1508 3 12 書簡 薩隅日三州太
守藤原忠治

琉球国王殿下（尚
真） 奉書 恐惶頓首不

宣 拝呈 ― 旧記雑録

16 永正15 1518 9 22 書状 忠隆（島津） 琉球国王閤下（尚
真） 謹令啓候 恐惶敬白 進上 ― 島津家文書

17 ［1521］ 6 15 書状 三司官 種子嶋武蔵守殿
（恵時） ― 不宣 ― 閣下 ｢三司官印｣（差出書）種子島家譜，旧記雑録

18 正徳16 辛巳 1521 6 15 書状 三司官 種子嶋武蔵守殿
（恵時）

追而令啓上
候 万端不宣 ― 閣下 追而書 種子島家譜，旧記

雑録

19 ［1526］ 8 1 書状 琉球国世主 嶋津相模守殿（忠
良） ― 恐 謹々言 ― 返報 ｢首里之印｣（差出書）島津家文書，旧記雑録

20 大永7 1527 7 24 御内書［足利義晴］ りうきう国のよのぬ
しへ（尚清） ― ― ― ― 花押 室町家御内書案，

御内書記録

21 大永7 丁亥 1527 9 11 書状 義興（大内） 天界寺 ― 恐惶謹言 ― 衣鉢侍者禅
師 花押・朱印 閥閲録遺漏，旧記

雑録

22 ［1528］ 閏9 9 披露状［島津忠朝］ 天界寺 ― 誠惶敬白 ― 尊答衣鉢侍
者禅師 旧記雑録

23 天文3 1534 9 16 書状 老中 琉球国三司官 ― 恐 謹々言 ― ― 旧記雑録

24 嘉靖 壬寅 1542 閏5 26 書状 全叢（琉球円
覚寺）

相良近江守殿（義
滋） ― 誠恐不備 晋上 台閣下 花押，切封墨引 相良家文書

25 弘治2 1556 4 6 書簡 ［島津貴久］ ［尚元］ 謹奉復 ― 旧記雑録

26 弘治2 1556 4 6 目録 ［島津貴久］ ［尚元］ ― 以上 ― ― 旧記雑録

27 丙辰 1556 12 13 書簡 琉球国中山王
（尚元） 種子嶋殿平時堯公 回答 不備 回答 ― ｢首里之印｣ 種子島家譜，旧記

雑録

28 ［1559］ 3 3 書状 那覇主部中
河上将監殿（久
朗）・伊集院掃部助
殿（忠倉）・村田越
前守殿（経定）

追而令申候 恐惶謹言 ― 御老中 ｢那覇｣印（差出書），
追而書 島津家文書

29 永禄2 1559 4 9 書状 修理大夫貴久
（島津）

琉球国王閤下（尚
元）　 請賀章 恐惶敬白 進上　 ― 島津家文書

30 6 書状
たくし里主（沢
岻）・なはの里
主（那覇）

御奉行所々御中 ― 恐 謹々言 ― ― ｢首里之印｣（日付） 島津家文書

31 隆慶3 1569 1 11 書状 三司官 鹿児嶋御奉行中 御尊札慥令
披見候 恐 謹々言 御宿所  ｢三司官印｣（差出

書） 島津家文書

32 隆慶4 1569 1 11 書状 三司官 鹿児嶋御奉行中 ― 恐 謹々言 ― 参 追而書（贈品記載）島津家文書

33 永禄13 1570 3 1 書状 島津入道伯囿
（貴久）

琉球国王殿下（尚
元） ― 恐惶不宣 ― ― 3月2日（旧記） 町田氏正統系譜，

旧記雑録

34 ［1570］ 3 1 書状 経定（村田） ［三司官］ 謹以呈一翰 恐惶不備 町田氏正統系譜，
旧記雑録

35 ［1570］ 3 1 書状
右衛門太夫忠
金（伊集院忠
棟）

［三司官］ （仍捧短札）恐 謹々言 町田氏正統系譜，
旧記雑録

36 永禄13 1570 3 1 書状 川上入道意釣
（久朗） 三司官 （謹以呈片

楮） 恐惶頓首 呈上 館下 町田氏正統系譜，
旧記雑録
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表6　日琉往復文書 （書状・書簡）

No. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者・敬称 冒頭句・書
出文言

結尾句・書
止文言 上所 脇付 特記事項 典拠・所蔵等

37 永禄13 1570 3 2 書状 修理大夫義久
（島津） 中山王閣下（尚元）― 頓首恐惶不

宣 進上拝呈 ― ｢殿下｣ を ｢閣下｣
に改める

町田氏正統系譜，
旧記雑録

38 隆慶4 1570 6 17 書状 中山王（尚元） 島津修理大夫殿（義久） ― 恐惶不備 進献 回章 町田氏正統系譜，
旧記雑録

39 ［1570］ 書状 老中（島津氏
老中） 琉球国三司官 ― ― ― ― 古案写

40［元亀3］ ［1572］ ［9］ 書状 ［島津氏老中］ 琉球国三司官 ― 町田氏正統系譜，
旧記雑録

41 万暦1 1573 7 11 書状 那呉道林 伊集院右衛門大夫
殿（忠棟） ― 恐惶謹言 謹上 御宿所 島津家文書

42 天正2 甲戌 1574 9 25 書状
忠金（伊集院
忠棟）・昌宗
（平田）・意釣
（川上忠克）

円覚寺 ― 恐惶頓首 ― 衣鉢閣下 花押 旧記雑録

43 万暦2 甲戌 1574 閏12 13 書状 中山王（尚永） 嶋津修理大夫殿（義久） ― 恐惶不宣 進上 ― 旧記雑録，町田氏
正統系譜

44 書状 老中（島津氏
老中） 琉球三司官 ― 恐々 ― ― 古案写

45 ［1577］ ［8］ 目録 琉球国 藤氏嶋津殿（義久）進呈 已上 ― 台閣下 島津家文書

46 万暦5 丁丑 1577 閏8 21 書状 中山王（尚永） 嶋津修理大夫（義久） ― 恐惶不宣 ― ― 島津家文書，旧記
雑録

47 万暦5 丁丑 1577 閏8 21 目録 琉球国 嶋津修理大夫殿
（義久） ― 已上 進上 ― 島津家文書，旧記

雑録

48 万暦6 戊寅 1578 4 5 書状
池城（安棟）・
那呉（良員）・
国上（盛順）

鹿児嶋奉行御中 ― 恐惶謹言 謹上 ―  ｢三司官印｣（差出
書）

島津家文書，旧記
雑録

49 万暦6 1578 4 5 目録 琉球国 嶋津修理大夫殿
（義久） 注文 已上 謹上 ― 島津家文書，旧記

雑録

50 ［1578］ 8 1 書状 修理大夫義久
（島津） 円覚寺 ― 恐 謹々言 謹上 ― 旧記雑録

51 天正6 1578 8 20 書状

越前守経（村
田経定）・左馬
助光宗（平田）・
前上野介意釣
（川上忠克）

三司官 ― 恐惶謹言 謹上 ― 旧記雑録

52 ［1579］ ［3］［27］書状 ［島津義久］ ［尚永］ ― ―
｢天正七年三月廿
七日琉球国王 御
書案文｣ ｢目録別
簡而已｣

旧記雑録

53 天正7 1579 3 27 書状 （老中） 三司官 ― 恐々不宣 ― ― 旧記雑録

54 万暦8 1580 12 22 書状 中山王（尚永） 嶋津脩（修）理大夫殿（義久） ― 恐惶不縷 謹上 ― ｢首里之印｣（差出書）島津家文書，旧記雑録

55 天正9 1581 5 7 書状 修理大夫島津
義久 中山王 ― 恐惶不宣 進上 ― 旧記雑録

56 天正9 1581 11 5 書状 修理大夫義久
（島津） 琉球王（尚永） ― 恐惶不宣 進上 ― 旧記雑録

57 万暦11 癸未 1583 4 22 書状 中山王（尚永） 根占七郎殿（重虎）― 恐々不宣 ― 回章 ｢首里之印｣（差出書）禰寝氏正統世録系譜

58 癸未 1583 6 1 書簡 ［煕春龍喜］ 景済禅伯　 ― 恐惶頓顙 拝復　 侍司禅師 清溪稿

59 癸未 1583 6 1 書簡 ［煕春龍喜］ 円覚堂頭和尚　 ― 恐惶頓顙 拝覆　 侍衣閣下 清溪稿

60 万暦12 甲申 1584 12 23 書状 ［尚永］ ［島津義久］ ― 恐惶不縷 ｢琉之勅札｣（覚兼）上井覚兼日記，旧記雑録

61 万暦12 甲申 1584 12 23 書状 大里・国上・那
呉 鹿児嶋奉行御中 態用短書令

啓 恐惶謹言 謹上 ― ｢三司官印｣（差出書）島津家文書，上井覚兼日記

62 ［1584］［12］［23］目録 ［尚永］ ［島津義久］ ― 已上 ― ― ｢従琉球国王御進物
案文｣ 上井覚兼日記

63 万暦12 1584 12 25 書状 宗長（円覚寺）伊集院右衛門大夫殿（忠棟） 頓首再拝 誠恐誠惶頓
首再拝 ― ― 旧記雑録，上井覚

兼日記

64 天正13 1585 6 書簡 藤原義久 琉球国王殿下（尚
永） 奉復 誠惶誠恐

謹白 ― ― 旧記雑録

65 天正13 乙酉 1585 7 18 書状 修理大夫義久
（島津） 中山王（尚永） ― 誠恐不宣 進上 ― 島津家文書

66 天正13 1585 7 18 書状

下野守親貞
（本田）・美濃
守光宗（平田）・
右衛門太夫忠
棟（伊集院）

琉球国三司官 ― 恐惶謹言 謹上 ― 花押 旧記雑録

67 天正16 1588 8 12 書状 修理大夫義久
（島津） 中山王（尚寧） ― 不宣恐惶謹

言 謹上 ― 島津家文書，旧記
雑録

68 天正17 1589 4 5 目録 ［島津義久］ 琉球国王（尚寧） 注文 已上 進上 ― ｢鹿児島｣ 島津家文書，旧記
雑録

69 天正18 1590 8 21 書状 修理大夫義久
（島津） 中山王（尚寧） ― 不宣恐惶謹

言 進上　 ― 旧記雑録
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※採録範囲は1592年までとした。ただし，豊臣政権の往復書状・書簡は本表からは除き，【表７】に掲出した。｢古案写｣ 所収の年月日未詳島津日新斎（忠良）書状案写は存疑文書と
みて本表からは除いた。

※「殿下」「閣下」は敬称とも脇付とも解釈できるが，書簡の場合は敬称，書状の場合は脇付とみなした。
※ ｢様式｣ 欄の太字ゴチックは原本が現存することを示す。

No. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者・敬称 冒頭句・書
出文言

結尾句・書
止文言 上所 脇付 特記事項 典拠・所蔵等

70 ［1590］ 8 21 書状 義久（島津） 琉球国円覚寺 ― 恐 謹々言 ― ― 島津家文書，旧記
雑録

71 万暦19 1591 8 21 書状 中山王（尚寧） 嶋津修理大夫入道殿（義久） ― 恐惶不宣 謹上 ― ｢首里之印｣（差出書）島津家文書

72 万暦19 1591 8 21 目録 琉球国 嶋津修理大夫入道
殿（義久） 目録 已上 謹上 ― ｢首里之印｣（差出書）島津家文書

73 天正19 1591 10 24 書状 修理大夫義久
（島津） 中山王（尚寧） ― 恐 謹々言 謹上 ― 花押，廃案文書

鹿児島県歴史資料
センタ―黎明館，旧
記雑録

74 天正19 1591 12 19 書状 修理大夫義久
（島津） 琉球国王（尚寧） ― 不宣恐惶謹

言 進上 ― 旧記雑録

75 ［1592］ 4 8 書状 龍伯（島津義久）琉球国建善寺へ ― 恐々 ― ― 旧記雑録，古案写

76 天正20 1592 7 26 書状 修理大夫義久
（島津）

琉球国中山王（尚
寧） ― 恐惶不宣 進上 ― 旧記雑録

77 6 20 書状 琉球国中山王 島津陽久公（義
虎） ― 不備 ― 回章 押印（差出書） 感応寺文書

78 6 20 書状 三司官

古墻山城守殿・
竹田越中守殿・
猿渡伯耆守殿・
阿久根播磨守殿・
市来因幡守殿

― 恐惶謹言 ― 回答 感応寺文書

表6　日琉往復文書 （書状・書簡）
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NO. 年 干支 西暦 月 日 様式 発信者 受信者 言語 冒頭句 結尾句 花押・印章 特記事項 典拠・所蔵等

1 ― ― 1587 書簡
ポルトガ
ル領イン
ド総督

（インド総督） 豊臣秀吉（関白殿） 葡文 ― ― サイン 妙法院

2 万暦17 ― 1589 5 27 書簡 尚寧 琉球国王 豊臣秀吉 日本関白殿下 漢文 謹上 恐惶不宣 押印（差出
書）

諸本異同多し，
封紙あり（往来）

続善隣国宝記，異国
出契，異国往来

3 万暦17 ― 1589 5 27 目録 尚寧 琉球国王 豊臣秀吉 日本関白殿下 漢文 註文 右如件 封紙あり 異国往来

4 天正18 ― 1590 2 28 書簡 豊臣秀吉 日本国関白
秀吉 尚寧 琉球国王閣下 漢文 奉書 恐懼不宣 諸本異同多し

続善隣国宝記，旧記
雑録，異国出契，異
国往来

5 天正18 ― 1590 2 28 書状 豊臣秀吉 関白 尚寧 琉球王 和文 ― 仍恐々不
宣 旧記雑録

6 万暦18 ― 1590 3 書契▲ 宣祖 朝鮮国王李 豊臣秀吉 日本国王 漢文 奉書 不宣 ｢為政以徳｣
印（諱）

宮内庁書陵部，槎客
便覧，善隣続考，方
策新編

7 ― ― ［1590］［3］ 別幅▲ 宣祖 ― 豊臣秀吉 ― 漢文 ― 整 ｢為政以徳｣
印（｢整｣字）

宮内庁書陵部，方策
新編

8 天正18 ― 1590 11 書契 豊臣秀吉 日本国関白
秀吉 宣祖 朝鮮国王閣下 漢文 奉書 不宣

陽明文庫，異国出契，
善隣続考，雲崖随筆，
方策新編

9 天正19 ― 1591 7 25 書簡 豊臣秀吉 関白
ポルトガ
ル領イン
ド総督

印地阿 毘曽
霊 漢文 ― 不宣 天理大学附属天理図

書館（富岡氏旧蔵）

10 天正19 ― 1591 7 25 目録 豊臣秀吉 ―
ポルトガ
ル領イン
ド総督

― 漢文 給賜 ― 天理大学附属天理図
書館（富岡氏旧蔵）

11 天正19 ― 1591 9 15 書簡 豊臣秀吉 日本国 関白 フィリピン
諸島長官 小琉球 漢文 ― 不宣 訳文（葡文・西文）

あり

朝鮮征伐記，セービ
ヤ市インド文書館，
ローマ市ビツトリオ・
エマヌエレ図書館

12 天正19 ― 1591 9 書簡 浅野長吉 フィリピン
諸島長官 西文 ― （敬意を表

す）

13 光興14 ― 1591 閏3 21 書簡 阮某 安南国副都堂
福義侯 豊臣秀吉 日本国国王 漢文 粛書 茲書 方印（年号

第2字） 九州国立博物館

14 ― ― 1592 5 1 書簡 フィリピン
諸島長官

托重僧師羨高
茂 豊臣秀吉（殿下） 漢文 ― （不宣） ｢判｣ ｢印｣ 天理大学附属天理図

書館（富岡氏旧蔵）

15 ― ― 1592 6 11 書簡 フィリピン
諸島長官 （総指揮官） 西文 ― ― セービヤ市インド文

書館

16 ― ― 1592 6 11 書簡 フィリピン
諸島長官 浅野長吉（日本国王の侍従） 西文 ― ― セービヤ市インド文

書館

17 天正 壬辰 1592 7 21 書簡 豊臣秀吉 フィリピン
諸島長官 小琉球 漢文 不宣

｢大日本国 前関
白太政大臣 答 
小琉球書｣，訳
文（西文）あり

南禅旧記，ローマ市
ビツトリオ・エマヌエ
レ図書館

18 ― ― 1593 5 20 書簡
ゴメス・ペ
レス・ダス・
マリニヤス

豊臣秀吉 西文 ― ― セービヤ市インド文
書館

19 ― ― 1593 書簡 豊臣秀吉 フィリピン
諸島長官 西文 セービヤ市インド文

書館

20 文禄 2 癸巳 1593 11 2 書簡 豊臣秀吉 日本国 前関白 フィリピン諸島 小琉球 漢文 ― 不備 ｢豊臣｣ 印
（差出書）

ヴェネチア・マルチ
アナ図書館

21 文禄 2 癸巳 1593 11 5 書簡 豊臣秀吉 日本国 前関白 台湾 高山国 漢文 ― 不具 ｢豊臣｣ 印
（差出書） 前田育徳会

22 ― ― ［1594］ 書簡 フィリピン
諸島長官 豊臣秀吉（殿下） 西文 ― ― セービヤ市インド文

書館

23 万暦 23 乙未 1595 6 24 書契 礼曹

朝鮮国礼曹司
（判尹李栄春・
判書尹起辛・
参判卞弘述・
郎庁孫起陽・
朴過春）

豊臣秀吉 日本関伯（白）
殿下 漢文 為修書謹

呈 ― 異国出契

24 ― ― 1597 5 27 書簡 フィリピン
諸島長官

（ルソンの長
官） 豊臣秀吉（日本の君太閤様） 西文 ― ― リスボン市トルレ・ド・

トンボ文書館

25 ― ― 1597 書簡 豊臣秀吉（日本の諸国の君太閤）
フィリピン
諸島長官

（ルソンの長
官） 葡文 ― （之を以

て終る）
リスボン市トルレ・ド・
トンボ文書館

※本表は『異国往復書翰集・増訂異国日記抄』に依拠しつつ、若干の事例を加えたものである。
※ ｢様式｣ 欄の太字ゴチックは原本が現存することを示す（訳文の原本は除く）。｢▲｣ は同時代的に作成された偽書であることを示す。

表7　豊臣政権の往復書簡
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on Their Forms and Formats
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This paper aims to construct a theory of the style of medieval Japanese shuttle diplomatic documents 

by collating examples of such documents. Conventionally, there has been a lack of research regarding 

Japanese palaeography. However, by constructing a theory of style, medieval Japanese shuttle diplomatic 

documents can be positioned within Japanese and East Asian palaeography studies. 

Specifically, shuttle diplomatic documents from ancient times through to medieval times were divided 

into four categories, namely, imperial documents, bureaucratic documents, documents ascending to the 

Emperor, and correspondence. Thereafter, examples of each were collated, and a study was made to 

issues the commonalities and diachronism of the document style and the circumstances by which specific 

document formats were selected and used. 

Consequently, the following findings were obtained. In general, the Ming dynasty exchanged 

ascending and descending documents with the rulers of neighbouring countries, and parallel documents 

with the government offices of those countries, and made no distinction between domestic documents and 

diplomatic documents. However, in surrounding countries, it was more typical for diplomatic documents to 

be shuttled as “correspondence” in the Japanese documentary style. This suggests that, basically, medieval 

Japanese samurai diplomacy developed on the basis of correspondence-style diplomatic documents, and 

the shuttle diplomatic documents with the Ming dynasty were actually exceptions. 

The phenomenon of the use of correspondence style in samurai diplomacy was connected to the 

phenomenon of correspondence-style documents becoming of ficial documentation in samurai society. 

Moreover, as the scope of international exchanges expanded to a global scale—with the construction of 

relationships with countries not using Chinese characters, including various countries in southeast Asia 

and Europe—correspondence-style diplomatic documents manifested an ef fect of reducing the friction 

between two parties. 

Key words: diplomatic documents,  East Asian palaeography studies, imperial documents, bureaucratic 

documents, correspondence documents




